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大学生活を始めるに

あたって

教育担当副学長鈴木将史

自主独立の第一歩
斬人生の皆さん‘入寧おめでとう.皆さんはζれから最低4年間.'j・商"隼として隼活して

い〈 ζ とになります.本学f玄、明治..年に開校した小樽宵等商震掌枝からの長い伝続を持ちます
が.初代核.1皇辺値聖1;;.第 1回入学式式静.".，暗君を締士として遣するJ~逮ぺています.ζ
の精神は1世紀を錘た今も、他文学金lま線を冒した本学祖自の棋風2として着実に受け.がれて
います.つまり.1]¥省商大は.学生の自主性を最"...し、 Z事業後に社会で活置するに足る積
極性や独立心@育成を赦宵@柱としているのです.そのため根回置修盆録を始めとする栂々な事
8手観音lま責任を持って自分で行わねばなりませんし、他大学では一般的なクラス制度も、担任
敏員制度もありません， I・鍵lま‘必修科目・温択科目@中から皆さんが自分の判断と責任で "4
単位以上思修してい〈 ζ とに怠ります.各科目は勉強し怠ければ当鍵の釦〈不合格となり、.年
も珍しいζどではありません.文学lま宴社会への皐備段階として、学生の社会性と自主独立心を
はぐ〈む唱でもあるのです.

アクティフであれ
したがって、自主性を尊重する本学は何かを意欲的に学Itぅ2とする学生に2とってr;;，極めて魅

力的な学穫になるはずです。単科大学でありながらサークル活動は非常に活"ですし.クラスは
な〈とも 1・2年!ま簡寧捜鍵で‘また3・4年は必修ぜミナール守、罷曹な人間関係を筆〈 ζと
ができます.担佳像員制度f1!怠〈とも、小規根大掌に侍徴的なζ ととして、敏員との車種は極め
て量<<‘そζから更ける刺IIも他文学に.るものがあるでしょう.アクティブな学生I弘単科大
学としては民側なほど様々な可飽性を鼠す=とができる末掌が傘掌なのです.

まずは規則正しい生活を
2とはいえ皆さん.初めての学生生活に戸・ラ己2とも少な〈ないことでしょう.まずは己のou

Cガイドブヲタと r2021年度履修の手引き」をよ〈韓み."学@仕組みと置修シス子ムを学んで
〈ださい.構々なζとを自分で行うと先に述べましたが.聞きたいζとや悩みごとがあれぽ、『掌
生何でも禍根室」や.' ..  指噂象風」や.，ハラスメント禍根室」や.，保健管理センター」そし
て『学生センター」が、皆さんの相践を随時受け付けています.本年庫もョロナ禍の髭曹により、
遠隔援調院が額分的に噂入されると思います.在宅畏揖を続けると、とか〈生活が不甥開lになりが
ちですが‘皆さんr;;何より娘則正しい生請を心がけましょう.その抱訣1>3つです.

1 翻食は必ず顕る.

2 本学HP.柚抽出aをこまめにチェッタする.

3. 1鵡自の侵.(対面またはリアルタイム遺隅〉にきちんと遅刻せずに出席する.オンデマン

ド遺隔授業r;;.できるだけE信開始時刻に合わせて愛国ーする.

首さんがd・商大本来の充実した末学生活を送ることができるよう.心より鳳っています.
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|l大学の概要 目
1 沿草

小樽商科太学は、問和24年5月に国立学校殴置法(法律箪 150号)により、新制太学として発
.iE l...平成 16年4月目立大学法人小樽商科大学に移行し、寺田に至っています.その起源は、遠
〈明治 44年5月全国の官立高等商業学校のうち第 5番目として開校された小樽高等商業学校の設
立にはじまります.

以来、今日に至るまでに、本学の歴史は実に 109年の永きにわたっており、産業の興隆並びに学
術・文化の発展に貢献してきました。

明43.3叡置
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2 歴代校長・学長

10年 11月 Ii庫辺情 E

IJ、樟高椿商業学捜 13年6月|伴 房次郎

自年 |苫米地英俊

俊

IJ、棺経済専門学捜

IJ、樟商科末学

10年 山 田 家 正

2年 秋 山 語 昭

4年 秋 山 韓 昭
z T 踊 &.u-r-u"'n ...，ト」

国立大学法人 |皇
小樽商科大学

平平成成 20年州問|
26年03月31日

B年 山 本 民樹夫

~ =-'‘-~・ ，、..ヨ '‘. .圃唱

8年 和 田 健 夫
z "刊 ι ""t- u... ，ヨ~， ι」

自 帝和 2年04月01目| 1年 穴 沢 民
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授与年月日

平成 07年4月 5日

平成 07年4月 5日

平成 08年4月 3日

平成 09年4月 2日

平成刊年4月 2日

平成 11年4月 2日

平成 13年4月 4日

平成 14年4月 5目

平成 14年4月 5日

平成 15年4月 4目

平成 18年4月 4日

平成 19年4月刊目

平成 21年4月 8日

平成21年4月 8日

平成 22年4月 7日

平成 22年4月 7日

平成 24年4月 18目

平成24年4月 18日

平成 25年4月 3目

平成 25年4月 3日

平成 25年4月 3目

平成 25年4月 3日

平成 25年4月 3日

平成 25年4月 3日

平成 26年4月 16日

平成26年4月 16日

平成 27年4月 15日

平成 27年4月 15日

平成 28年4月 13日

平成28年4月 13目

平成 28年4月 13日

平成29年4月 12目

平成 29年4月 12日

平成29年4月 12目

平成 30年4月刊日

平成 30年4月刊目

平成 30年4月刊日

平成 30年4月刊日

平成 30年4月刊目

平成 30年4月刊日

在職中担当科目

流通組織論

日本文学

管理科学・応用数学

英語

軽重学原理

英語・英文学

民法

商法

生物学

監査論

管理会計掌

社会思想史

統計学

ドイツ晒

財務会計論

健康スポーツ

化学

マヲロ経済学

産業組織論

基礎数学・経済数学

英語・英文学概論

英語・比較文化

経済分析論

憲法

日本経済史

財務会計輸

企業形態愉

フランス語

フランス語

銀行論

情報処理

英語

統計学

中国語

教育制度

歴史学

計画敏学

意志決定論

敵理統計学

生物学
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名

鵬士

出

久

夫

夫

孝

夫

正

三

宏

稔

薫

譲

夫

光

洋

秀

教

牧

功一

洋一郎

民樹夫

福男

純

修

夫

志

稔

彦

帽

耕三郎

富士夫

和重

常幸

茂

樹

情

暴

繁

隆

和

恒

孝

E
意

且

善

和

有

E
瞳

春

宏

3 

民

桐

山

田

原

崎

園

田

竹

田

中

野

野

田

方

山

木

田

藤

塚

遺

野

岡

藤

沢

岩

村

井

田

城

西

本

田

柵

口

矢

村

島

原

笠

片

材

沼

永

篠

豊

神

青

山

田

中

倉

遠

大

震

田

片

加

鵜

兼

杉

高

花

結

寺

山

小

高

江

大

中

大

小

量

上

荻

奥

行

西

八



�

平成 31年4月 10日

平成 31年 4月 10日

令和元年 7月 10目

令和 2年 4月 B日

令和 2年 4月 8日

令和 2年 4月 B日

令和 2年 4月 S日

令和 2年 4Jl 8目

令和 2年 4月 S日

令和 2年 4月 B目

国際金融

英語

圏際経済学

哲学・倫理学

日本語

マーケティング

健康スポーツ

マヲロ経済学

経済法

金融経済学

浩

雄

樹

二

子

則

一

司

夫

介

久

秀

顕

寿

朝

啓

賢

健

且

谷

本

津

田

野

城

輪

車

園

田

保

宮

遊

山

船

久

高

高

花

山

和

和

組織・機構図4 

経済学科

商学科

企章法学科

社会情報学科

(一般教育専)

現代商学専攻(博士(前期後期)隈橿)

7~ト日.レトシ，]0 車攻(車円融宇弛極極}

商牢部

蘭牢研寛科文牢院

附属図書館

置梧センター

保健曹理セシター

牢生車擾思

牢術情報隈

緯務隈

教事隈

グローカル戦略推進セン事ー

IillIO重量杢豊

小

• 

企園戦時限

会計隈

施霞隈

情報総合セシター

アドミッションセン事ー
薗

科

太

• 
事務局
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5 施設所在地

名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号

事務局

商学部

文学院

冒恒セン9ー

保健管理セン事ー 干047-8501

情報総合セン聖一 IJ、樽市緑3丁目 5番 21号
電話(代表)
{0134}27-5206 

アドミッションセン者一

グローカル職略推進セン事ー

国際連蟻本部

文学会館 干047-8503

附属図書館 干047-8502

札幌市中央区北5条西5丁目

札幌サ子ライト 干060-0005
7番地 電脂

sapporo55ピル3F
{011}218-6377 

輝光寮(学生寮) IJ、樽市緑4丁目 4番 14号 {電01話34127-5239 
干倒7-0034

国際支流会館 IJ、樽市緑4丁目 4番 15号

体育館 {電01恒34127-5460 

合宿研修施霞 干047-8501 IJ、樽市緑4丁目 4番 14号 電(話内線16539

サ-1]1レ共用施設 電(話肉線16536

山上グラウンド 干倒8-2672 IJ、樽市塩谷3丁目 104番地

ヨット艇庫(共同利用艇庫) 干047-0047 小幡市祝津3丁目 {電01話34132-6928 

ポート艇庫(共同利用艇庫) 干061-3362 石狩市生振367
電話
{0133裕4毛457
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Hl学園生活 目
1 学園生活

1.1 行事予定

2021年度の行事予定は本学ホームページ(以下、「本学 HPJという.)及び履修の手引きで確毘
して〈ださい。行事予定は毎年変わります。翌年度以降の行事予定は、本学 HP及び掲示コーナー
等で確認してください.

12 授業時間

昼間コースの学生は、原則ト-5講目を履修し、夜間主コースの掌生はB剛 7講目及び夏学期に開講
する捜業在庫修することになります。昼間コース・夜間主コース共に、一部曜日の捜業を土曜日に
実施する場合が晶りますので、群細は、行事予定衰を確認して〈ださい.
夜間主コースの学生は、決められた範囲内でト5講自の捜業科目を履修することもできます.

13 学修・修学

新入生オリエンテーションが終わると授業が始まります.授業形態は高校とは全〈異なります.
学聾・修学巷計画的に進めるためには、「履修の手引き」と「シラパス」を熟聾することが太切で
す.不明な点、問題等が生じた場合は、履修指事教員又は、学部教務担当に気軽に相甑に来て〈だ

さい.
※ 履修指導教員は、年度始めに掲示によりお知らせします.

-学集成績

前期科目の成績については 9月初旬、後期・通年科目の成績については 3月初旬に webで閲覧
可能になりますので、学務情報システム (CampusSqua陪)のマニュアルを'照しつつ、各自確麗
して〈ださい.
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'A学生聞係由窓口

・草生園保田富田E置園

学生セシター車内園

孟記
E・・・ 1 Eλ圃壷 1

「一一一
-大事闘

大ヨV 膏担当

-一
刷用暗闇

S匂

E・台
学姐関係魯割匝剛-円‘酋 |也 |… 出

。 -学習軍軍陣

.・・ーー金蝿個師配車冒.0・・体蹟3担当
2砂

E・台
タ 【寧量宣園田1

-キザυア吏掴壷
鍾蝿剛院8・・.. 

剥
肱覇支掴.-塵・a・ ‘緬

用 123乱 時 引 曲 -医・区晴壷.. 銀閣剛院刷偉い・・ .学・・... 魁巳当圃
周4 1I:300-17:1fi -苧生支援係」

A 回目
揖.帽量陣・蝿帯金・回鼻橿曲・圃品、学生車量担当

lλ ロ

- 掌生田保の富田等の開放時間

-生 ....1. キャリア:0:1・ 院・・a -・・a
包ン.ー 鍋思コーナ セン，ー 但.... ，.・5骨

.働 .働

月曙日ω 8:30 .... 8ァ，，- 8:30 .... S迎。ω S迎。ω

金岨目 21:00 21:45 17:15 23:(悶 22:(悶

短調障の 土曙日 8:30 .... 2・4号館のみ

ある期間 (授業あり〉 21:国
，.田山19:30 閉鎖

S剖 -22剖

主曜日
閉鎖 閉鎖

'.4骨館のみ

(榎織なし}
10:曲目1目。

8:00-22:00 

月曙日ω 8:30 .... 8ァ，，- 8:30 .... S迎。ω S迎。ω

短調障の 金岨日 17:15 17迎。 17:15 23:(悶 22:(悶

ない期間
2・4骨館のみ

土岨目 閉鎖 10回目m目。 閉鎖
8却 -22胡

米日曜、観日!志、附属園書館を除雪文学，;:全て閉鎖されています.また、捜震のない期間とは.1(

'、各司降、事争体集や晴時休業及ぴ定期鼠取期閣のうち夜間主コース@鼠取のない日怠どです.
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-学生関係の手鏡等の担当部署

教務課

学生支援謀

入鼠室

会計課

-太学からの電話連絡等

文学からの電話連絡には緊急かっ重要な事が多いので、必ず電話に出て〈ださい。
また、以下のEつ壷必ず軒っておいて〈ださい.

① 「学生闘係畑手続等の担当部署』の電話番号を各自の蟻帯電話に登録してお〈こと。
②携帯電話のメールアドレスを学務情報システム (CampusSqua聞)に登録してお〈こと。

学務情報システムm個人情報は法の基に安全に管理されており、外部に遺漏されることはありま
せん。
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15 学生への連絡について
章生へ由遭豊島・圃姐Iま置手掴景桓.掴景岨によって符U室すa

掲示コーナーは、①図書館 2階、②グローカルラウンジI前、③グローカルラウンジE前の3カ
所です.一つの情報について、デジ/jJレサイネージまたは紙用掲示板のいずれかで通知します.
掲示には学生呼出・捜叢・鼠験・レポート・修学指導・奨学金・授業料免除等、その他ゆ重要な事
項がすべて含まれています.掲示豊毘ないための不利益はすべて掌生個人の責任となります.大切

な情報告見逃さないよう、登校・下枝の際には①、②、③の掲示を全て見るようにして〈ださい.
休講情報等については、本学 HPにも掲載をしており、携帯電話や吋ソコンでも見ることができ

ます。ただし、急な変更には対応していませんので、必ず掲示コーナーも確認してくださL'oなお、
電話での休講等の問い合わせ司の対応はしておりません。
業コロナ禍においての周知は、本学HPまたはmanabaによって行います.

16 福利厚生施設設備等

・大学会館

大学会館は、学生及び教職員の福串l厚生に寄与することを目的に設置されているものです.会館
の中には、小樽商科式学生活協同組合が運歯する食堂や売肩、コピーコーナー、北洋銀行の ATM、
E明写真自動撮影槍椿があります。群L-<は、この手引の r9関係施殴等』をご覧〈ださい.

・グローカルラウンジE

改修工事により平成28年3月に完成した 3号館2階中央付近にある、多様な学習ス/jイルで利
用することを目的としたラウンジです.睡でも自由に串l用できるので、学習や、休憩するスペース
として活用して〈ださい.室内には自動販売梅も設置してあり、飲童可能ですが、窓側のIJ、上がり
スペースは土足禁止です。

17 自動車・自動=輪車等での通学

「学生入構許可証」を交付された学生以外の自動車による通学は、禁止しています。
無許可車両の構内駐車場への入構及び市道への違法駐車は、許可車両及び近隣住民の迷惑となり

ますので、絶対にしないようにしてください.
構内及び市道への違反駐車車両は、交通指導員及び警務員による巡回点横により、注意または警

告し、悪質なケースについては、学生懲戒処分の対象となることがあります.
なお、自動二輪車及び原動様付自転車による通学は、特段ゆ許可を必要としませんが、専用駐輪

場以外の駐車は禁止していますo (V r学則及び関係諸規程」の『園立大学法人小樽商科大学構肉
交通規制に関する実施要項」及び『実施細則」を'照のこと)

・学生入構許可匝

「学生入構許可柾』の申請・支付時期は、年2固 (4月、 10月)を予定しています.詳しい日程・
手範幸方法については、本学 HPr在学生」または manabaの学肉掲示板でお知らせします.

以下の入構許可匝交付基準に革づき、施設委員会の審査を経て、支付します.
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対象 入構許可恒吏付革単

①昼間コス
公共変通樋聞による通学時聞が、片道 1.5時聞を超える者(徒歩による

移動、公共変通機関の待ち時間を除()

②夜間主コース 自動車通学を希望する者

③共通 身体の障害又は疾病等のため、自動車によらなければ通学が困難な者

米交付基準は申腎状況によって変動することがあります.通掌時間I立最短経路で計算します。

申荷時添付必要書煩

①の場合|免許匝コピ一、車検匝コピー

②の場合|免許証コピー、車検匝コピー

③の場合i免許証コピ一、車検証コピー、医師の診断書等

t.8 キャンパスマナー

・太学肉での喫煙

2019年度より文学敷地肉は屋内外を問わず全面構煙となっています.

-ゴミの分別

学肉から排出されるゴミは、産業廃棄物の扱いとなり、一般家庭のゴミの分別方法とは違います.
学肉のゴミの分別方法は下記のとおりです.環境保障、経費削織のためにもゴミの分別にご協力

〈ださい.また、小樽市でもゴミを分別収集しています.市内のアパート・下宿に住む学生は、分
別方法、回収日について小樽市が配布するパンフレット等を参照して、ルールを守ってゴミ巷出す
ようにして〈ださい.

-ゴミの分別方法

ペヲトボトル「
あきぴん l 

〉飲料水関係のゴミ分類
スチールかん 「
7Jレ昌かん J 

塵.廃棄物・・田・田・プラスチッ0・ビニール類・発泡スチロール等
一般ゴ墨........回分類ゴミ以外全部

-自動車の遠慮駐車

大学周辺、屈の駐車場に駐車する ζ とは、地域で生活している住民に多大な迷惑をかけるばかり
でな〈、緊急時の通行障害になります.
特に各季聞は冨で道幅が狭〈なり、救急車、消防車、除雪車、ゴミ回収車等の通行に大きな支障

をきたします。迷惑駐車は絶対にしないようにして〈ださい。

-商太生の迷慮駐車に対する苦情の例

業全て実降、鑑瞬住民や普司ーからあった苦情です.
1 商太前の地獄坂に駐車したまま、授業に出ているようだ.車両の通行の妨げになっている.
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2 旧小樽商業高校下の道路に駐車して通学しているようだ。除雪の妨げになって大変迷惑し
ている.

3 買い物も Lないでスーパーの駐車場に駐車して太学に通学しているようだ.常臓が疑われ

る.

-捜集中のマナー

〈私語〉
捜集中のおしゃベりは、捜業を行う教員に対して文変失礼ですし、なによりも捜集幸真面目に受

けている学生にとって太変迷惑です.文学では高校と遣って、大教室で 200-300人で授業を受け
ることもあります。二人ぐらいで話をしていてもかまわないだろうと思うかもしれませんが、皆が
そう思って教室のあちらこちらでおしゃべりをし始めると次第に大騒音になってしまいます。捜集
中l立各自が私語を慎み、また、おしゃべりをしている学生に対しては勇気を持って注意し、みんな
で快適な授業環境豊作るよう努力しまLょう。
〈嫌帯電話〉
今は殆どの学生が揖帯電話を持っていると思いますが、捜業中は必ず電源を切るか、又はマナー

モードに設定して〈ださい.授業中に携帯電話に出るため教室から出てい〈、机の下に携帯を隠し
てメールやSNSでやり取りすることなどI弘周りに不愉快な思いを与え、授業を妨害する行識です
ので決してしないようにしてください.
なお、文学から学生個人に緊急の連絡をすることがありますので、捜集中等、機帯電話に出られ

ない時は、必ず留守電の設定をしてお〈ようにしてください.
(帽子〉
帽干をファッショシとして楽しんでいる学生もた〈さんいると思います.ただし、授業中は、あ

なたが被っている帽子のために黒板が見えづらくなっている学生がいるかもしれません.また、帽
子を被ったまま捜業を聴〈学生を不愉快に思う教員もいます.怪我をしている等の事情で帽子を被
らなければならないこともあるかと思いますが、ファッションとして帽子を被っている場合は、授
業中は脱いでください。
※「オンライン授業の受情あたっての注意事項について」は

本学HP https://'剛 w.otaru-uc.ac.jp/student-"ews/54188/をご確認〈ださい。

・環境保全に協力を

以前、学肉において学生のいたずらと恩われる悪質な施殴破壊が観曹、トイレや玄関、エレベ-
9ーでの破壇にとどまらず、水道をあふれさせ建物全体を水浸しにするなどされて、大学は多大な
被害を受けました.そのための補修費負担は.結局は学生サービスの低下に繋がりかねません.そ
の事を十分承知して、学肉の施段等を破壊しないよう注意して〈ださい.また、 ζのような破壊行
為を見かけた場合は、至急、学生支援隈学生支援係 (0134-27-5245)へ連絡して〈ださい。
また、最近は教室に弁当ガラやベットボトル等のゴミを置きっぱなしにする学生が書〈見受けら

れます.授業を受ける他の学生の迷惑になりますので、ゴミは必ず各自で始末して、教室の美化に
ご協力〈ださい.

・ 節電・節水に協力を

学内の水道・電気等は無料ではありません.全て皆さんの捜業料から賄われています。水道・電
気等を無駄に使用しないよう、昔段から心がけて〈ださい.なお、捜難終了後は、教室・ぜ亘室等
の消灯にご協力ください.

1.9 注意事項

・落し物・忘れ物

学内では落し物や忘れ物が非常に幸いので、自分の所持晶、特に教科書や辞書、ノートには、必
ず学生番号と名前を肥入するようにして〈ださい.落し物をした場合には、まず、自分で心当たり
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のある所在探すこと、それでも見つからない場合には、学生支援課学生支援係(0134-27-.回(5)Iこ聞
い合わせてください.
また、学内での落し物・忘れ物と恩われる鞠を見つけた時は、学生支援課学生支援係へ届けて〈

ださい.
なお、鼠量障に1;1:.草生1iE~.量窒に置脅忘れないよ号注宣して〈だきい.

-盗腫に注意

教室、図書館、体育館等では、残念なことですが盗難事故が起こりがちです。大学構内といえど
も財布や貴重品は絶対に身の回りから離さないようにしましょう.

-カンニング
車掌はカンニングについては、大変厳しい処分をしています.カンニングをした場合l立、その期

にとった単位が全て臨められませんので、決してしてはいけません.

-学生の懲戒

文学では、学校の規律ないしは秩序を維持し、その教育目標を達成するため、本学の規員IJに違反
し、又は学生の草分に反する行為があった学生に対して懲戒処分を行います.学生が学外で起こし
た恵質な交通事故、刑事事件等についても、社会的な法的処分とは別に教育的指導の観点から、大
学の懲戒処分巷行いますので、〈れぞれも事件・事故等を起こさないよう十分に注意して〈ださい.
(酔L..<は、小樽商科文学学則第43条、小樽商科大学学生憲戒規程等を書照。)
{懲戒処分の具体的対象行畠}
(1 )定期試験等における不E行語
(2)恵質な交通事故・交通違反
(3)刑事法上の処罰の対象となる行為
(4)その他、本学の規則に違反し、又は学生の本分に著L..<反する行為
{懲戒処分の祖慣と肉書)

退学学生としての身分を奪い、放学すること.
停掌無期又は有期とし、三の聞の畳掌を欝止するζ と.
目11告注意を与え、将来を戒めること.

-郵便物

サーヲル・団体あての郵便物は、学生セン事ーのメールポッヲスに入っています.各団体は確認
するようにしてください。
学生個人あての郵便物等Iま太学では取り扱いません。自分の住所(下宿・アパート噂)に送付す

るよう家族その他に連絡してください.

1.10 その他

・学園だより

本学では、学生及び保護者向けの広報誌として『学園だより」を年2回発行し、大学からの連絡
事項や各種情報を掲載しています.文学会館 1階ロピ一等にも置いてある他、文学 HPr広報誌紹
介』で学園だよりをご覧いただ〈こともできますo htt問 l/v剛w.o恒則一uc.ac.jp/summary/publicityl

-ホームページ『学生へのお知らせ』

この wucガイドブッヲ』の内容は、本学 HPにも掲載されています。
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また、本学 HPr学生へのお知らせ』には、学生支援隈・教務眠からのお知らせ等を掲識していま
す。 ht肺泊剛w.o也ru-uc.ac.jpJstudent_news/

-学生表彰

成績優秀者や課外活動において全国レベルで優勝した場合等には、教員からの推蘭に韮づき学生
衰彰をする制度があります.皆さんも太いに各方面にチャレンジして〈ださい.酔し<I立、 N.r学
園'J&ぴ関係帽規程」の「小樟商科大学学生表彰規程』をご覧〈ださい.

・学生の声

学生からの文学に対する意見・要望等を広〈聴取し、今後の文学改革の事考とするため投函ポッ
ヲスを学生セ〉事ーに置いています.備え付けの用紙『学生の声」に何でも記入して投函して〈だ
さい.なお、施設・設備の修理・修繕については、車接、学生セン事ーまで申し出てもらった方が、
迅速に対応することが可能です.

2 諸手続

2.1 届け出

・住所・竃脂番号等の変更

現住所・電話番号を変更した場合には、速やかに学務情報システム (CampusSqua問)により、
各自で変更を行って〈ださい.変更方法については CampusSqua陪のマニュアルをご覧〈ださい.
なお、保障者の住所・電話番号が変更になった場合は「保護者(住所)変更届」を学生セン事一

学鯖担当窓口に提出しなければなりません。詳しくは、『保障者(住所)変更届」の項目を参照し
てください.

・欠席眉

病気、けが、事故等やむを得ない事情によって捜業を欠席する場合は、各教員に連絡すると同時
に、所定の様式に理由を詳記して届け出なければなりません.
欠席眉の用紙は学生セン事ーの記載台に備え付けられています.必要事項を肥入して、記歳台の

上に置かれた投函箱に入れてください.
なお、病気の場合は医師の診断書を添付して〈ださいo JRの事故、遅延等により、やむなく欠

席する場合は、 JR駅で発行される遅延等の証明書を添付して〈ださい.
その他、不明な点については、学生セン事ーの教務課学部教務係へお問い合わせください。

業インフルエ〉ザなど、感染症の橿患に伴う欠席については、 Nの 3.1r感染症畳枝許可匝明書」
を確認して〈ださい.

・改姓・改名眉

婚姻等により氏名を変更した場合は.学生セン事ーの学籍担当窓口に申し出て〈ださい。改姓・
章者届の用紙をお量産ししますので、戸籍謄本の写しを添えて担当窓口に提出してください。

・旧姓使用について

旧姓使用を希望する学生は.学生セン事ーの学籍担当窓口に申し出て〈ださい.旧姓使用申出書
の用紙をお渡ししますので、戸籍抄本を添えて担当窓口に提出して〈ださい.
業旧姓使用の取扱いについては、 V の 1.5 r小樽商科大学学生の旧姫使用の取扱い等に関する要

項』を確認して〈ださい.
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-保瞳者(住所)衰更届

保臨者が変更になった場合、あるいは保檀者の住所・電話番骨が変更になった場合は、学生セン

事ーの学籍担当窓口に申し出てください。『保護者(住所)変更眉」の用紙をお量産ししますので、

必要事項を記入の上、担当窓口へ提出してください。

2.2 願い出

・休学願

病気その他特別の理由により、 3ヶ月以上修学が困難な場合は、休学をすることができます(学

園IJ第 33条).休学期間中は、捜業料が免除されます。休学に関する注意事項は以下のとおりです.

①牢則園田条[大学院学則I~. 薗 38 条)在理解している Z と.

②ti!恒者とよく相自置し、同置を骨ること.

⑤捜聾輔自未輔がある唱合、休学鳳lま畳理されないこと.

@林学鳳1立、前期 (4月)から休学する場合は3月末までに、世期 (10月)から体学する唱音!ま9月末までに提

出しなければならないこと.

⑤4 月 ~Iま 10 月に休牢鳳を提出する堀合1;1:.それぞれ聖月から由体撃となることから.提出前に、 4 月分耳は 10
月分 (1ヶ月分}叩捜轟科署納付しなければならないこと.

⑥前期、聾期由各捜聾輯軸付期限聾に休学鳳を提出した堀合lま、そ由摘の捜聾軒lま免除されないこと.

⑦柏村方法由如帽を間わず、一度納付した慢章軒i立、置置きれないζ と.

⑧3ヶ月であっても体掌した場合I立、そ叩期及び置年科目白単位1;1:全て毘置されないこと.

⑨体学期間iι 当歳年度限りであることから.翌年度も引曹鏡いて体学する堀合i志、再鹿休学厩を提出しなけれ

Iまならないこと.揮年庫を超えての休学園l孟量理できません.

⑩体学の許可については、本学において、書識のうえ承認されるも由であることから、そ由理由I~. 群帽に記入

しなければならないζと.また、そ由理由が摘且等である堀合I立、首断書等由置明書煩を提出する己と.

⑪1. 2. 3年次由畢生l志、休撃した埴合、再車問じ学年を 1年間修学しなけれlot量級できないこと.

⑫ぜミに所属している堀合I~. 事前に指揮瞳員に休学することを缶え.厩修について相観すること.
⑩体学により留年した唱台、特別な事情があると臨められない限り、捜轟料免除由討量とはならないこと.

⑩学部学生における「置修畳録上限制における再置修8単位由取り扱い』について、不可 (0点在除<)となった

単位敏に応じて40単位を超えて履修することができる叩は、翌年度に隈られるため、 1年間体学した堀合lま融

当しないこと.

⑮学部由過年度生であって、休学中国賓格取骨により単位修帽を予定している堀合I~. 置字韓国庫修計画.につ

いて、あらかじめ教務課学部教務揮に相醸してお〈畠要がおること.

⑩目本学生支援楓構~I孟毘間企量等由要牢生で晶る場合I~. 学生支援課学生支援悟に申し出た上で、所定の手続

在行わなければならないこと.(現在、提学金が体止・停止中で、揖込がなされていない堀合を宮む.)

⑪体学理由が『私費留牢」、「海外研修』、「圏外ボランティア』、『海外インタ ンシップ」等.海件へ量航する場合

I弘事前に学生宜橿標園田量吏涜室に出発眉、留学中における園向車ぴ圏外由連絡先等並びに日程表及び蝿外旅

行恒害憧院に掴入したことを示す書頬を届け出なければならないこと.

⑩外国人留学生白場合I~. 事前に学生支援謀国際茸涜童に眉 lす出なければならないこと.また体宇期間中I志、『圃
事』由貴格のまま日本国同に在留できません.

掛祉会人学生、外国人圃学生については、保霞者に関する事項はいずれも適用されません.

不明な点がある場合は、学生セン事ーの学籍担当窓口でお尋ね〈ださい。

(手続方法)
休学願の用紙は.学生セン事ーの学籍担当窓口でお渡しします。

必要事項を記入の上、担当窓口に提出して〈ださい.

.f1学鳳
休学期聞が終了すると、自動的に復学になります.ただし、休学期間中にその理由が消渇L、復

学を希望する場合には、所定の様式により願い出て許可を得なければなりません.復学鳳の用紙は、

学生セシ事ーの学籍担当窓口でお渡しします.詳しくは担当窓口でお尋ね〈ださい。
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-退学鳳

やむを得ない理由により退学しなければならない場合は、退学顕在提出して許可を求めてくださ
い.ただし、授業料を完納していなければ、退学はできません。 4月以降退学する場合は前期分の
授業料査、叩月以降退学する場合は後期分の授業料を支払わなければ退学できませんので、前期分
の授業料、後期分の授業料が発生する前に退学願署提出して〈ださい.酵しくは学生セン事ーの学
籍担当窓口でお尋ねください.
(手傭方法)

退学願の用紙は、学生セシ事ーの学籍担当窓口でお獲しします.
退学願は、本人と保護者の連暑が必要です(社会人学生、留学生の場合は本人の署名のみ)0 

その他の必要事項を肥入の上、担当窓口に提出して〈ださい.
日本学生支援樋構又は民間企業等の奨学生である場合は、学生支援陣学生支援係に申し出た上
で、所定の手績を行わなければならないこと。(現在、奨学金が休止・停止中で、振込がなさ
れていない場合を含む。)

・他大学個入学院験受験許可鳳

本学に在学のまま他大学の偏入学試験等を受けるときは、学長に受験の許可を得なければなりま
せん.願いの用紙は、学生セン事ーの学籍担当窓口でお渡しします.

・敏室使用許可厩

教室が捜薫で使われていない時聞は、学生団体等で教室を使用するζ とが可能です.使用を希望
する場合I主、学生セン事ーの学部教務担当窓口に申し出て、教室使用許可厩を提出して〈ださい.

23 各種証明書

・各種柾明書の発行

各種恒明書(在学直明書、成績薩明書、卒業見込証明書、健康診断柾明書、学割証)は学生セ〉
事ー肉の証明書自動発行機から発行します.証明書自動発行機は学生証がなければ使用できません
ので注意して〈ださい.使用のためのパスワードは、学務情報システム(CampusSqua同)と問ーで

す.
なお、これらの証明書及び通学匝明書の発滑は、学生セ〉事ーの学籍担当窓口で行います。酔細

については各証明書の項目を参照して〈ださい。

・学生直

学生証は以下の場合等に必要となりますので、常時携行して〈ださい.
①証明書自動舞行機を使用する時
②定期試験車ぴ半期制科目試験を受験する時
③図書館を刷用する時
④ JR・地下鉄・パス等の通学定期券を購入する時
⑤学校学生生徒旅客運賃割引匝(学割匝)等を使用する際に交通樋関等職員の請求があった時
※入学時に発行した学生証は卒業するまで使用しますので、紛失しないよう注意して〈ださい。
紛失又は破損した場合の再発行は、有料 (1，045円)となります.再発滑までの問、仮学生匝を
必要とする場合l私学生セン書ーの学籍担当窓口で申し込んで〈ださい。

来車11・退学・除籍等、学生の身分を失った場合には、直ちに学籍担当窓口へ返却して〈ださい.

【通学定期券の購入方法】
通学定期券を購入する際には、駅、事ーミナJレ等に備え付けの定期乗車券申込書に、通学証明書

の代わりに掌生匝(現住所シールを裏面に貼った)を添えて提示し、各駅等の定期券購入窓口で申
し込んでください.
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なお、通学定期券は原則として通学の目的でしか蹄入できませんが、一部例外となる支遍櫨聞も

ありますので、購入条件については各公共交通楊聞にお問い合わせ下さい。

また、期限切れの定期券を使用したり、定期券を他人に使用させたりなど、通学定期券を不E使
用した場合には、詐欺罪に間われ、学生処分の対象となる可能性もありますので十分に注意して〈

ださい.
(学生匝用現住所シールの申込方法)

(1 )現住所シールの新規申込、再交付を希望する場合

学生セシ脅ーの記載台に備え付けられた申込用紙に必要事項を記入して、学籍担当窓口に提出し

て〈ださい.
但)現住所シルの住所在変更する場合

まずは学務情報システム (CampusSqua陪)で住所切変更をした後、学生セン事ーの肥載台に備

え付けられた申込用紙に必要事項を記入して、住所確認書類を添えて学籍担当窓口に提出して〈だ

さい。詳し〈は、申込用紙(住所を変更している場合)を確認して〈ださい。

・仮学生匝

試験は、学生Eが無ければ受けることができません.試験時に学生柾を忘れた場合I主、学生セン

ーーの学箱担当窓口で申し込んで〈ださい.その唱で、仮学生旺を発行します.

・学校学生生徒旅客運賃割引匝(学割匝)(JR・フェリー)

学校学生生徒障害運賃割引匝(以下「学割匝」というJは、 JRが、修学上の経済負担を軽減し、
学校教育の振興に寄与することを目的として発行するものですoJR織の乗車区聞の距障が片道 100

キロを超える場合に利用することfi句曹、普通運賃の2割引となります。学割ii[c/)1人当たりの支

付枚数に制限はありませんが、学割証の発行は以下の使用目的の範囲に限られます。

{使用

学膏UIiEの発行1<1:、原則として次の目的をもって腺行をする必要があると毘め

JR 

なりません。使用済みの学割証は、 JRで厳密に監査され、不正使用があった場合は本人に追徴金
が課せられるばかりでな〈、ときには本掌での学書UIiE発行が停止処分に付される ζ ともありますか

ら、特に次の事項については十分注意して〈ださい.
ア 他人名暑の学割証を使用しないこと。

イ 学割証で購入した乗車券を他人に譲渡しないこと.

ウ 無効の学割証で乗車券を購入しないこと.有効期聞は発効日から 3ヶ月以内です.

エ 発行年月日その他大学が肥載している事項を勝手に故町しないこと。

オ学割Eによる乗車券使用中l立、学生Eを必ず所持すること.

(申込方法)

学生セシ事ーに設置してある証明書自動発行機をご利用〈ださい.なお、証明書自動発行機は学
生Eがなければ使用できませんので注意してください。

・学生団体旅行割引 (JRのみ)

8人以上の学生が同一行程で膝行する場合は、学生団体割引の取扱いを受けられます.主孟主主ー
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教職員が引車する場合に置ります.利用する学生I弘駅の旅行セン事 又lまJR指定の旅行会社に

用意されている「団体(グループ)旅行計画表」に、団体名・申込人員・列車名等必要事項を配入
し、学生セン事ーの課外活動担当窓口で押印証明(土・目・祝日を除曹、翌日支付となりますJ

けて、旅行セシ事一等に提出して〈ださい.なお、運賃の割引率は次のとおりです。

パス利用の場合

書
一

明

τ

匝
「

の一他
一の

一書

そ

一跡

・

一明在

星空E里室主1)

卒聾見込匝明書

串学の学生として在籍していることをE明します。

単位修得済の成績を匝閉します.

84単位以上取得済の4年次学生で、年度肉に卒業所要単位が修得可能な学生

にのみ発行します。

毎年4月に学肉で行われる定期健康惨断を受診しなければ発行されません.空里聖堕聖型車盗l
(申込方法)
学生セン告ーに霞置してある匝明書自動発行樋をご串l用〈ださい。なお、直明書自動発行櫨は学

生証がなければ使用できませんので注意してください.
※1 厳封を必要とする場合は、学生セン9ーの記事台に備え付けられている厳封成績柾明書申込

書でお申込〈ださい.
※2 健康惨断E明書l立、就職活動の目的で使用する場合については、証明書自動発行樋から発行

されます.ただし、学肉で行われる定期健康診断を受診している 4年次の卒業見込みの学生に
限ります.それ以外の利用目的で健康診断証明書の発行を希望する場合は、保健管理セン事ー

にお申込〈ださい.

-1iE明書の郵送サービス

在学柾明書、成績恒明書、卒業見込柾明書、健康診断恒明書については郵送も可能ですが、学生
匝、通学匝明書、学割Eについては、郵送できません.

なお、健康齢断書は4年次の卒業見込の学生が就風活動の目的で使用する場合のみ郵送します.
(郵送の申込方法)
封筒に次の3点を同封の上、下記請求先に郵送でお申込ください.なお、電話、メールでの申込

受付はしません.
①申込書(自白書式)

肥蟻事項学生番号、氏名、生年月目、連絡先
証明書の種類(在学証明書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断証明書)
英文、和文の区分、必要枚数、使用目的

②学生Eのコピー(又は保険匝、運転免許EなEの個人を匝明するもののコピー)
③返信用封筒(宛先豊田入し、返信用切手を貼付するζ と)
郵送先

干047-l!S01
IJ、樽市緑3丁目 5番地21号小樽商科大学教務課証明書担当宛
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3 経済生活

3.1 授業料

・捜集科碩

授業料額は、次のとおりです.

前期分 後期分|計(年額)

商学部昼間コース・大学院 267，9∞円 267，9∞円 535，8∞円

商学部夜間主コース 133，950円 133，950円 267，900円

当誌なお、授業料は、在学途中で改定するζ とがあります.改定する場合は、掲示等によりお知らせ
します.

・授業料の納付方法

授業料は、口座擾替{銀行口座引藩L..)により半期ごと(前期及び後期)に納付していただきます.
なお、口座振替目は、前期分は4月24目、後期分は 10月24目(口座振替自由電銀行の休業目に当

たるときは、車前の営業目)となります.前固までに口座に入金してください.
※振替口座は、届け出していただいた北洋銀特またはゅうちょ銀行の学生本人名義の口座となりま

す.

・捜集車ヰに闘する通知

口座握智目、捜業料碩等について、上院から変更となる場合には、学肉掲示板及び本学 HPでお

知らせいたします。

-捜集科を滞納した場合

上記の期日に捜業料の納付を怠って滞納状態となった場合、大学から学生または保護者の方に対
して、書面や電話による督促在行います.督促を受けても納入されない状態が2期続いた場合l主、
本学学則第 36条第2号の規定により除籍処分となり、本学学生の身分を失ってしまいます。除籍
は、その期の末日 (9月末目、 3月末日)をもって行います.詳し〈は「捜業料滞納を理由とする
除籍に闘する申告せ」をご覧〈ださい。また、本学では、必要な単位を全て修得していても、授業

料の滞納がある場合は卒業が認められません。
なお、昼間コ スの学生で、保護者等の家計状況が厳し〈授業料を滞納しており、夜間主コ ス

に移って自分で働いて授業料を支払い、卒業をしたいという学生は、コース変更の制度もあります
ので、経済的困難が予想される場合は、早めに学生セン事ーへ相韻に来て〈ださい.

-免除申問者の捜集料納付期限

授業料免除申請書については、審査結果を通知するまで授業料の徴収を猶予します.一部免除又
は免除不許可kなった場合I主、別途送付される納付用紙での振込みとなります。納付期限は、前期
分は8月31目、後期分は2月28日です.

32 高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)

高等教育の修学支援新制度は、日本学生支撮梅構の給付奨学金と本学の入学科免除、授業料免除
古川一体となったものです.採用には家計基準と学力基準による審査があり.採用された場合は家計
韮準に基づいて、下褒のとおり 3つの支援区分に分けられます。

この制度による支援を受けるには、まず日本学生支援機構(J}、550)の給付型奨学金に申惜し、
採用されることが必要です.なお、本制度は文学院生、私費外国人留学生は対象外となります。
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1 支援肉容
給付奨学金(月額) | 入学科および授業科

支援区分
自宅通学 | 自宅外通学 | 免除(年額)

第 I区分 I 29，200円。3，300円)I 66，700円 | 全額免除

第E区分 I 19，500円 (22，200円)I 44，500円 3分の2免除

第E区分 I 9，800円 (11，100円)I 22目300円 3分の 1免除

生活保護世帯(扶助の種類を聞いませんJを受けている生計値持者と同居している人及び児童
養瞳施霞等から通学する人は、上衰のカッコ肉の金額となります.

また、給付奨学金に採用された場合、日本学生支援様購第一種奨学金の貸与月額に土曜がありま

す.

2 対象者
<DI歯付奨学金の予約採用候補者

予約探用候補者として、日本学生支援機構から通知を受けた学生で、入学手続時に「太学等にお
ける修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書 (A様式 1)Jを提
出した学生が対象となります.
②給付奨学金の在学採用申込予定者

①以外の学生で、入学手続時に「文学等における修学の支援に闘する法律による授業料等減免の
対象者の認定に関する申請書 (A様式 1)Jを提出した学生が対象となります.
4月上旬(予定)に日本学生支援機構給付奨学金在学採用の募集を特いますので、申し込んで〈

ださい.探用Iま7月頃に決定しますが、 4月にさかのぼって揮用されます.

3 申込方法
① 給付奨学金の予約探用候補者

4月に進学届を日本学生支援機構の HPで入力することで採用が決定します.
進学眉下書き用紙に必要事項を肥入L学生支援際学生支援係に提出します.進学眉下書き用紙を

提出する際、進学眉の入力に必要なユーザー旧・パスワードを交付しますので、その後、イン事ー
ネットで進学眉を入力して〈ださい.

また、進学届下書曹用紙を提出する際、以下の書績も併せて提出して〈ださい.
a) r採用候補者決定通知」【進学先提出用】 全員
b)自宅外通学であることのE明書類{賃貸借契約書や入寮許可書等の写L-) 自宅外通学生のみ

喧瀦付奨学金の在学採用申込予定者
日本学生支援機構の HPから申し込むことになりますが、申し込みにあたっては、以下の書顕在提
出する必要があります.詳細は本学 HPをご覧〈ださい.

a)申込準備用紙(スカラネット入力準備用紙) 全員が学生支撞謀学生支援係に提出
b)給付奨学金確認書全員が学生支援課学生支撮係に提出
c)マイナンバー提出書原則、全員が日本学生支援機構に提出
以下の書頬I立、骸当する学生のみ学生支揖課学生支援係に提出する必要があります.

d)課税証明書 申込者本人(学生)が現在住民税を課税されている場合
e)在留資格及び在留期聞が明肥さている匝明書(在留カ-1'等) 法定特別永住者、永住者等
η児童養護施設等の入所又は里親による養育が分かる証明書簡児童養瞳施設等に入所していた
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3.3 授業料の徴収猶予

授業料は原則として半期毎に一括納入することとなっていますが、経済的理由及び本人又は学資
負担者が被害等を受け納付期限までに納付が困雌な場合には、申請により授業料の徴収猶予を受け
るζ とができます.申簡を希望する場合は、学生支援課学生支援係に捜難料支払猶予願を提出して
〈ださいE 

区 分
申間受付期間

猶予期限
掲軍でお知らせします

前期分

4月四9月分
4月上旬 B月末固まで

後期分

10月四3月分
10月上旬 2月末固まで

3.4 奨学金
奨学金制度としては、日本学生支援様構奨学金と民間及び地方公共団体の奨学金があります。こ

れらは、いずれも人物・学業ともに優れ、かっ健康であって、経済的理由により著し〈修学困難な
者であることとなっております.
募集時期は、 4・5月に集中していますので、申帽を希望する学生は、掲示を見逃すことのないよ

う注意してください.

-日本学生支援梅構奨学金(貸与型)

①種類及び貸与月額

区 分

学部

大学院

②採用の種類
a定期採用

貸与種別

第一種奨学金

(無利子貸与)

第一種奨学金

(有利干貸与)

第一種費学金

(無利子貸与)

第一種奨学金

(有利子貸与)

0 予約進学者の本採用

貸与月橿

自宅通学者 2万円、 3万円又は 4.5万円

自宅外通学者 2万円、 3万円、 4万円又は 5.1万円

2万円-12万円のうち 1万円単位で申請書が遭択

修士・博士前期課程及び
50，000円又は 88，口∞円

専門職大掌院の課程

博士・博士後期限程 80，0∞円又は 122，∞0円

5万円、8万円、10万円、13万円、15万円から申請者が選択

文学入学前に採用肉定を受けている学生I立、「大学等奨学生採用候補者決定通知」在学生支
援際学生支援係に提出して〈ださい.

0 在学採用
1年次生.2年次生以上..... ー年1固 (4月)

b 定期件操用
0 緊急採用(第一種)・応急措用(箪ニ種)

主たる家計支持者の失職、破産、会社の倒産、病気、死亡等又は、火災、凪水害等による家
計急変のため緊急に奨学金貸与の必要が生じた場合は、その事由が発生した時から 1年以内で
あれば、随時応募することができます。
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-民間・地方公共団体の提学金

募集団体一覧 (2019年度実績分)
0札幌市 O福島県 O交通遺児育英会 Oあしなが育英会 O栗林育英学術財団 O三菱 UFJ信匠奨

学財団 O山口正栄肥念奨学財団 O工薦育英会O戸都民紀財団 O似島国際奨学財団 O日本教育

文化財団 O?ロサワ育成財団 O池田育英会トラスト Oさ〈らマネジメシトグループ O在日朝
鮮人教育会 O?ローパー財団 O北海道慣用金庫奨学財団

35 修学支援基金事業
学生の保障者、本学教職員等による寄附金「小樽商科大学修学支援基金』を原資とした修学支撞

事業を実施しています.実施事業は以下の4事業のうち、当該年度の基金顕在勘案のうえ決定しま

すが、轟金額によってはいずれの事業も実施せず、翌年度に繰り越しとなる場合もあります.詳細

については学肉掲示等により別途お知らせします.

①給付型奨学金事業

返還不要の奨学金を支給する事業

②授業料免除事業

授業料の一部を免除する事業
③学肉スチユーデント・アシス書ント事業

学生を本学の捜業補助業務に従事させ、手当を支給する事業

④「輝光寮』寮費免除事業

寄宿料の全部又は一部を免除する事業

3.6 奨励金

・小樽商科大学録丘奨励金

この奨励金制度は、公益財団法人小樽商科大学後援会からの助晴金によって設立・運営されてお

り、学部学生及び大掌院学生で、前年度における掌集成績が秀でており、他の学生の模範になると

認められる学生に給付します.

業予算の都合上、当骸事業が停止する場合があります.

給付額

学部生

2田

修得単位数の条件豊満たした者のうちから、「前年度の GPA.lが高い順に決定します

0 成績基準等に基づき決定し(毎年6月頃)、対象者に通知しますので申込の必要はありません。

O 緑丘奨励金は返還を要しません。ただし懲戒処分を受けた場合は、返還しなければなりません.

./1'、樽商科大学学術研究奨励事業学生.文賞

本事業は、学生の自主的な研寛成果を広〈発表する機会を設け、優秀者に対して学術喪励金を捜
与することで、学生の自主的学習意欲の一周の向上を図ることを目的と して、株式会社北洋銀行よ

り豊太なるご支援を頂きながら、本学のグローカル戦略推進セン事ーにより全学的な取組として位

置付け実施しているものです.
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応事には年次による制限はありません.3、4年生にIま独創的な着眼を太事にしつつも学術陣文の
作法華守って、質の高い輸文を執筆してほしいと思います。また、 1.2年生には、早い段階で懸賞
論文に応募することで良い論文の書き方を学ぶことができますので、意欲的な応募を期待していま
す。
1応募資格 本学学生(大学院生を含む)
2.論文テーマ 自由酋題 各自が自由に輸置を段定し論述して〈ださい。

3 賞金 へルメス賞(最優秀賞)

優秀賞 (2等)

奨励賞 (3等)

特別賞

ベスト・ブレゼシ子ーシヨシ賞

※賞金は、入賞者敏等で変動することがあります.

4.審査方法、審査項目(評価項目)及びウエイト

8万円

3万円

6干円

8千円

6千円

審査は第 1次審査(プレぜ〉子ーシヨシ);及び第2次審査(論文審査)の二段階方式で行います.
審査項目(評価項目)は、次のとおりです。
①研究の目的・テーマ設定、 ②研寛の手法・分析方法、
③研究の内容・論理性、 ④研究の独創性・新奇性、 ⑤その他
最終的な評価を決定するに晶たり、第 1次審査及び第2次審査の審査結果を利用しますが、その

ウエイトは第1次審査40軸第2次審査60軸です.
5.募集・審査時期
スケジューJレの詳細は.本学 HPrグローカル戦略推進セン者一教育支援部門」でお知らせしま

す.
-募集開始 (10月上旬)
・第一次審査 (11月上旬)
-第二次審査 (12月上旬から 1月上旬)
・審査結果公表 (2月上旬)
B お問い合せ先 教務際教務企画係 恒I: 0134-27-5236 

e-mail: k-kikaku@α冊目σ担問ーuc.ac.jp

3.7 アルバイトの紹介
アルバイトの紹介は、文学生協が行っています.求人票は、文学会館2階の生協売庫前の掲示板

に貼り出されます。求人については、求人頭により各自で連絡を取って〈ださい.家庭教師の紹介
を受けるには、生協への登録が必要です.(詳しくは生協でお尋ね〈ださい)
商太生協事務室 TEL 0134-23-2298 (直通)

紹介しな川:P)vJtイト
zkのようなアルバイトは学生として不適切と考えるため、紹介しないこととなっています.

危険を伴うもの | 自動車婚の運転、高所での作業等

人体に有害なもの | 特に高温度、低温度の作業等

ま量常に違反するもの | マルチ、ネズミ輯商法等に闘するもの

敏育的に好まし〈ないもの | 風俗営業、深夜業務、肪問販売、選挙応援に関する業務等

その他 | 本学の判断により鱈ましくないもの

3.8 国民年金

20歳以上の学生は、全員国民年金に加入することになっており、原則として毎月国民年金保険料

を納める必要があります.
在学期間中の保険料を後払いできる学生納付特例制度がありますが、この学生納付特例制度の適
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用を受けるために1;1:，学生本人の申摘が毎年度必要です.ζの制度幸利用するζ とで、将来の年金

受給権の確保だけでな〈、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確

保することができます.

4 健康管理

学生の健康管理は主に保健管理セン告ーが担当しています.詳し<1孟Wの 3.1r保健管理セン事

一」をご覧ください.

41 定期健康診断

学校保健安全法等に基づき毎年春に実施します.この健康診断は個人の健康管理上重要な役割を
果たしていますので、すべての学生が必ず毎年受診して〈ださい.実施についての詳細は、掲示や

本学HPでもお知らせいたします.
また、就職活動等にあたっては通常、健康診断書が必要になりますが、本学の健康診断を受惨L

ている場合は、本学様式の「健康診断証明書』を発行する事ができます.ただし、量量」主旦皇位
撞査項目がある掴舎にl孟発特で曹ませんので注量して〈控古い。また、実習や留学の際に健康診断

結果の確昆が必要になる場合があります.そのような活動を計画している人は必ず次の検査項目幸
もれなく畳けるようにしてください.

〈横査項目〉

① 肉科診察

医師の問診・診察を行います.

② 健康調査
健康状態を把握するために実施します.

③ 身体測定

身長、体重、視力を測定します。眼鏡やコシ11?ト使用者は着用して検査を受けて下さい。

④ 胸部X線撮影

結核や気胸などの肺の病気や、心臓出D大きさ等を聞ベます.

⑤ 血圧測定、尿検査

高血圧症、精尿病、腎疾患などを早期発見するために実施します.

4.2 学生教育研究災害傷害保険(略称:学研災)・学研災付帯賠償責任保険

(略称付帯賠責)

皆さんが安心して教育研究活動車ぴ学生生活をお〈るためには，不慮の事故やトラフル等の様々

なリスヴへの十分な備えをしてお〈ことが重要です。
大学生向けの傷害保険及び賠償責任保険商品は多数ありますが、本学では公益財団法人日本国際

教育支援協会が取り扱う『学生教育研究災害情害保険J(略称 『学研災J)及び『学研災付帯賠償

責任保険J(略称 「付帯賠責J)を特に推奨しています.(付帯賠責よりも広範な上乗せ補償として
学研災付帯学生生活総合保険(略称 「付帯学総』もあります。)

本学は、課外活動が活発で男女とも多〈の学生が何らかのサ-?Jレ等に加入しています.また在
学中は、『学外での正課捜業」、『留学プログラム』、『イン事ーンシップJ(各々 1-4年次対象)、 4
年次には教育実習があります.これらの活動への参加l立、原則として学研災及び付帯賠買の加入を

条件としておりますので、特別な事情がない隈り、全ての掌生の皆さんが加入いただけるようご理

解をお願いします.

は異なり、全国の大学の現場の声を基にした大学に

よる太学生のための教育・研究活動に沿った宣助共済的な補償制度で晶り、修学環境の変化等に合

わせて補償範囲の拡大と肉容の充実が園られています。また保険科も低額に股定されており、全国

の文学・短大の学生のほとんどが加入しています。
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「学研災』は正課申や課外活動中のケガに対する補償であり、「付帯賠責』はイン事ーンシップ

及び教育実習の過程で他人にケガを負わせた場合や他人の財物を損壊したりすることにより被る
法律上の損害賠償を補償するものです.

なお，加入申し込みの受付は学生支援陣学生支援係が担当しています.保険金の暗求に闘しては
保健管理セシ事ーにご相敵ください.

O 加入受付期間
入学手続期間及び通年にわたって加入申し込みを受け付けています.

①保険料及び保険期間(下肥金額I志学研災と付帯賠責を合算したものです0)

| 4年間 3年間 2年間 年間

昼間コース 4，660円 3，620円 2，430円 1，3湘円

夜間主コース 2，7百日円 2，120円 1，430円 790円

業休学、留学等により卒業時期延期の場合、延期後の期間については改めて加入が必要です.
詳し〈は、加入申込みの際にお渡しする「学生教育研寛災害傷害保険加入者のしおり』及び「学

研災付帯賠償責任保険加入者のしおり」を参照してください.
〈問合せ先〉
学生支援隈学生支橿係 0134-27-5.沼崎(直通)

43 健康保険証(遠隔地扶養者証)

規元を離れて生活する方は『健康保険匝」又は「遠隔地被扶聾者匝」を準備して〈ださい。「遠
岡地被扶聾者証』とは学生ひとり一人のための個人用「健康保険証』のことです。万一ケガや摘気
をした場合、自分の手元に「健康保険証』がない場合は、すぐに医療梅闘を利用することができま
せん。そこで、自分のための個人用『健康保険匝」である『遠隔地被扶養者IiEJが必要になります。
「遠隔地被扶養者匝」を作成してもらうには「在学匝明書』が必要ですが、学生セン告 にある匝
明書自動発行樋から入手できます。([IIの2.3各種匝明書]の項を参照)r在学証明書』を保護者の
勤務先や自治体に提出し、必要な手続きをして〈ださいo r健康保険証」は身元を保証する大切な
ものです.大切なものであるから逆に紛失すると悪用され晶、ねません。取り扱いには充分注意しま

しょう.

5 各種相談

51 学生何でも相談室/特別修学支援室

・学生何でも相瞭室

学生の皆さんのキャンパスライフのあらゆる問題や憎み事について、気軽に相談できる「学生何
でも相醸室」を開設しています.例えば次のようなことに悩んでいたら相観にお越し〈ださい.

-太学生活になじめない ヲラスやサーヲルでの人間関係に悩んでいる
・文学生活の目視を見つけたい ・勉学への意欲や目的意障が持てない

-なかなか友人ができない ・将来の進路のことを考えたい
-自分のあり方や性格について考えたい ・単位が修得できな〈て不安を感じている
・性別違和や LGBT等について相醸したい ・遺隔視難中心の生活で孤立を感じている

O聞置時間
「一亀日 | 時間

月 14: 30-17 : 30 
水 13: 30四 17:30 | ・Eメール田udan@o聞ce.o回目ーuc.ac.jp
金 13 ∞四17∞ l ・専用電話 0134-27-52削



��

-特別修学支援童

小樽商科大学では、平成28年度から特別修学支援室を設け、障がい(身体障がい、発遺障がい、

精神障がい等)のある学生の相談窓口としています。場所は、学生何でも相談室と同じ部屋であり、
障がいのある学生の支援のための教職員が常駐し、修学や学生生活についての相醸を受け付けます.
障がいのことで困ったことやわからないことがあったら気軽に相談に来てください.

時間

10:00-17:00 
• Eメール soudan@畑相国 0組問ーuc.ac.jp
-専用電話 0134-27-5也削

※この他に夜間主学生対応の開設時聞があります。詳細は本学 HP r保健管理セン哲一特別修学

支援室」でご確認〈ださい。 https:llwww.o回ru-uc.8C.JP/spe四aLsupport!

0場所学生何でも相韻室/特別修学支援室 3号館4階(下記図面参照)

戸「:|||吋曜劇

3号館4階略図

52 ハラスメント相談室

・"ji;.学をとりま〈状況

学生の皆さんの勉学・研究等は、安全で快適な環境の中で行われなければなりません.しかしな
がら、今回、太学キャンパス肉にも、一般社会がもっ様々な問題が生じています。今後、あなたが

学園生活を通じて、ハラスメントに直面しないともかぎりません.

-ハラスメントとは

他人に不快感を与える性的言動(セヴシュアル・ハラスメント)の他、人種、国籍、出身地、宗
教、政治的信条、年齢、職業、身体的特徴等、広〈人格に関わる事項において、当事者の尊厳を損
ない不快となる言動をいい、太学においては就学上又は職務上の関係において行われるものをいい

ます.
文学でのハラスメントで多いのは、いわゆるセヲシュアル・ハラスメントといわれるもので、

加害者が教職員、被害者が学生というケースです。教職員は学生を指導したり成績評価をする立場
にありますロ相対的に「弱い立場」にある学生はセヲシユアル・ハラスメントにあってもそれを拒
否することができない場合があります。

さらには、教職員としての地位幸利用するような形で不合理な対応をとり、学生の尊厳を否定す
る場合もあります。 また、ウラス、サ-':7ル、ゼミナール及び研究室などの学生同士の共同生活
の場でも、先輩と後輩、上級生と下級生などの聞においても起こり得ます。
一般に現状では被害者のほとんどが女性ですが、女性から男性に対して行われる場合や、同性聞

において行われる場合もあり得ます。
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-ハラスメントにあったら

tあなたがハラスメントの被害にあった場合E
加害者にその言動が不快であること、すぐに止めてもらいたいことを、はっきりと伝えて〈だ
さい.また、受けたハラスメントについて、記録をつけてお〈ことも大切です.

ハラスメントを受けた場合、一人で抱え込まずに、信頼できる友人に相醸したり、ハラスメン
ト相敵室に相敵するなどの方法により、必要な救済あるいは解決の方法華見いだすことが文切
です。

《ハラスメントの被害にあった友人がいた場合》
不快な場面を目撃したら、すぐ加害者に注意して〈ださい.
被害者の相醸に応じ肉容によっては精神的な支えになってあげて〈ださい.
ハラスメント相瞭室に相敵するようにすすめ、必要ならハラスメントが生じたことの証人にな
ってあげてください.

-小樽商科大学ハラスメント相陵童

本学ではハラスメシトに闘する相讃窓口として.ハラスメント相談室を設置しています。
相離は、被害者本人は勿捕ですが、友人・知人を通じて、あるいは第三者からの相醸・通報にも

対応いたします.当然のことですが、プライパシーを充分に守ることはもとより、相阪によって不
剰になることは一切ありませんので、どのような問題も一人で抱え込まずに安心して相麟して〈だ
さい.相識員については、本学 HPにてお知らせします.
※『これはなかったことにする」という消極的な方法では問題はなくなりません。ハラスメント
の問題については、泣き寝入りせず、我慢せず、見過ごさずいつでも相醸して〈ださい.

6 課外活動

6.1 課外活動

隈外活動とは、正眼の捜業以外で学生が自発的に行う諸活動のことをいいます.
学生諸君は課外活動を通じて、自己を知り、自己の能力を錬成し、より豊かな学生生活を営むこと
ができるよう、積極的にサーヲルに参加し、課外活動の時聞を十分に活用して欲しいものです。
大学としても、課外活動施設の整備を進めておりますが、学生輔君も要望があれIt学生支援課学

生支援係に申し出て〈ださい.
これらの団体に加入を希望するときは、各サ-'71レに直接申し込むことになっていますが、不明

なことがあるときは、いつでも学生支援謀学生支援係に問い合わせて〈ださい.
なお、学生の行語又は学生団体の行動が本学の浬歯を妨げ、又は、学内秩序を乱すおそれがある

と認められたときはこれを禁止することがあります.また、課外活動のため捜業を欠席する学生が
見られますが、好ましいζ とではありませんので注意して〈ださい.

62 学生団体の肉容

・学生自治会

本学の自治会は、小樽商科大学学生自治会と称し、学園の民主化、学聞の発展及び学生生活の向
上を図ることを目的としているもので、本学公認の学生団体であり、蹄君は入学と同時に自治会会
員となっています.
本学が現在の自治会制度を公認しているのは、すべての学生輔君が、文学生活の中で民主的な自

治活動を行い、有用な経験と資質を養うことに教育的意積があるものと考え、その効果を期待して
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いると ζろであります.また末学は、太学という一つの共同体において、掌生暗君の意志が民主的
な総意として実現されることが望ましいと考えているからです.学生輔君が個々の自覚を失うこと
な〈、また総意が形式的なものにならないよう特に注意するとともに、民主的で健全な自治会を発
展させることを目標に積極的に努力することを希望します。

・ゼミナール協鴎会

本学 3、4年次生の研究指導履修者全員によって構成され、各ゼミナールから遅出された各 1唱
の代表者を幹事とし、会の運営に当たっています.学術・文化の向上を目的とし、ゼミナール相宣
閣の親陸、観密化を図るなど、本学学生の学問研究の中心的位置を占めています.

・体育会

本学における体育系加盟国体を基礎として、器技力向上及びスポーツを通して学生閣の視瞳を図
ることを目的として結成されています。

・音量匝・文化団体連合会(育文遺)

音楽を初めとする文化的活動を行う各所属団体の活動と発厩を支援し、支涜の場を提供して会員

相互の親睦をはかることを目的として結成されています.

・緑丘祭実行委員会・緑宵祭実行委員会

昭和40年以来「緑丘祭J(平成4年からは、夜間主コースの学生が行う文学祭「緑宵祭』も行わ
れている)という名称で親しまれている学園祭を通じて、日頃の研究・文化活動の成果を公開し、
学生聞の親瞳を深め、更に本学の活性化を目指す全学生の有志により組織されています.

・小樽商科大学サークルー覧(令和2年度)

(体育系サ-'71レ)
硬式庭球部、軟式庭球部、硬式野軍事師、準硬式野軍事部、基礎スキ一部、男子バスケットポール部、

女子バスケットポール部、男子ハンドポール部、女子ハンドポール部、男子バレーボール部、トラ
ンポリン競技部、昼間バドミントン部、ラグビー部、サッカ一部、漕艇部、ヨット部、ワンダーフ
オーゲル都、陸上競技部、ゴルフ都、剣道部、柔道部、弓道師、合気道部、伝統空手部、卓球部、
水泳部、男子ラヲロス部、軟式野醸同好会 RANGERS、Be-Pal(テニス)、ヲイッヲ(バレーポー
Jレ)、 Clut由(バスケット)、Li回目I(フットサJレ)、夜間主バドミントンサ-'71レ、夜間主フットサ
ルサ-'71レ、 Torua(フットサJレ)、 Ailes(バドミントン)、鹿擁圃

(文化系サ-'71レ)
室内管弦集団、プレヲトラム7ンサンフル、合唱サーヲルグリー&力シ書ール、アカベラサー

ウル AIRS、フォーヲソング部、ジャズ研究会、軽音楽部 ECHOES、演劇戦線、緑法会、茶道部、
写真部、期難舞(よさ ζい)、 1I、樽笑底、国際交流サ-'71レ、美術サーウルメロコトン、放送サ-
'7ルたるもじゅ、AXCEL(ストリート苦ンス)、小樽商大ポケモンサ-'7ル、創作活動部、将棋部、
ずーツサ-'7 1~. UFO研究会、アナログゲーム研究会、数学研究会、 PEP(英悟学習サ-'71レ)

6.3 各種届出

謀外活動を行うなかで、文学への届け出が必要となることがあります.これらの届け出は、学生
の自主的な活動を支撮するため，または安全を守るためのものです。届け出を怠った場合、活動中
に事故等があった時に保険が適用されない等の不利益を生じることがあるため、注意して〈ださい。

[眉け出が必要となる場合]
・サ-'71レを結成するとき
・サ-'71レの活動を翌年度以降も纏続するとき(毎年の手続きが必要です)
.サ-'71レの構成員等に寵更があったとき
-大会や合宿等、学外で活動在行うとき
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-演奏会や対抗職等、学肉において特別な行事等を行うとき
.学肉にポス事一等を掲示すると曹

-印刷物のE布を行うとき
・活動中に事故があったとき
.サ-1])レを解散するとき
-ポラシティア活動在行うとき

届け出の書式等は、その時々の実態に沿うよう変更することがあります.詳細は本学 HPr在学
生」ー『サーヲル・県外活動」ー「課外活動提出書類・貸出物品・施陵予約」を確認してください.
fウンロードもできます。

6.4 学生の行事

・対北大定期職 (6月}

体育会主催の行事で、学生m書L、北海道文学を相手に長いE史と古い伝統をもった各種運動部の
定期戦です.

・文学費量 (6月)

昭和40年以来「緑丘祭J(平成4年からは、夜間主コースの学生が行う太学祭「緑宵祭」も行わ

れている)という名称で行われています.
「緑E祭Jr緑宵祭JIま日頃の研究、文化活動の成果を公開し、また、勉学から離れ学生聞の親

睦を深め、文学生活を意義あるものにするよい樋会でもあります.
企画等は学生が組織する「縁丘祭実行要員会Jr緑宵祭実行委員会」によって行われていますの

で、全学生の協力により『緑丘祭Jr緑宵祭』を是非成功させましょう。

・北海道地区大学体育大会 (7月)

北海道地区大学体育大会は全道の大学制参加する年に一度の特事です。課外活動を通じ、日頃の
練習した技を発揮して〈ださいo 7月に開催され、陸上競技を初め多種目にわたって行われ、全遭
17の大学・短大、約700名の学生が鶴戦を繰り広げます.

7 海外留学

本学では、現代に必要な国際感覚を身につけ、異文化を理解できる真の国際人を育成するために、
留学制度の充実はもちろん、学内における国際化を進めています.学生や研覧者の支流事業の他に、
外国からの変換留学生と共に英語で科目を履修する『グローパJレ教育プログラム」などを実施して
います.留学生や外国人研究者が入居できる国際交涜会館も充実しています.
なお、留学についての相限等は、学生支援標国際交流室で'ffっています.

国際安涜室 | 月曜日~金曜日 8:3ト 12:0日目 13∞→7:15 
執務時間 |※休業日 土・日曜日、祝日、年末年始 (12月29日叶月 3日)

業群しい情報は、本学 HPをご覧〈ださい.
https:/lwww.o回ru-uc.ac.jplin恒matior祖v
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7.1 交換留学(1年以内)制度

本学と外国の大学とが学生交換協定を締結して、相互に学生を交換する制度です。この制度では、
留掌中の授業料は本掌に払わなければなりませんが、派遣先大学の横定料、入学科及び授業料が免
除となります。本学からの派遣学生は、小樽商科大学学則等の規定により留学期聞は卒業に必要な
年数(在学期間)に算入され、留学中に外国の文学において修得した単位は、審査の上、 60単位を
上限として認定することができます。

この制度では、所属学科に関係な〈誰でも応募できますが、学内での選考があります.選考は本
掌での学業成績、面接民験、筆記賦駿等により総合的に判断して決定されます.特に英語圏への留
学では、派遣先夫学によってTOEFl[ITP/PB'可550点 (;BT79-80点)以上のスコアが要求される
ことがありますので、留学前の定められた時期までに取得してお〈必要があります.
選考の結果、優秀な学生には独立行政法人目本学生支援機構の『海外留学支援制度(協定派遣)J

に轟づ〈奨学金(月額6万円剛B万円)や本学後援会助成金による費学金が支給されることがあり
ます相.この奨学金は学業成績基準とま計基準によって選考されますので、語学以外の科目の成績
にも気をつけるようにして〈ださい.

書長1奨学金等の情報は、帝和Z年度までの実績に基づいていますが、予告な〈変更となる可能性

があります.

協定文学等名

メ
ベルギー 3名以内

こと由e
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あります.

72 語学研修制度

夏季休業期間及び春季休業期聞を利用し、主に語学能力の向上を目的として、本学が遺定した海

外の太学や語学研修機関等が実施する語学研修プログラムに参加する制度で、英語圏(アメリカ合

衆圏、カナダ、オーストラリア、イギリス等)のほか、ドイツ連邦共和園、フランス共和園、スペ

イン、ロシア連邦、中華人民共和国、台湾及び大樟民国の文学や悟学研修樋闘怖が晶ります.

この制度では、年次や所属学科等を間わず誰でも応募・参加で曹、参加プログラム修了後の悟学
検定の結果に畠づ昔、審査の上、本学の単位として認定することができます.

選考の結果優秀な学生には、本学後援金助成金等から奨学金が支給されることがあります.

業奨学金等の情報は、令和2年度までの実績に基づいていますが、予告な〈変更となる可能性があ

ります.

I事者1
E機園関・地(域実名績)

アメ')カ

曜
lvof 

イギ')ス
器t
町、

英語
)1 is an 

カナず

オース lァ

ユマ一υ世ーーむラ7ンド L 

I Enali 
，イドイリツピン

ドイツ語
ース !ア

スフロベラシインア;翼 スフロペラシインアスン

中国語
中園

73 海外研修プログラム「事情科目」
『専門共通科目』の捜業科目で、特に英語や地域事情等を集中的に学習します.

『アジア・オセア=-7事情』、「アメリカ事情』、「ヨーロッパ事情」の科目が現在設置されています.

どの科目とも、商大本枝における事前・事後授業+夏季または春季休業中の海外協定大学等での

短期留学(約 2-4週間程度)に，加することで、卒業所要単位(専門共通科目)として 2単位修

得可能です(キャップ外)。
なお、この科目のー師のプログラムでは、『佐野カ海外留学奨励金」により、授業料・渡航費等の

補助を受けることができるものがあります。

7A 本学の海外留学制度以外で海外渡航する場合
休学若l-<は休業期間中を剰用して学生個人の理由により海外渡航する場合、本学への海外渡航

中の連絡先等の提出及び不測の事態を想定しての海外旅行傷害保険等への加入を指導しています.
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休学により海外渡航する場合は、教務隈へ休学願を提出すると共に、国際交涜室(学生セン事ー
肉)において関係書類を受領し、手続きを行ってください.また、休業期間中を利用して海外渡航
する場合は、車接、国際交流室において関係書顕在受領し、手続きを行って〈ださい。

7.5 海外留学相談

本掌では、短期留学コーディネ一事ーによる留学相観オフィスアワーを陵It、本学の制度による
留学の他、休学による留学、海外文学への進学等、留学に関するあらゆる相肢を受け付けています.
希望する場合に学生支援謀国際安涜室へ申し出て〈ださい。

また、 3号館2階グローカルラウンジIには、学生変換協定締結核の概要や留学報告書などの各
種資料も備えてありますので、気軽にお立ち寄り〈ださい。
※留学に関する詳しい情報l立、本学 HPをご覧〈ださい.https:/lwww.o困問ーuc.ac.jp/in恒matior祖v

7.6 グローカルラウンジ I
外国人留学生と日本人学生が交流することを目的としたラウンジです.飲食可能なスペースで、

障でも自由に利用できます.
国際支流や留学に闘するパシフレットを設置しており、また、留学に関する説明会や、国際交流

イベントを開催することもありますので、園際交漉に興味のある学生はぜひ活用してください。

場所 | 開放時間(月~土曜日)

グローカルラウンジ 1(3号館 2階 8，00-22，00

8 就職

本学の就職状況は、先輩諸氏の長年にわたる活置があり、全国の経済界・産業界から高い評価を
受けています.

しかしながら、いつまた就職雄時代が訪れるかもしれない不安定な量気の中、どのような状況に
でも対応できるようにするため、本学は、新規就職先の開拓に力を注ぐとともに、キャリア支援セ
ン9ーの股置やホームページによる就職情報の提供、さらに低学年次からの敵業観養成のためのキ
ャリア教育科目の開設等、種々就車支援業務の充実を図っています。

学生諸君は、勉強はもちろんのこと、課外活動やボランティアなどにも積極的に参加し、健全で
より充実した学生生活を送ることにより、社会人としての人間形成に努めることが重要です.
また、具体的な就職活動は、 3年次になってから行われますが、低学年次のうちからキャリア教

育科目を受講し、自分の進む道を意臓してください.

81 キャリア支援セン事ー

就職活動は3年次からだと考えている皆さん、時聞はあっという聞に過ぎていきます.就職活動
のス書ートは、まず、学生セ〉事ーのキャリア支掻室に行って、相蹟してみること、もちろん1年
次から OKです。企業の標用情報Iまかりでな〈、イン事-:-シップ情報など就職闘連情報が数多く
あります。また、就職に対しての速いにアドバイザーが親切に相談にのってくれます。気軽にキャ
リ7支援セン曹 を利用してください。

キャリア支援セン事ー

(情報資料コーナー)

B時30分自17時 15分

月四金曜日 |楽学生セン事ーのキャリア支援室窓口l主、 12時

∞分自13時00分まで昼休みとなります.

業土・日曜日、祝日及び年末年始l立利用できません.
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就職アドバイザー・キャリア

カウンセラーによる相限

火.]j<.・金

(3月下旬-5月
1:，月“金曜日)

11時20分-16時∞ 分

業詳細は、本学HPをご確認ください.

業土・日曜日、祝日及び年末年始は'111用できません.

82 就職支援スケジュール

20.21-20.哩2年度 就職支援スケジュール

10.月

10.月ー1月
緑丘企画前座

※スケジュールは変更される場合があります.

8.3 産業別就職状況

産業別就職状況〔商宇都)

平成 29年度 平成3D年度 平成 31・令和z年度
区 分

男子 女干 計 男子 女子 計 男干 女子 計

庫県林業 。。。。。 o 。。
湯量 日 日 。。。 o 。 日

鉱車，楳石栗，砂利採取量 。。。 o 。。。
建設業 11 5 16 13 8 21 18 5 23 

製造業 25 12 37 28 16 ~ 28 15 43 

電気・ガス・熱供給目水道. 4 3 7 2 1 2 

情報通信業 41 21 62 45 26 71 63 28 91 
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運輸業，郵便章 5 8 

卸売聾・小売聾 28 15 

壷融聾・保険聾 66 58 

不動産業I 物品質買業 9 7 

学術研史!専門・技術サービス藁 8 e 
宿泊聾，飲食サ-t::A輩 z 7 

生活関連サービス量，蝦議集 2 

教育，牢冒支援聾 3 3 

医療，福祉 2 日

複合サービス事業 14 2 

サービス業 9 8 

公務 48 37 

就職者数 278 193 

進学者数 。
その他 21 a 

寧謀者撤 301 202 

8.4 平成31年度卒業生の就職先

《就職先例》

【道内】
【道内】
・北海道銀行
.北洋銀行
・札幌国税局
・北海道テレビ放送
.イオン北海道
・北海道旅客鉄道

13 

43 

124 

16 

15 

9 

3 

e 

z 

16 

17 

85 

471 

29 

503 

6 8 

25 16 

61 42 

13 E 

15 12 

3 2 

。
3 3 

4 

11 7 

10 18 

55 24 

294 190 

9 2 

16 E 

323 197 

-札幌市役所
・北海道庁

6 e 
41 25 27 

103 42 40 

18 4 11 

27 18 14 

5 5 5 

1 

8 e 7 

5 。 1 

18 e 4 

28 15 g 

79 46 35 

48 284 209 

11 e 1 

21 14 8 

52 311 220 

・ホヲレン農業協同組合連合会
.北海道セキスイハイム
-北海道ガス

-日本アイビーエム・ソリューション・サーピス

【道外】
・損害保険ジャパン日本興E
.日本政策金融公庫
・東京海上自動火災保険
.郵貯銀行
・富士通
・キリンホールデイングス
.日本生命
・本田技研工業

-三菱電樋
・日立製作所
・三井住友銀行
• NTT t:コモ
・日本航空
・リタルート
-日本電気 (NEG)

過去5年聞の群しい就職先l立、本学 HPrキャリア支援セ〉告ー』でご確認〈ださい.

12 

52 

82 

15 

32 

1日

2 

13 

10 

24 

81 

493 

7 

22 

531 
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8.5 イン事ーンシップ
イン事ーシシッブとは、在学中に就業体験ゆ機会を与えることにより、高い職業志議と職業遺択

に必要な能力を養うとともに、学習意欲を向上させ、以って、創造性や自主性を備えた人材の育成
を園るζ とを目的としています.官公庁その他の組織でイン事ーンシッブを行い、条件を満たした
場合、正規捜業科目として単位が与えられます.
本学以外の組織等が行う研修等を受けた者で、下肥の条件が満たされた場合に、「社会連携実践

I副E副maJ(各2単位)を贋修したものとして単位の認定をおこなう制度があります.

【条件1
・イン事 ンシップの事前、事後に必要な書類等を提出すること
・本学イン書ー〉シッププログラムで行われる事前教育プログラムを受揖すること
.受講予定の研修が所定の時間数以上実施されるものであること
・受講予定の研修内容制本学のイン書ーンシップに相応しいものであること(肉容審査)

※単位毘定の条件l主、年度によって変わることがあります.群細は、シラパス、 manaba1lぴ社会
連携実践ガイ亨〉スでご確認〈ださい.

9 関係施設等

大学の施設には、本来教員の学術研究のための施設、カリキュラムに沿って使用すべき施設(教
室入図書館施肢とその他に使用する施置に太別できると考えられます.本学としては支障のない
限り諸君に施霞を開放していますから存分に利用して〈ださい。しかし、これらの施霞、霞備を使
用するに当たっては、当然使用する場合における最小限の制約があります。これらを守ることは論
を待たないことですが、多数の中には他人に迷惑をかけ.また、後の行事に使用できないような使
い方をする者もいます.公共施設使用の精神に基づいて使用するよう、特に注意してください。

9.1 文学会館

大学会館I立、大学正門を入り左側にある 2階建ての建物です。
この会館は、学生及び教職員相互の人間関係を緊密にし、かつ学生の課外活動の発展を助けると

共に、学生及び教職員の福刺厚生に寄与することを目的に設置されているものですから、大いに利

用してください.
また、開館時間、休館日及び施設等Iま次のとおりです.

|月曜日から金曜日まで 9:00-21:00 
開館時間

|土曜日 10:0日目19:30

※休館目 日曜日、祝日、年末年始、本学創立記念日

1 生協の営業時間
春季・夏季・各季休業等を除き次のとおりです。ただし、日曜日、祝日、年末年始、本学創立配

念日等は休みです。春季・夏季・ 4季休業等により嘗業時聞が異なる場合は、その都度掲示・生協
HPでお知らせします.h世ps刷岬w.hok回 ido.seikyou.ne.jp/o回目Ibhou問I

月~金曜日

土曜日

月四金曜日

8:30-19:30 

11:30-13氾日

11 :咽0-14均0.1仕00-18:30

(学生控室として 14:00-17:00まで開放しています.)
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2 北洋銀行ATMの歯車時間

霞置場所 '"司障会圃1蘭トイレ向い
取禄時間 平目 9:00....21 :00 

土曜日 10:00-19:30 
※日唖・祝日・年末年拍車ぴ末学会館体掴日lま利用できません.

【文学会館平面図1

1階

Z階

•• 

酬

1階宣 量 (3即席・生協が曽集)

多聞院事ール

食.

玄関車ール

ポ->

"'・

多目的ホール(使用については学生宣撞謀学生宜橿係に申込みが必要です)

租 宣 〔檀周については学生宜揖課学生寛橿樺に申込みが必要です)

2聞揖 宿 (生協が官業)

置暗ホール

圃話量 (使用については学生主揖陣学生主橿係に申込みが必要です)

集会童

唖茶室
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92 輝光寮(学生寮)

創立盲周年記念事業の一環として建設された5階建ての建物です.
空害状況により、追加募集を行いますので、在学中に入寮を希望する場合は、学生支援課学生支援
係まで申し出てください。

【入寮定員1 93人(男干 57人、女子 36人)
【寄宿料等】 (令和Z年 12月現在の料金)

区分 1人部屋 4人部屋

寄宿料(月額) 20，000円 15，000円

寄宿料等
共益費(月額) 500円 500円

計 20，500円 15，500円

30，000円
入寮時預り金(清掃費，補修費等)

若草退寮時に精算されます。

【夏季】 月平崎 約3，500円

[4季】 月平均 約7，000円
光拠水科(共用部分・居室)

※光量軽水科金は使用量に応じて
光県水料等

個人差があります。

π回線使用料(個別契約)
月約3，000円

NTT・イ〉ボイス

9.3 体育施設
開館時間、休館日及び施殴婚は次のとおりです.

| 開館時間 8: 30-22: 30 
※休館目 年末年始、本学創立記念日(ただし、文学が必要と認めた場合は臨時に開館する。)

-第一体育館

第一体育館は、バレーポールコート2菌、パトミントンコート 6菌、バスケットポールコート 1
面等が取れるアリーナがあり、ロッカ一室、シャワ一室等も完備されています.
2陪にはウォーキングトラツヲ、事目的室があります.

・第二体育館

第二体育館には、 1・2暗にトレーニンゲ室、 2陪にバレーポールコート 1面、バドミントンコー
ト3面が取れるアリーナがあります。
この7リーナの床下には冬期間でも土の上で練習のできる床下トレーニ〉グ場があります。

・グラウンド
グラウンドは、講義棟の裏山にあり、第一グラウンドとして利用されています。正課の屋外体育

はもちろんのこと、硬式・準硬式野E車部等の活動場所となっています.

・山上グラウンド
山上グラウシドI主、本学より徒歩 15分の山の上を切り拓いたところにあり、第二グラウ〉ドと

して利用されています.
このグラウンドは、主にサッカ一部、ラヲロス部等の活動場所となっています。
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【第一体育館平面図】

第一体育館1階平面図

アり-，

.異観

H ・

9.4 課外活動施設

・サークル共用施殴

要
E 

第一体育館2階平面図

この施設は、本学学生の課外活動を助峨し、その効果を高めることを目的として設置された共用
施股ですo3階建の建物で、施股肉には、共用車、練習室{音楽等)、シャワ一室等が股けられてい
ます.
使用に当たっては、使用顕在学生支援課学生支援係に提出して使用許可を得てください.
この施殴は、複数のサーウル団体が共用して使用しますので、使用上のルールを遵守して円滑に

サーヲル活動を行うよう期待しています.

・武道場

正課捜業のほか、主に剣道部、柔道部、空宇都及び合気道部の活動場所となっています.

・屋外テニスコート

現在、軟式庭球、硬式庭軍事、合わせて5面のコートがあります.

・弓道場

弓道場は体育館の横にあり、弓道部の活動場所となっています.

・合宿研修施霞

己の施設I立、合宿や明俸の施設として利用されています.
内部には宿泊室、食堂、洗理室、シャワ一室が晶ります.なお、使用する場合は学生支援課学生

支援係に申し出て〈ださ ~\o



��

-その他の課外活動施霞

ヨット艇庫(小樽市祝津)、ポート艇庫(石狩市生援)の施霞があります.

9.5 用具の貸出し

学生の行事、その他サーヲル活動等のため各種用具が単崎されています.以下、希望者は申し込
んで活用してください。
なお、土・日曜、祝日、年末年始:&ぴ車掌創立田愈日には、貸出し・返却は行っていません.

-体育用具

野球用具各種、バレーポール、バスケットポール、車球、ソフトポール、バドミントン(ただし、
シャトルコッヲl孟各自持参とする。)用具等を用意しています.
借用希望者は所定の用紙に氏名、品名、個散を記入して借用して〈ださい。
なお、受付は、月曜日から金曜日の 10時から 16時までとなっています。貸出しについては体育

館事務室で行っています.

-その他{ビデオカメラ等)

ピデオカメラ、ハンドマイヲ等を借用したいときは、学生支援課学生支撞係に申し込んで〈ださ
い。 ホームページに詳し〈記醸しています。 h1tps:/lwww.α担問ーuc.ac.jp/studen百CI凶8_Sy冒祖ml

9.6 本学以外の施設
道内には、学生及び教職員がゼミやサ-?Jレ等の合宿研修に利用できる合宿研修施設と青少年教

育施設があります.詳細は、各施設の鳳会先等に直接問い合わせて〈ださい.

- 青少年教育施設

O国立大雪青少年交流の家
所在地上川郡美瑛町字白金
照会先太雪青少年交流の家事業推進課

T且 (0166)94-3121 

O国立日高青少年自然の家
所在地沙流郡日高町宇富岡
照会先 日高青少年自然の京事業課

T且 (01457)6-2311 
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|川各施設の利用案内 I 

端こ由唖田ご車内l志、通常田対面型由捜轟時田も由です.

1 附属図書館 斬型コロナウイルス対置期間中は、開館時間や各サービスの
制限について、図書館 HP等由量断案内で確盟厩います.

附属図書館ヘょうこそ

11 はじめに

附周図書館は、キヤシパスのほぼ中央に
位置しており、本学のシンボル的な存在で

す.
1911年の創立以来 110年にわたり、人

文・社会科学系の責科豊中心に収集し、現
在約48万冊の蔵書があります.

従来の個人閲覧席に加え、グループ向け
の座席や学習室を股けると共に全館無線
凶 N環壊も完備し、滞在型の主体的な学び
の拠点として、さまざまな学習ス書イルに応じた場を提供するほか、各学年別にご案内を担当する
職員=ヲラスライブラリアン豊中心Iこ、みなさんの学習を支援する体制を整えていますので、太い
に図書館を活用して〈ださい.

1.2 利用手続き

附属図書館I主、本学の学生であれば腫でも利用できます.
学生証が図書館剰周回カードを兼ねていますので、利用手続曹は

不要です. 学生IiEI立、利用の瞭に必要ですので常時携帯鳳います.
また、図書館 HPで紹介のオンライン積l用情組ザーピスを剥用する

と、ご自宅等において WEB公聞の暗学図書館蔵書検索画面から、ご
自分の利用状況{貸出・予約・複写犠頼等)を確認することや貸出中
の図書の予約申込みをすることもできます。

K.Ma限『責本酋』初版

九←」凪

.阿'"'，... 

なお、開属図書館では、地域住民の生涯学習に資するため、図書館の運凋に支障のない範囲にお
いて学外の方にも蔵書を公開しています.

1.3 開館時間

平目、学部休日捜業日

土曜日{撃部損量自在陣o

損黛・鼠.期間

8: 45-21: 45 

10: 00-19 : 30 

体集期間(.・ 4・春季)

8: 45-17: 00 

10: 00-17 : 00 

日曜日，祝日[岡上 10:00町 17:00 10:00町 17:00 

業本学創立肥念日 (7月7目 休業目)は、 10: 00-19 : 30 (日曜日の場合は 17:00まで)0 

※平日夜間 (17時以降)、土・日曜日、祝日及び創立記念日は、一部サービスを休止しています.
特殊資料(特殊文庫・貴重図書・卒幽 沿革資料等)の利用・予約、その他、群細事項について
は、必ず事前(平目 17時鑑)に図書館カウン告ーへお聞い合わせください.
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休館目
・年末年始および全学一斉休業期間、その他、入学試験日等の臨時休館があります。
来臨時に休館する場合は、その都度お知らせします.掲示板や図書館 HPでご確認〈ださい.

1.4 入退館

図書館に入るには、正面玄関(西側)と南五関(車椅干対応 エレペ一書ー設置)があります.
閲覧室(カウン9一等)への出入り口は2陪にあり、西側玄関階段横の入館専用扉と中央の出入

り口(自動扉)の2か所となっています.
出入り口ゲートには図書の無断持出防止聾置が設置されており、貸出等の手続きをせずに図書を

持ち出そうとするとフザーが鳴ります(その場合、持ち物を確恩させていただきます)0

業ベースメーカをご使用の方へ
2階閲覧室の出入り口にあるゲートは電子商品監視(EAS)機器です.
植込み型医用機器(ベースメーカ等)をご使用の方は、 λ退館の際、ゲート付近に長〈立ち止まっ

たり、ゲートに寄り掛からないで〈ださい.

15 閲覧・貸出等

・館内閲覧・資料情求

園書館の資料のうち参考図書、新聞は2階新聞・図書コーナーに、学生用図書は 3階の書架に、
概ね 2年以内に受け入れた圏内(和)雑誌は3階雑誌コーナーに配架してあり、直揖手に取って利
用することができます (2階と 3陪に配置畑学生用図書の配置記号は、先頭が rGJになっていま
す)0 

それ以外の資料は、 1階書庫、 3階'(])特殊資料室等に所蔵されています.書庫は自由に利用できま
すが、職員の出納を希望する場合や 3階の特殊資料室等の資料を利用する場合は、『館肉閲覧・図書
簡求票』に必要事項{下配倒)を配入の上、学生匝を添えてカウン事ーに提出して〈ださい.

館内聞置

小樽商科太学附属図書館 図書晴求頭 (記入例)

O 月 O 目 学生番号2021900 I 氏名商大太郎

配置 分頬
書架番号 畳録番号 書 名 (誌 名)

配号 配号

s 1庁 5956 257632 Japan田 BBusine田 Leade問 巻号年

s 14庖 K 350911 圃際法外交雑誌 刊ι刊5巻号年

T 13/3 761 300461 賃金センサス平成 18年 3巻号年

業分績の 14/21忠雄誌扱いの配架責料で、書録番号l立誌唱を英語・ローマ字等で畢した堀合由先頭文字です.

図書閲覧土ぬ注意 F
四・の位置怯 育委a民のラベルの香停で決ま。ています.

震司霞書
問問.，/:.1!.，.iJo<I!tIll.-C....tも田町内川叫

・から食時幽Lた忠" 足e喝園町民.1'&0.園・...仁Z て<t::~、

ヨ医 3・aは 民各.，ル7'ぺ謡，)11に配置Lて.吟ます
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-新聞
2階新聞コーナーでは、最新の国肉外の主要紙 15種を提供しており、自由に閲覧で曹ます.

・電子ジャーナルとデータペース
本学では外国雑誌を中心に約6，1∞種の有料電子ジャーナルを閲覧することができます。
本学で利用できる電子ジャーナルは、図書館 HPでご確認〈ださい.
また、法律条文及び法律系雑誌や新聞記事の各種デ一事ベースを串l用することができます。

・その他
本学の沿革関連資料や、卒業・修了学生による卒業論文、修士論文、博士論文等も特別に保存さ

れています.卒業・学位愉文の書イトル一覧は、図書館HPをご覧〈ださい.
図書館の蔵書について、群l-<はカウシ事ー(申l用者支援係)にお尋ね〈ださい.

17 目録・情報検索

2階学習アトリヱの PCや学肉 LANに按綿された PCでは、本学開属図書館の蔵書横棄は勿論、
色々なデ-~ペースや電子ジャーナルを刺用して、文献の所在情報や研寛論文等を調べることがで
きます.以下は、本学で利用できる主な目録・デ一書ベース等です.
※URLが配蔵されているものは、イン事ーネットで学外からも利用できます.

1 商大 OR瓜，C (学肉蔵書検索)URL:h枇ps:/1w曲opac.ih叫aru-uc.ac.jpJ

本学の附属図書館で所蔵している図書・雑誌の目録ー所蔵検索ができます。
『書名」や「著者名」を入力し「検察」をウリッヴして〈ださい.
書名に含まれる単語や、名前の臨みだけでもキーワードとして検索できます.
サイニイ

2. CiNii URL:https:l/ci.nii.ac.jpl (一部の梅能は学内からのみ利用可能)

国立情報学研究所ゆデ-~ベースサーピスで、論文や図書・雑誌などの学術情報が横棄できます.

3 電子ジャーナJレIデ一事ベース一覧

URL: https:lllib間早0国間ーuc.ac.jp/joumall

※学生向けの膚入デ-~ベースとして、第一法規・法情報総合デ一事ベース、日佳子レコン 21 、
80  I (総合企業情報デ-~ベース}、北海道新聞記事デ-~ペース等があります.

4. IJ、樽商科文学学術成果コレヲシヨン(Bar曙 1)
URL: h枇ps:/lba昨el.r・po.nii.ac.jpl

5本学の卒論・修士f博士論文書イトJレ一覧
URL : https:/Ab悶『刊国間ーuc.ac.jpldo凶 men恒緋documen'ls倒

t，8 レファレンス・サービス
調査したい事柄や疑問に応じて、適切な資料や情報を入手できるようお手伝いいたします.以下

のような事柄について、カウシ告 または後述のヲラスライブラリアンにご相陵〈ださい.
また、電干メール(lib-unyo@σ相田.0祖叩ーuc.ac.jp)でも受け付けておりますのでご利用ください.

・図書館の利用方法、資料の使い方
・特定の主題に関する文献探索・記事の紹介
・資料の揮し方・文献の入手方法
・電干ジャーナルの使い方、その他の疑問等

19 複写機の利用

館内の力一戸式植写機で、図書館資料の複写ができます。コビーカードは大学生協で販売してい
ます.植写に晶たっては著作権法を遵守してくださ ~\o 群し〈は、掲示、 HP で惇臨してください.
図書館資料をコピーする場合には、著作権法で規定された範囲肉でのコピーであることを確認す
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るため、必ず備え付けの『複写申込用紙」に複写内容等を記入して〈ださい.

1叩図書館にない文献の入手方法
必要な資料が本学図書館に所蔵されていない場合、他の図書館等から求める資料や複写物を取り

寄せることができますので、カウン事ーに申込書を提出するか、図書館 HPからオンラインでお申
込み〈ださい.送料・複写料等の実費は申込者負担となります.

また、他文学の図書館を直接訪問し利用することもできますので、カウ〉事ーにお問い合わせ〈
ださい(原則として、訪問館の所蔵資料の検索・刷用が前提であり、自習目的の座席利用は不可)0

-目立国会図書館デジタル化資料送信サービス(印刷は有料)

園立国会図書館がデジ事ル化した資料を、図書館の専用 PCにおいて閲覧できます.印刷は図書
館職員が代行し有料となります。ご利用の際l主力ウン書ーにお申込みください。(利用可能時間
平日 8:45-17:00)

・文献複写(有料)

他の文学図書館、目立国会図書館、その他の複写サーピスができる国肉件の所蔵館に依頼して、
雑誌記事や論文等、必要な文献の複写輸を取り寄せることができます.

・図書貸借(有料)

他の大学図書館、園立国会図書館及び公共図書館等から、図書を借用することができます.

・市立小樽図書館との連携貸出サービス

本学の学生・教職員は、市立小樽図書館の図書を、本学図書館カウン事ーにて借用・返却するこ
とができます。

・他大学図書館等の利用

北港道地区大学図書館協障会相E利用サーピス加盟文学は直接動問し、閲覧複写等のサービス
を受けることができます(一部の図書館を除き図書を借りることもできます)。その他の太学図書
館の利用を希望する場合は、紹介状や事前連絡が必要な場合もありますので、力ウシ事ーにお聞い
合わせ〈ださい。ご利用の際は、当該館の学外者利用可能日時を事前確認し、必ず学生直(利用1iE)
を携帯のうえ訪問先の図書館の串l用規程等をお守り〈ださい.

1刊その他

・Facebook
図書館の最新情報は Faceb∞kページで配信しています"Faceb∞kのアカウントがない方でも

剰用できます。
h枇ps:/1v剛w.f.自由book∞ml口旭町Unive陪 ityofCommerceLib阻叩

・クラスライフラリアン

入学してから卒業するまで、各学年担当の図書館職員が皆さんの学習活動をサポートします.図
書館利用に関するご不明な点などは、担当職員・力ウン者ーまでお気軽にお問い合わせください。
担当職員の氏名・連絡先等I立図書館 HPでご確認〈ださい.

・札幌サテライトでの複写物受領及び貸出・返却サービス

大学院生の方は、札幌サテライトで、複写物受領・貸出・返却サービスを受ける ζ とができます.
札幌サテライトの職員が対応しますのでご利用ください.
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-グループ学習宣の利用について

2階ロビーに接してグループ学習室が3部屋あります.撮影用プロジ:r:?;とホワイトボードを
備えており、勉強発表会、ヲラフのミーティング等に利用できます. 予約制で3人以上のグルー
プでお申し込みができますので、カウン事ーまたはオシラインで手続きをしてください.

・図書館利用構習

図書館では、館内をご案内するライブラリー・ツアーや、文献情報探索のための利用講習会ほか、
卒業酋文執筆の学生向けに卒愉見学会等を開催していますので、是非ご，加〈ださい.実施時期、
内容については、掲示・園書館 HP'fa目 b∞k等でお知らせします.

プライベート学審主リy

7クテイブヲ』ニツゲI2日
主リ戸 '---' 

e. 

図書館フロアE置園

-寧雷同・aま書志蝿. ，~ "..車種
園町E・E・骨量費蝿書留副@

-1t-7'~亨1Ir;tI<.-:;l ・デルーヲ事置量
・寧冨"1-'リ工‘・・ョーてトー . T!)~晶申イネ-"
.・ー・・陸自・圃圃・1r2I<-:;l ・ロピー圃申書E
-・圃・書暫・・!l~コーナー ・学自蹟買軍
・字書室軍抱ワツター、 bフ世，y宜コーすー

-圃咽圃圃臥舗闘-・・E
-岨圏-.開園盟(1'<，クpn-)

-図書館の資料は太学の大切な共有財産です.返却期限を守仏大事に扱いましょう.
・館肉では、原A'Jr飲食・喫煙・携帯電話の利用」はできません.
• 2階ロピ一以外での飲食はご遠慮ください(ペットポトル等の密聞できる容器の飲料Iま可)。
.2階は学習のための会臨は可能なエリア、 3階は集中して学習するために静粛に剰用してもらう

ヱリアです.利用にあたっては、他の利用者の迷惑にならないよう注意しましょう。

お問い合せ先:

附周図書館(学術情報課)申l用者支援係
電話 0134-27-6541. 5273 
FAX: 0134-27-5275 

E-Mail: lil>-unyo画。冊時。国間一uc.ac.jp

Homepage : https:tnib国 ry.O岡山ーuc.ac.JP
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2 言語センター

小樽高薗以来、本事1;1:北日本の文系高等敏育のメッカのひとつだった
/1、樽商大は前身の小樽高等商業学校以来、専門の商学は言うに及ぱず、教養教育と外国語教育に

おいても、北日本屈指の質を揖り、文系志望の学生を広〈全国から集めていました.実学志向の学
校であるにもかかわらず、小林事喜二、伊藤聾という 20世紀幸彩る作家たちを輩出したのも、教
義教育の重視があったればこそで、とりわけ本学の外国語教育は、その充実ぷりから『北の外国語
学校』との異名をとるほどでした.

『冨暗セン聖一』霞立
平成3年、本学の外国間教育の伝統を太〈引き継ぎ、21世紀に向けてさらなる飛躍を遂げるため、

現在の「言語セン書ー』が設置されました。以後、異文化支流研現在メインテーマに、外国語教授

法や教材の開発、変換留学に向けた手Iまどきなど、国際化を進める本学の推進力のひとつとして成
果をよげてきました.最近では ICTを活用した e-Ieamingや Blendedleaming (オンライン+対面
捜業)を推進し、先進的な語学教育を目指しています.

付)r書樺能捜舎J(2号館)へどうぞ
言語セン事ーの施設は、 2号館の 4、5階および 3階の一部にあります.語学用教室としては、

LL (ラシゲージラボラトリー)2室、 BL(~レンデッド・ラーニング)講義室 4室、国際交流ス事
ジオ、そして CAL(キャJレ)ラポラトリーがあり、通常の捜乗の他に、ぜミや研究発表会などでも
利用可能です.この他に、冒語セン事ーl主、言語情報処理室、マルチメディアライブラリ一、およ
び事務室からなっています。

(2)マルチメディ7ライブラリーが皆さんを待っています
上に紹介した施肢のなかで最も皆さんに利用して欲しいのは、マルチメディアライフラリーです.

これは学生、教職員が自由に利用できる総合視聴覚施置で、件固(語)に関する豊富な資料在、 AV
機器や PCを備えた個人フースで視聴することができます.外国語の音声・画像教材、外国の映画
作品、ラジオやテレビ講座、英字新聞、多読用の洋書、そして TOEFL・TOEICを初めとする各種
検定自験の問題集など、様々な資料・教材を多数揃えておりますので、ぜひ積極的に活用して〈だ

さい.

-マルチメディアライフラリーの利用について
①利用時間

月四金 8:30-17:00 (通常の授業日)
尚、夏季休業・，.季休業・定期賦肢期間中・その他通常の授業のない目は9:00-17:00の利用と

なります。
②入退出
事務室から入室し、利用者表に学生番号と入退童時聞を記入してもらいます.

③資料
DV目、 C口、書籍等をスーツヲランナー及びキャビネットに備えています。視聴希望の資料があ

りましたら、そのまま取り出して利用して〈ださい.利用した資料は、各由、元の場所に戻して下
さい.室外への貸出を希望する場合は、事務室で貸出簿に学生番号と氏名を記入してもらいます.
④暢器

PC、DVDデッキ、 CDプレーヤーなどが7ースに殴置されています.



��

3 保健管理センター

3.1 保健管理セン告ー

ホーム〉学部・大学院・付属施設〉付属施設〉保健管理セン者

https:l，品川W目。祖ru-uc目ac.jplhscl

保健管理セン事ーは、学生及び教職員の健康管

理に闘する専門的業務を行い、健康の保持とその

増進及び疾病の予防・早期発見に努めることを目

的として設置されています.
学生の皆さんに、健康惨断や健康相阪、応急処

置等を行っていますので、積極的に利用して寺後

の学生生活を心身ともに健康的に過ごして〈ださ

い.自分の健康を守るとともに、他の学生への健
康に対する配慮が一人一人に求められています.

是非、各人が自分の健康に関心を持ち、学内で実

施される健康診断を必ず受けて〈ださい.また

種々の健康教育活動にも積極的に参加するよう努

めて〈ださい.
また、本学 HPr保健管理セン事ー」に、行事予

定や太切なお知らせを掲載Lますので是非、確臨

して〈ださい。

保値管理セン9ーを利用するには、下記の利用日に受付窓口に来てください.

利用目|開霞時間|儲 考

月~金 I_ __ ._ __ I 12: 00-13 : 00は、
I 9: 00-17 : 00 I (休日を除() I _._- .. ._- I 昼休みです。

※上配の時間以外にも緊急m時は随時対応します.
〈連絡先〉

TEL: 0134.27.臼66(直通)

Eメール c ho岡n@ロ冊目S祖ru-uc.ac.jp

-健康相醸
自由な大学生活l立、ともすると生活リズムを乱した

り、栄養の偏りが生じたりして、健康を害する場合が

あります.また、新入学生では、環境の変化から体闘

を崩すこともあるようです.健康に不安があると曹、

身体の不調を感じるとき等に隈らず、様々な健康上の
問題について相醸に随時応じています.気軽に利用し

て〈ださい.

・こころの相瞭

保健曹理セン9ーでは心の健康相践にも応じています.例えば、最近よ〈眠れない食欲がない・

あるいは逆に食べ過ぎてしまう・何もやる気が起曹ないなどの不調や、学生生活を送る上での悩み
など、様々な不安、，t>lE事についてお話をお聞きします.状況によっては医療機関の紹介もしてい

ます.一人で悩まず、まずは相談に来て〈ださい.
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-応急処置
捜業中あるいは課外活動中などで具合が悪〈なったり、けがをしたと曹は応急処置を行います。

また、静養室が設けられていますので、短時聞の休養もできます.必要な方には病院の紹介や、近
隣病院の情報を提供します.

・救急箱の貸し出し

部活動・ 0ラブ活動などで必要な場合には救急箱壷貸し出します.詳細は保健管理セン事ー窓口
で確毘して〈ださい.

・入院届

けがや、病気などで入院する場合には、入院届け(様式随意)をセン9ーに提出して〈ださい.
なお、緊急を要する場合は、電話連絡でも差し支えありません.

・学生教育研究災害傷害保険[通学中等傷害危険担保特約(通学特約)](学

研災)・学研1Il付帯賠償責任保険{付帯賠責)

キャンパス肉や課外活動、通学中の事故等で身体に傷害を受け保険金の支払いを求めるには、事
故が起きて晶、ら 30日以内に事故報告をしなければなりません。けがの状況によっては保険金の支
払い対象にならない場合もあります。請求に当たっては「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を

まずお読みください.

・感緯症畳枝許可匝明書

学校保健安全法では学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期聞の革準等が定めら
れています.それら感染症(インフルエンザ等)の橿息が疑われる場合には畳核査自粛し早期に受
自書して〈ださい。受診の結果、出席を停止すべき感集症に橿息したことが判明した場合はその旨を
当セ〉事ーへ電話でご連絡〈ださい.
また、受診先の医療様聞に「感染症登校許可証明書」への記載を依頼し、登校が許可された日以

降に提出して〈ださい。{欠席扱いにしないようE慮することになっています.)r感染症畳枝許可
E明書」の用紙Iま履修の手引き『欠席眉について』の後にありますのでコピーして使ってください.
本学 HPr保健管理セシ事ー』から膏ウシロードもできます.
斬型コロナウイルス感染症の橿患、温厚接触者、橿患の疑いで欠席する場合の欠席眉に闘しては

本学 HPでご確認ください。

・その他

アルコールパッチテストや、骨密度、体組成などを測定しています。(詳し〈は本学 HP又は掲示
でお知らせします.)

3.2 健康診断

・学生定期健康診断

掌校保健安全法等に基づき毎年春に実施します.すべての学生が必ず毎年受診して〈ださい.実
施についての詳細は、掲示や本学 HP r保健管理セン~ー」でお知らせします.各自必要な項目を
確認の上もれなく受診する様にしてください。なお、「健康診断柾明書』を希望する場合は金量量
壇目暑畢.する必要があります。実施畑情報に注意し、受診できるよう予定を調整するなどして〈

ださい.



��

4 情報総合センター

情報総合セ〉事ーは学内共同1II1用施置として、学内における研究・教育に資する計算樋環境を提
供しています.

セ〉事ー肉には、 4つの実習室(下回をご参照〈ださい)がE置され、その設備としては、パソ
コン(算 1実習室 102台、第2実習室 15台、第3実習室41台、第4実習室31台)の他、スキャ
ナ一、プリン聖一等が用意されています.

2号館2F E号館3F

41 はじめて利用される方へ
① セン事ーは本学の学生であれば、入学手続審時の申請により誰でも利用できます.
② 実習室のパソコンにログインする際には、別途配布している「ニコンビュー曹の起動およびロ

グイン方法』をご'照〈ださ ~\o
③ 利用期限は支付目から修業年限までです。(学部学生は最大4年問、大学院生は最大2年問、

その他学生は最大 1年聞です)過年次になった場合には、セシ者一事務室 (2号館 2階)に
「情報総合セン者一利用申請書(更新・学生)Jを速やかに提出してください.

42 実習室利用時間

実習室の一般利用時聞は下配のとおりです.
講‘・研尻指導等で使用されている時間帯は利用できませんので、第3実習室横にある電子掲

示板、各実習室の入口等にある掲示・使用中ランプ等で確認のうえ、利用して〈ださい。

平目{月四金) 土 目・祝日

および平目以外の損寒目 (捜集目を除() (捜量目を除()

第 T実習室 8:3日間21:30 x 
'‘ 

算2実習室 8:30嗣 21:30 x 3時

8:30嗣 17:00
第3実習室 s目30剛 21目30 (夏季及び各季休 x 

業期間中は閉鎖)
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第4実習室
8:30・21:30

{夏季及び..季休業期間中
は閉鎖(集中講義を除<)) 

x 

事臨時の閉鎖等は掲示板・車掌 HPr情報総合セ〉事ー」怖でお知らせ致します.

x 

機構‘・研究指導等で使用されている時間帯は利用できませんので、第 3実習室横にある電子掲示
板、各実習室の入口等にある掲示・使用中ラシプ等で確認ゅうえ、刺用して〈ださい.

4.3 利用上の注意事項
① セン膏一入館市D際は 3号館(講義棟)2階にある連絡通路(渡り廊下)から入館して〈ださ

い.
② 言語セン豊一関連施霞 (BL教室、 LL教室等)へは、 3号館(輯撞細)のグローカルラウン

ジ備の階段又はエレベ-;ーをご利用〈ださ ~\o
③ 実習室内への食べ物の持ち込みゃ暢帯電話の通話は厳禁です。(フ書付曹の飲料は可)
④ 自分が使用しているパソコンに異常があった場合は、 2号館 2階ゆセン者一事務室まで速や

かに連絡して〈ださい.職員が不在の場合にl主、司@σ冊目σ祖ru-uc.ac.jp までメールにてお
知らせ〈ださい.

⑤ 利用者への連絡は、掲示板、本学 HPr情報総合セン告ームメール等で行います。日々、確
認して〈ださい.

⑥ その他の機器の取扱いは、注意事項を守って、破損等がないように留意して〈ださい.
⑦ 印刷をする場合I立学生匝 ICカードが必要ですo(モノウロ 1枚目叩円、カラ-1枚:40円)

文学生協力ウン事ーで、チャージをした上でご利用ください.

4A ホームページ・事務室のご案内
①情報総合セシ事一

URL: h世間胸WW.O'岨問叫ac.jp.曲 nterl

②情報総合セン事一事務室
場所 2号館2階

窓口開霞目時 平日(月~金)09時四位時および 13時四17時
電話 0134-27-5284/5283 
Eメール cj@。冊曲 0旭町-uc.ac.jp
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|l1'J学則及び関係諸規程 目
学部学生に、特に確認しておいていただきたい関係諸規程は、以下のとおりです。

己ζでは掲載していないものも宮め、本学 HPr小樽商科大学規極集」から確認するζ とができま
す.

ホーム〉小樽商科大学について〉法人情報〉規程集について〉小樽商科大学規程集

別紙参照(園 10学則及び関係諸規程)

園立大学必人

小樽商科大学規程集
令和"芋"月1日現在

. 新規期定・9幅1編 大学11'・
ロ第2編 学則等

ロ第3編組織 運営

・ 循4漏 総 務・9幅5編人事・9幅6繍財務縮殺・9幅7繍学術研気・9幅8編学務及て宍#生支援

ロ第9綱 大学鴨・9幅11調センタ 等・9幅10縄 附属医薗由・4嶋酒科大字拭築規則集

. その他

酷輔 | J~直空回

第1編 大学憲章

溢・・・・・・・・・・・圃歯菌畠晶畠遍・・・・田園圃
国 立大学法刈幅削大学蛮章 平成16年4月1日制定 総務課

第2編学則菩

第1章小橋荷おむk学学周

-・・・・・・・・・E雪国・・・・・・・・・・・・・E曙曹哩F曹冒曹司・・・・・哩冒・
小樋高調x学学則 昭和24年6月1日制定 総務課

第2章小梅荷積大学大学院学則

-・・・・・・・E溢・・・・・・・・・・・圃歯菌畠晶画面・・・・田園圃
小樽菌剤文学大学院学則 昭和46年4月1日制定 総務課

第司章小格商総大学学位規渥

-・・・・・・・E岨・・・・・・・・・・・・園踊逼晶晶画担・・・・函困・
昭和46年4月1日制定 事R滋楳
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1 学則等

1.1 小樽商科大学学則

1.2 小樽商科大学研究生規則

1.3 小樽商科大学科目等履修生規則

1.4 小樽商科大学特別聴講学生規則

1.5 小樽商科大学ギャップイヤープログラ

ム履修生規則

1.6 小樽商科大学学生の旧姓使用の取扱い

等に関する要項
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2 授業料等関係

2.1 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程

2.2 小樽商科大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則 韓議

2.3 小樽商科大学授業料免除及び徴収猶予取扱規則

2.4 授業料滞納を理由とする除籍に関する申合せ

3 国際交流関係

3.1 小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程

3.2 小樽商科太学国際交流科目規程
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3.3 小樽商科大学外国人留学生規則

4 賞罰関係

4.1 小樽商科大学学生懲戒規程

4.2 小樽商科大学学生表彰規程

5 その他

5.1 国立大学法人小樽商科大学構内交通規制に関

する実施要項

5.2 国立大学法人小樽商科大学構内交通規制に関

する実施細目

目指脚柑目
白問自国訴晶

一一目玉J~習Uf-，;:.

回砕持明碍H::

旦昌嗣掛帝国
一

一-T.:i::f:・2唖l崎両》

E・，....，回，.pr咽ピ?噴=.

一

回揖醐帯同r由
民主白00誹晶

-
~~崎町、再h
-E・問』圃副司回世間，.

一

因調掛端吉町田
一一一一
一-
r;oa~量:I!-.i百』

田署押朝早詰~
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V 学生自治会 I 

1 学生自治会組織

小樽商科大学学生自治会は、毎年5月下旬に行われる掌生大会を最高意思決定様聞とする昼間部
学生自治会各組織と、総会を最高意思決定樋聞とする夜間主学生自治会各組織とで構成されており
ます.さらに、昼間部学生自治会は、執行部を櫨軸に、体育会、音楽文化団体連合会(以下音文連λ
緑丘祭(大学祭)奥行委員会の各外局団体及びゼミナール協議会により構成されており、また、夜
間主学生自治会I志、執行部委員会を機軸に緑宵祭{大牢祭)実行委員会、夜間連合会により構成さ

れております.

2 学生自治会費

入学時に納入頂いた自治会費は、学生生活の発展・向上巷目的として様々な場面で活用されてお
ります.主な使途は、①執行部活動費、②体育会/音文連活動費及びその申下団体への活動補助、
③緑正祭/緑宵祭実行委員会活動費、④体育会、音文連非加盟国体への補助、⑤ゼミナール協議会
活動費です。納入頂いた自治会費の内訳は、以下の通りです.

昼間・夜間共、入学時に一括納入

3 主要行事

ヲラス制の存在しない本学においては各種行事やサーヲル活動等への積極的参加により、支友関
係の広まりやより有意曇な学園生活を送ることが期待できます。

4月 新入生歓迎イベント

自治会ミーティング

5月 学生太会・学生総会

6月 緑丘祭・緑宵祭
(大学祭)

12月 イシナーぜミナーJ~大金

LA (Leader市 M輔 mbl叫

2月 受験生応援活動

学生自治会が中心となって、自治会オリエシ子ーション・サー
ヲル合同説明会などを実施します。
自治会事務局と各外局団体が商太の現状と今後の勘向につい
て互いに見識を深めるため討論を行います。
前年度活動総括及び決算報告や新年度活動方針及び予算等に

ついて審隠します.
緑丘祭実行要員会・録宵祭実行委員会が趣向をこらした様々な

企画で学生のみならず多〈の人達を楽しませて〈れます.
各ゼミナールが自らの論文を発表し討論しあう、より実践的な
学聞の場です.
各部活の首脳陣を集め、リ-~ーとしての指噂法等を学ぶため
に行われています.
受験生の合格を祈願し、全力を出しきれるよう応援します.
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4 学生自治会組織図

{量高峰繰・闘}
ぜ亘ナ Jレ協障会

学生大会

執行部 事務局

直幡サーウル連合会

{外局}

体育会

音楽文化団体連合会

緑E祭実行委員会

夜間主

学生自治会執行部
怯行部委員会

健全 緑宵祭実行委員会

夜間連合会
代揖員会
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5 小樽商科大学自治会会則等

5.1 小樽商科太学学生自治会会則

鱒一軍 .. 1) 
第 1条本会は小樽商科大学学生自治会と称す.

昭和国年s月29目施行
平成27年6月1日改正

第Z条本会は小樽商科大学学生の自治と団結により、学園の民主化、学聞の自由な発展及び学生

生活の向上告図る事を目的とする。

第3条本会は昼間部及び夜間主コースの全学生によって構成される。
2 本会会員たる資格は本学入学により取得し、卒業、転学及び退学によってのみこれを失う.

算4条本会はその本部を小樽商科大学内に置c
第5条本会は以下の組織によって成り立つo (別園参照)

第二軍昼間部闘保全剛
第一節組織

第一放学生夫会
第6条学生文会(以下、文会という)は本会昼間部の最高櫨決構闘である.

第7条定期大会は、毎年一回これを開催する.

第8条執行部は臨時式会を百集する事ができる。
2 次の各骨のいずれかに該当する場合に、執行部はその意思に関わらず、臨時式会を招集しなけ

ればならない.
① 昼間部会員のうち、冒名の署名による要求があった場合。

② 協韓会の要求があった場合.
第9条 大会I孟昼間部会員の五分の=以上の出席をもって成立する.
2 文会の開催前までに聾任状を執行部に提出した会員は出席とみなす。

第 10条文会の議事及ぴ運営は議長が行う。
2 謀長の選出は立候補又は執行部の指名により、太会の都度、他の全ての案件に先立って行う.

3 大会の記録I主事務局から遅出された書記がζれを成す.

第 111最 大会の韓事は、本関係会則に特別の定めがある場合を除いては、出席会員の過半数でζ

れを決す.

2 蜜任状を提出した会員l立、前項の櫨決に加えない.

第二歓ぜ墨ナール協島会

算 12条 ゼミナーJレ協調会(以下、協識会)は、以下に掲げる事業を行う.

① 大会の決識に基づ〈重要事項の協揖及び執行機関の監査
② 本会の目的に添った学術文化の向上を図るための蹄活動

2 協障会は執行部及び自治会会長に対して、その決障をもって勧告を行うことができる.

第 13条 協議会は三年次のゼミナール幹事及び四年次のゼミナール幹事からなる協議員でこれを

組織する.
2 協議会が必要と認める場合、前項の規定に関わらず、本会会員を協議員とすることができる。

第 14条 協雌員の任期Iま六月一日から翌年五月末固までとし再任Iま妨げない.但し、任期が満了

するも新任者が決まらない場合Iま引き続きその職務豊行う.

第 15条協議会に、議畢及び会計一名をおき、議員の互選によって定める.

2 協踏会が必要と認めると曹、前項に定めるほかに、副議長をお〈こと又は会計の定員をニ名と

することができる。
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3 lI(の各号のいずれかに該当する者は、議長又は会計であることができない。

(1) 自治会役員
(2)事務局員
(3) 外局に所属する者

第 16条協議会は議長の召集又は執行部の要請により聞かれる.
第 17条協議会は総員の過半数の出席がなければ議事を聞き議決する事はできない。

第 18条協誠会は内部想律について規約を定める権限を有する。但し、本規約に反してはならな
い。

箪 19条 (平成七年削除)

第三歎航行協

第20!条執行障は夫会の決議に従い、会務を執行する.
Z 全会員の過半数の署名により解散請求があった場合、執行部は解散しなければならない.

第 21条執行部は以下に掲げる自治会役員によって構成される。
(1)自治会会長 1名
(2)自治会副会長 1名

。)自治会会計 若干名
(4)各外局の長たる者 3名

2 自治会会長は全会員から公募し、執行部により選出し、大会の承認を得るものとする。
3 自治会副会長及び会計は、執行部によって遅出された自治会会長予定者が指名し、大会の承認

を得るものとする.
4 次の各号のいずれかに骸当する者は、自治会会長、副会長又は会計で晶ることができない。

(1) 現に協随員である者

(2) 現に外局に所属する者

(3) 過去に一年以上、外局に所属していた者

第 21条の2 自治会会長は本会を代表し、以下の各号に掲げる職務を行う。
① 本会に関わる業務を総理すること.

② 執行部会巷招集し、陣事進行巷行うこと.

③ 事務局の運営を行うこと.
④ その他、本関係会則に定めがあること。

Z 自治会副会長は、以下の各号に定める職務を行う。
① 自治会会長を補佐すること.

② 自治会会長が欠けた時、任期満了までその責務を代行すること.

③ その他、本関係会則に定めのあるζ と.

s 昼間郁全会員の肉、二分のーの署名による要求があった場合、自治会会長は辞職しなければな

らない.
第 21条の3 執行部会は、月に度自治会会長が定例会を招集する。但し、長期休業申を除<.

2 前項に定めるほか、以下の各号に掲げる場合、自治会会長は臨時舎を招集しなくてはならない。
① 自治会役員の三分の一以上の要求があった場合。

② 協障会臨畏の要求があった場合.

③ その他、本関係会則の定めによって、速やかに執行部会で幡らな〈てはならない鴎案が生

じた場合.

3 執行部会は役員の四分の三以上の出席がなければ議事を聞き議決する事はできない。
4 執行部会での誠事は、本規則とその他関係規則に特別の定めがある場合を除いては、出席役員

の過半数でこれを決する.ただし、可否問教の場合は、自治会会長の決するところによる.
箪 22条 自治会会長、同副会長、開会計の任期Iま穴月一目から翌年五月末固までとし、再任は妨

げない.但し、任期が満了しても新たに役員が選出されるまでは、引き続きその職務を行う。

第 23条 (平成二十五年削除)
第 24条執行障に会務の執行様聞として事務局を霞ける.
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2 事務局の組織と運営に関わることは、別に定める.

第四放外局
第25条執行部の下に以下の外局を置c

① 体育会

② 音崇文化団体連合会
③ 緑E祭実行委員会
④ (平成十年商1]除)

⑤ (平成七年削除)

E 外局の長たる者は、自件局の構成員に増減が生じたとき又は責任者、副責任者若し〈は会計責

任者に変更が生じたときは、速やかに外局役員変更届及び外局員名簿を自治会会長に提出しなけれ

ばならない.
算26条体 育会Iま本学体育系の部によって構成される.

2 体育会は内部規律について規制査定める権限を有する.但し、本規制に反してはならない.
第27条音議文化団体連合会は本学音楽・文化系の都によって構成される.

2 音議文化団体連合会は肉部規律について規約を定める権限を有する.但し、本規約に反しては

ならない.

算28条 緑E祭実行委員会は有志によって構成され、緑E祭等行事の企画運営を湿して、本会の
目的達成を助成するための輯活動を行う。

第29条 (平成十年削除)

第30!畢 (平成七年削除)

第二節遭挙

第31条本会は自治会会長が太会で承認されなかった場合にのみ選挙を行う.
算32条湿挙は全会員の三分のーの投票をもって成立する.

2 有効投票数の最書散を得たものをもって当遣人とする.

第33条投裏が定数を超えない場合は、執行部が決定植を有する。
第34条選挙に関わる運営の一切は、協語会がこれを成す.

第三節会計

算35条本会の会計は、大会の決揖に従い、自治会会計が管理する.

E 会計については、別に定める.

第36条執行部に、本会の予算等、会計に関わる事項に闘して審櫨調整を図るため、予算委員会

を殴ける.
2 予算要員会の組織、運営に関わることは~I]に定める.

第37条本会の収入支出の決算は全て会計監査人が監査し、自治会会計は次の年度に、その検査
報告とともに、大会に提出して承認を得なければならない。

第38条会計監査人はニ名とし、協鴎会から選出する.

2 任期Iま一年とし、再任は妨げない.
第39条会員は自治会費を納入する轟務を有する。

2 自治会賓の納入に関する事項については、 EI]に定める.
第39条の2 自治会会計制度に関する重要事項を調査審議し、実施運営するため、執行部に会計

フレームワ-'7横討委員会を置c
2 会計フレムワ ヴ検酎委員会は、自治会会長、副会長及び会計をもって組織する.

3 会計フレームワ-'7検酎委員会の陣畏は、自治会会長をもって充てる.

4 本会則の定めるほか、会計フレームワ-'7横耐聾員会に関わる事項については、執行部会で定

める.
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第四 節輔'J
第 40条本聞係会則の改廃は大会における三分のニ以上の賛成を必要とする。

附 且IJ(平成ニ+穴年穴月一目)

本関係全員IJは平成二十六年六月一目より改正施行する。
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第三寧夜間主聞係会開l
第一館組織

箪 41~畢総会I孟夜間における最商法韓機闘である。
2 次に掲げる事項は総会の決融によらなければならない.

(1)本関係会則の改廃

(2)毎年度の活動方針及び財政方針の決定
(3)代議員の信任

(4)その他重要な事項

第42条定期総会は毎年一回これを開催する

2 執行部は臨時金の招集を決定することができる。但し、以下の場合に執行部は臨時総会を招集

しなければならない.
(1)夜間会員の四分の 以上の署名による要求があった場合。

(2)代識員会の要求があった場合.
第43条総会は休学者を除〈全会員の三分の一以上の出席をもって成立する.

2 総会の開催前までに委任状を執行部に提出したものは出席したものとみなす.

第44条総会はその都度執行部役員を除〈ニ名よりなる路長団幸運出し、陣事幸運営する.
2 総会の肥録は執行部総務部がこれをなす.

第45条 総会の議決は本細目IJがこれを別に定める場合を除いては、出席会員の決するところによ

る.
第46~畢委任状は前項の陣決に加えない。
第47条代随員会は、総会に告ぐ陣決機闘であり、健全の決障に基づき重要事項の協櫨及び執行
樋聞の監督を行う樋闘である.

2 代職員は主として次のことを行う.

(1)本会の活動方針と財政方針を検討確認し、さらに一層の進展をはかる.

(2)執行部要員会の報告を審議し、その当否を確認する。
(3)執行部委員会の表明する収入、支出の決算報告を監査し、監査報告を行う.

伺)執行委員会の承認、並びに執行委員会の編成に関する事項.
第 48条 代雌員の定数は+ニ名とし選出に当たっては執行部賓員会がこれを行い、定例総会で慣
任を受ける.

第判長代議員の任期は一年とし、六月一目から翌年五月三十一固までとする.但し、新たに代
議員が選出されるまで、任期が満了するも引き続きその職務を行う.

第印象代議員会に次の役員を置c
(1)櫨長 1名

(2) I'J瞳畏 1名

(3)書記 1名

(4)会計監査委員 2名

2 代議員の議長は互選により、副議長、書記及び会計監査委員は議長の指名により選出される。
第51~畢 代譜員会は、一月と総会開催+目以前のニ固を定例とし、語長の招集により聞くものと

する.
2 代韓員の三分の一以上の要求があった場合、執行部委員長の要請があった場合、臨時の代醸員

会を聞かなければならない.

第52条代融員会は、代議員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開曹、融決することがで
きない。但し、執行曇員長の承認、並ぴに執行要員会の編成に関する事項については、代議員の

三分の=以上の出席を必要とする.
2 代韓員の睡事は、特定の規定ある場合を除き出席者の過半数でζれを決する.
第 53条 緊急事態が発生し、総会開催1肝不可能と認められたときには、代議員会が総会を代行す

ることができる.但L、この場合においての雄事は、代随員の出席が四分の三以上でかつ、出席
議員の四分の三以上の多数による議決を必要とする。
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Z 前項、但し書曹の緊急集会においてとられた処置は、次回の総会において事後承認を得なけれ

ばならない.
3 総会が正規の手続きを経て召集されたにもかかわらず、涜会となったときには、再度代韓員会

を開催し、その決臓を持って総会の代行とすることができる.但し、この場合の諸事については、
第 1項の規定を準用する。

4 前項に基づく代議員会での決定は、一週間以内に掲示されなければならない.
5 前3項に基づく決定に聞して異韓ある夜間会員は、掲示後=週間以内に第 43条1項の(3)によ

る臨時健全開催の手続きを取らなければならない。臭騒申し立てがなければ、その決定は確立し

たものとなる.

第 54条 i-t鴎員がその'障を辞すると曹、代行者を立てることができる.

Z 前項の行指を行うためには、全代議員の四分の三以上の賛成を要する。
第 55条夜間執行部は総会および代議員会の決議に従い会務を執行する。

2 夜間執行部委員会は主として次のことを行う.
(1)本会の夜間における活動方針と財政方針については、代韓員会及び総会に提案又は報告する

こと.

但)総会の決定及び実行。
。)本会の夜間における財政を管理すること。

(4)その他重要な事項。
第56条夜間執行部委員会は夜間執行部委員長一名、同副委員長一名及び問委員+者以内によっ

て構成される.その緬成については、夜間執行部委員長が責任をもってこれを任命し総会の承毘

を得なければならない.
2 夜間違盟会の長は執行部委員を兼ね、代議員による承認は必要としない.

3 執行部聾員会による会務の執行を促進するため、以下の組織を殴ける.
(1)総務部

α)会計

(3)施設担当部

(4)事業運営部

第 57条夜間執行部役員の任期は、六月一目から翌年宣月三十一日までとする.但し、新たに各
要員が選出されるまでは任期が満了するも引き続きその職務を行う.

第 58条夜間執行部要員長は本会の全夜間会員を代表する.
2 夜間執行部委員長に事故ある場合は、同副委員長がその任期満了までその責務を代行する。

第 59条夜間執行部委員会は次期夜間執行部委員長の浬考査行う。
2 前項に関する事項の告示lま四月とする.

3 夜間執行部委員で最多数を得たものは、五月の総会で承毘されることにより、夜間執行部聾員

長としての職務を得ることができるものとする。
第60!最全夜間会員の二分の 以上の署名により解散請求があった場合、夜間執行部費員会は解

散しなければならない。

Z 前項の事態が起こった場合は、現夜間執行部委員長が責任をもって新たに夜間執行部委員長を

任命するものとする.

第 61条夜間執行部の下に以下の組織を霞ける。
(1)練宵祭実行委員会

α)夜間主連盟会
。) (平成六年削除)

第 62条 緑宵祭実行委員会lま緑宵祭行事の充実在園り、その蹄活動を通して本会の目的達成豊助

成する.

第 63条夜間主連盟会は本学夜間ヲラブlこよって構成され、その肉部規律について規約を定める

権限を有する。
第 64条 {平成穴年削除)



��

篇ニ節会計

第 65条 (平成六年削除)

第 66条夜間における会計年度は四月一目から翌年三月末固までとする。

第三節 補.J
箪67条本関係会則の改廃l主総会において三分のニ以上の賛成を必要とする.

箪 68条学生会館における掲示は夜間執行部の印を必要とする。

附且IJ(平成+穴隼穴月一日}
第1条本関係会則は平成十六年六月一目より施行する。

第2条平成田年六月一日より施行されていた本関係会則はこれを廃止する。

節目寧補則

第 69条本会則第1章及び第4章の改廃I立、第2章及び第3章で定める学生大会並びに総会にお

ける3分のZ以上の賛成を必要とする.
2 本会則第Z章及び第3章の改廊l主、各章の補則に定める.
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5.2 小樽商科太学体育会規約

第1寧総則

第 1条 (名称d本会は小樽商科大学体育会と称する。
第Z条本会は本学体育会部によって構成される。

算3条 (目的)本舎は小樽商科大学における加盟団体の競技力向上及びスポーツを通しての本学
生の親睦を図ることを目的とする.

第4条本会は前条の目的を達成するために次:0)事業豊行う.
各運動部の対外試合の把握、その情報発個

ニ学肉スポーツ大会
三学肉体育の振興に関する事業
四 その他必要な事業

第5条本会は事業所在小樽商科文学精肉に置〈。

篇2章体 育部
第e条本会に次の運動部を置く。

男干バスケットポール部、女子バスケットポール部、
男子パレ一部、女子ハンドポール都、男子ハンドポール部、
トランポリン競技師、剣道部、柔道部、空手道部、合気道部、

弓道部、硬式野球部、準硬式野球部、ラグビー部、サッカ一部、
鹿擾園、陸上競技部、硬式庭球部、軟式庭車部、漕艇部、ヨット部

水泳部、ゴルフ部、基礎スキー都、ワシターフォーゲJレ部、ラヲロス都
卓球部、パトミントシ郁
ー 各運動部は本会の目的にしたがってE規の活動・練習を行わなければならない。
ニ 各運動部は本部に部員名簿、年間活動予定、結果報告会計報告またその他本部が必要

に応じて開示を求める情報、結果を報告しなければならない.
第7条 各運動部は内規を定めることができるが、その内規は本会規約に反しないかつ社会通念上

及び道徳上適当であるものでなければならない。また肉規の肉容に疑積が生じた場合は体

育会本部川これを調査し、各部に封し、改正及び廃止要求をすることがで曹る.
1118条加盟部は次の事項を行った場合本部の決援により部としての資格を停止されることがあ

る.
一本会規約に違反した場合
二本学吻名普を棄損した場合

三部としての活動が不可能になった場合
算9条運動部の本会への新規加入は体育会本部の決識を経て決定されるものとする.規則は別途

定める.
第 10条本会所属の運動部は主将会譜の決議を経て脱会、除名することができる。

篇S章主将禽鴎
第 11条本会I主主将会韓を本会の最高意思決定機関とする。

1 本会離の構減員は、体育会会長、副会長、会計、その他体育会役員、各部主将とする.
2 本会は全体の3分の2以上の出席をもって成立するものとする.

第 12条本会は議長 1名を必ず置〈。識長は毎回構成員より選出する。
第 13条体育会本部会識は次の事項の決議を行う機闘である。

1 会長、副会長、会計のその他体育会役員の承認
Z 会豊、副会長、会計の解任要求
3 運動部の脱退、加盟、除名の審査及び決定
4 本会議長の遺任

5 その他必要とJ恩われる事項
算 14条本会は月 1回会長が召集する。
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1 ただし、会長が召集の必要性をiIlめたとき、各部主将の3分の 1以上の要求があった
際はこれを招集しなければならない.

第 15条本会議の構成員の任期は1年聞であるが、体育会本部の人員不足等会議の成立自体が危

棋される状混であればこの隈りではない。

第4章体育会本却

第 16~畢 体育会本部は本舎の第4条で定めた会務執行のために段It、体育会会長体育会副会長、

体育会会計、その他体育会役員で構成される.

第 17条本会の業務は以下の通りとする.

1 調整会識の招集、運曽
E リーダーズアツセンブリ一、若者合宿の企園、軍首
3 本会以外の団体との渉外

4 スポーツ太会の宣伝、企画、運営
5 その他本会の会務執行に必要な業務

.5章禽計

算 18条本会の経費は次のものをこれに充てる.

1 自治会の割り当て分

Z 事業収入

3 寄付金
4 その他収入

第四条本会の会計年度Iま毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする.
第 20条体育会本師会計の業務は次の通りとする

1 各部の会計監査
2 自治会からの備品豊備補助金の各部への分E
S 金銭の出納

4 体育会費の徴収

第 21条 各運動部は期末に会計報告書を本部会計に提出し監査を受けなければならない。

第 22条 本会の会計監査人は協議会の議決を笹て、自治会執行部曇員長が監査人を聾話する..8章補.')
第 23条本会規約の改正には、体育会本部会膳において、構成員の過半数の承毘を必要とする.

第 24条本会の加盟国体の新規加入、脱退については別途定める。

附則

1991年4月 18日施行の全規制及び、細則は2017年度初回の主将会躍において廃止し、本規約を

主将会構翌日より施行する.

5.3 会長・副会長及び体育会本部役員の承認に関する細則

第 1条 会長.il)会長・会計は年度初めの主将会議において構成員の.2/3以上の賛成をもって承

寵される.
第Z条 常任委員に対する解任請求は、体育委員の総数の 1/3以上の要請をもって識長古川体育委員

会を招集し、委員総数の 2/3以上の賛成をもって解任情求の成立とする.これをもって、

障長が当骸常任委員を解任する.

5.4 会長・副会長・会計及び体育会本部役員の解任請求に関する細則

第 1条会長・副会畢・会計に封する解任請求は主将会議構成員の総数の過半数をもって議長が主

将会識を招集し、主将会議において構成員の 3/4以上の賛成をもって語長請求の成立

とする.これをもって議長が当議会長及び副会長を解任する。



��

第E条 その他体育会本部役員に対する解任簡求l立主将金聾構成員の総数の 1/3以上の要請
をもって随畏が主将会踏を招集し、構成員総数の三分のニ以上の賛成をもって解任暗求の
成立とする。これをもって議長が当該体育会本部役員を解任する。

55 音楽・文化連合会規約

前文
書々は、小樽商科大学において音農を初めとする文化的活動を行う各所属団体の活動と発置を

支援し、興隆の場を提供して会員相互の親睦をはかるものである。また、小樽商科大学の学生と
しての自覚を尊重し、学内はもちろん小樽市の文化活動の活性化に貢献するものである.

第1軍飽則
第 1条本会は;JJ、樽商科大学音廉・文化連合会とする。
第Z条本会の前文の精神を、その目的とする.
第3条本会I主音楽系、文化系の団体をもって形成する.
第4条本会はその本部を小樽商科太学内に置き活動の起点とする.

第2章会員
第5条本会は;JJ、樽商科大学内における音楽系及び文化系の団体を会員の対象とする.
箪6条本会の加盟国体I孟次のとおりである.但し、新湘加盟も昆める.
(本加盟国体)

演劇戦線

軽音量陸部エコーズ
室肉管弦楽団
ジャズ研究会
ヨォ-'Jソシグ部OPUS
プレヲトラム・ 7ンサンブル
7カベラサーヲル AJRS
期楽舞
小樽笑庖
第7条 (平成二十五年削除}
第a条加盟団体の活動fJt停止した場合、或いは本会の目的にそう活動fJtできなくなった場合、代

表者会識の4分のa以上の同意でその団体を除名することができる。この場合その団体の割当金

は.原則として認められない.
第9条再加盟については第7条に基づき、同様に行う.但し、除名と閉じ年度内はこれを毘めな

い.

第S章代義者会.
箪 10条 代表者会離は本会の最高韓決機闘であって、各加盟国体より代表者 1名が会障に参加す

るものとする。
第 11条代表者の中から会長を選出する.選出は代表者会踏で立候補、もL-<は推薦により行う。
第 12条代表者会議は次の塙合に会長がこれを招集する。

(1)定例会議 年Z固 4月 12月
(2)臨時会輯 ・加盟団体の4分の 1以上の要摘があった場合

・会長がこれを毘めた場合
第 13条代表者会構は加盟国体の4分の3以上の出席で成立する.
第 14条代表者会議における決議成立は、出席者の過半数とし、可否問散の場合は会長が決する

ところとする。

算4寧活動組織
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第 15条代表者会腫は本会の活動の基盤となり、必要に応じて会員のなかから人員を確保する.
第 16:量本会の活動のために、会畢のほかに代表者のなかから次の係を霞ける。

(1)会計
(2)劃会計
(3)広報
(4)企画

第 17条会長は本会を代表l...前文に基づ〈本会の活動を推進する.また、本会における全責任
を負う.

箪 18条会畏Iま算 12条に基づき代表者会騒を聞き輯畏を務める.
箪 19条会計Iま本会における会計実務を特う.
第 20条副会計は会計を補佐L、会計が不在の場合にはその職務を代行する.
第 21:畢広報は本会における広報活動、及び加盟国体の宣伝活動の支援を行う.
第22条企画は本会の活動の企画・浬曽などを、代表者会議において提案し実行する.
算 23条第 16条に示した各係は、会長の任命によって決定する.
第24条本会の活動の為に、会長の許可する範囲内において会員以外の協力者を臨める.

第5寧会計
第25条 本会の経費は原則として自治会費割当金および寄付金をもってこれにあてる.
第26条本会の会計年度は、 5月1日より翌年の4月30固までとする.
第 27条本会の運営予算、及び各加盟国体の自治会費割当金については、 4月に行われる定例会
議で決定する.

第 28条本会の会計監査は、各加盟国体の会計と本会の会計とで構成される監査聾員会で行う.
第29条監査聾員会の聾員長は、本会の会計が務める.
第30条会計監査は現金収支に基づ〈会計帳簿が適正であるか否かについてなされるものとする.
第 31条監査委員会は、監査報告を代表者会離に提出し承冨を受けなければならない.

.6軍捕且IJ
第 32条本会規約の改正は、第 12条に基づ〈代表者会識を聞き加盟団体の4分の3以上の賛成を

必要とする.
第 33条 本会の代替わりは 12月の定例会構から進められ、 s月までに各係の任務とともに完了す

るものとする。但し、会計は会計年度をその任期とする。

附則

1994年s月27日より本規約を施行する.

5.6 小樽商科大学昼間部学生自治会 自治会費納入に関する規約

平成26年6月1日施行
(趣旨)

第 1条 この規約は、会則の規定に基づ昔、自治会費の納入に関する事項について定めるものであ
る。
(用語の定義)

第Z条 この規約において、未納者とは定められた期固までに所定の自治会費を納入しなかった会
員をいう。
(自治会費)

第S条 自治会費は、入会金と年会費からなる.
2 入会金及び年会費の甑は、下記のとおりとする.

(1)入会金 4.000円
(2)年会費 4.000円(年額)
(会費の納入)
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第4条本会会員は、入学時に入会金及び4年分の年会費在、自治会会計が定める期固までに執行
部に一括して納入しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、 a年次に編入学したる会員は、入学時に入会金及び2年分の年会費を、
自治会会計が定める期固までに執行部に一括して納入しなければならない.

3 全員が、 4年を超えて在学したときであっても、 4年を超えた部分について年会費は徴収しな
い.

4 納付された入会金は、返還しない。
{会費の年割分納)

箪5条前条第1項の規定に関わらず、経済的理由により支払期限までに自治会費の納入が困腫な
会員については、年割分納を臨めることがある.

2 年割分納を希望する会員は、自治会費年割分納申請書(別配様式第1骨)に必要書類を添えて、
執行部に提出しなければならない。

3 年割分納を認められた会員は、毎年4月末固までに当該年度の年会費を執行部に直揖納入しな
ければならない.
(会賓の返還)

第6条本学をs年未満の在学期闘で卒業、転学又は退学する会員に対しては、当骸会費を納付し

た者からの申し出に基づき、年会費を返還するものとする.
2 年会費の返還を希望する会員I立、自治会費返還簡求書(別肥様式第E号)に必要書頬を添えて、
自治会会計に提出しなければならない.

s 休学期聞は、前項に定める在学期間に算入しない.但し、休学期聞を匝明する書類を提出しな
い場合には、この限りでない。

4 返還額は、下衰のとおりとする。

(督促)

主主盟E
1年未満

1年以上2年未満
2年以上3年末篇

全豊一一
12，000円

B， 000円

4，000円

箪7条会員が定められた期固までに所定の自治会費を納入しなかった場合、自治会会計Iま下胞に
掲げる方法によって、督促を行うことができる。
(1)未納者の学生番号を公示すること.
α)未納者に対して、督促状を送付すること.
(未納者に対する罰則)

第8条 自治会会計は未納者に対して、下肥に掲げる処分をすることができる.
(1)補助予算申請を却下すること。
(2)事務局、外局又は協議会が主催する行事への参加を制限すること.
(3)自治会が管理する備品の使用巷制限すること.

2 来納者が掌生団体又は外局に所属したる場合、自治会会計Iま当該学生団体に対して、前項に掲
げるほか、下肥に掲げる処分をすることができる.
(1)学外活動補助金及び備品整理補助金の支給額を削滅又は支給しないこと.
但)自治会の許可を必要とする新入生歓迎活動への参加を制限すること。

3 未納者が外局に所属したる場合、自治会会計は当甑外局から提出された特定事業補助予算の申
帽を受理しないことができる.
(協力義務)

第9条外局、外局に所属したる学生団体及びゼミナール協議会は、未納者の督促に協力しなけれ

ばならない.
(本規約の改廃)

第 10条本規約の改廃手続曹I立、自治会会則の改廃手続曹に準ずる.
(本規約の施行に必要な事項)

第 11条 この規約に定めるほか、自治会賓の納入及び返還について必要な事項は、自治会会計が
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これを定める.

附則
第 1条 この規約は、平成27年6月 1日から施行する.

第Z条本則第5条で定める年割分納の申し出の審査については、当面の問、自治会会計が行うも

のとする。

2 自治会執行部は年割分納の申し出の審査に関わる事項についての陣論を行い、 2017年度学

生文会までに本目'1に明文化するよう努めなければならない。

3 ~'I記様式第 1 号については、当面の問、自治会会計が定める様式を代えて用いる.

5. 7 小樽商科大学昼間部学生自治会 執行部直轄サークル制度運営規

程

第一軍飽則

{趣旨)

平成25年6月1日施行

算 1条 この規程は、小樽商科大学学生自治会会則の規定に基づき、昼間部学生自治会執行部直轄

サ-'JJレ制度の運曽に闘し、必要な事項を定めるものとする.

篇ニ寧組織

第2条 自治会執行部に、直柑サーヲル連合会(以下、連合会とする)を置く.

{構成)

第3条連合会は、以下の各号に掲げる自治会役員と会員によって構成される。

①自治会会長

②自治会副会長

③自治会会計

④各加盟国体の部長、主将、又はそれに準ずる加盟国体の代表(以下、これらを総称して代表

者とする)

⑤各加盟団体の会計責任者

(役員とその職務)

第4条 自治会会長は連合会を総理し、以下に掲げる業務を特う.

①直轄サーヲル連絡会踏を招集すること.

②必要に応じて、加盟国体の代表あるいは会計を招集すること.

③その他、規約や規則に定めのあること。

2 自治会副会長は、自治会会長を補佐する.

3 自治会会計は、各加盟団体の会計監査を行う.

(直瞳サ-'JJレ連絡会櫨)

第5条事務局と各加盟団体との閣で協櫨・連絡を行うために、直睡サ-'JJレ適格金峰(以下、連

絡会)を開会する.

2 連絡会は、自治会会長が必要と認めた場合に開会する.

3 加盟国体の代表者と会計は、必ず連絡会に参加しなければならない.但し、事前に事務局が欠

席許可を与えた場合は、この限りでない.

第三軍加E手鏡

(加盟申請)

第6条 新たに体育会又は音楽文化団体連合会への加盟を希望する部・サーヲル(以下、加盟希望

団体)は、事務局に申請書を提出しなければならない.

2 申四書の様式は、事務局が別に定める。
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3 申請書の締切目時は事務局が定める.但し、 12月中に設定しなければならない.
(加盟審査)

算7条事務局は提出された申請書を元に、第8条に定める条件を満たしているか審査を特う.

2 事務局は審査に必要な場合、加盟希望団体に対して以下の各号に掲げる聞査への協力を求める

ことができる。
①事務局が指定する追加資料の提出

②当該団体の構成員に対する聞き取り調査
③会合、練習、その他活動への事務局員の立ち合い

3 事務局が入金条件を満たしていると阻めた場合、自治会会長は執行部会で当肢加盟希望団体の

加盟について発障する.
4 事務局は入会条件を満たしていないと判断した場合、不認可理由を当該加盟希望団体に通知し、

審査に用いた資料を返却する。
(審査項目)

第呂条 事務局が加盟希望団体又は加盟国体に行う審査の項目を以下の各号に定める.
①定期的な練習、又I立定期的な会合があるζ と.

②一般に公開された発衰の場、又は公式の太会への参加ができること.

③反社会的な活動を行っていないこと.

④明文化された規約によって、以下に掲げる内容について定められ、実際に運用されているこ

と。
イ役職(少なくとも代表者・会計が定められていること)

ロ会計に関する手続き

ハ構成員の加盟・脱退に闘する手続き

⑤構成員を新規に受け入れ、長期継続的に組織として活動する意思のあること.

⑥学生大会に出席していること.
⑦文学当局に団体眉を提出し、受理されていること.

(加盟訣譜)

第9条 執行部会における自治会役員の四分の三以上の賛成により、当該加盟希望団体の加盟を寵

める.
2 前項の決議は.3月末固までに当該加盟希望団体に通知する.
3 加盟国1;1:4月1固とする。但し、執行部会で変更が認められた場合はこの限りではない.

第四章加盟国体

(仮加盟国体の定義)

第 10条仮加盟国体とI立、前条の規定によって本会への入会が思められた団体をいう。
(加盟国体の轟務)

第 11条 加盟団体は、以下に掲げる書類を四月末固までに事務局へ提出しなければならない.
①団体調査書

②年間活動計画書

③予算
2 加盟国体I立、以下に掲げる書類幸二月末固までに事務局へ提出しなければならない。

①年間活動報告書
②年間決算報告書

③会計帳簿
3 前ニ項の各号に掲げる書頭の様式は、事務局が別に定める.

4 加盟団体は、代表者又は会計が交代した場合、速やかに事務局へ届け出なければならない.

(加盟団体の除名)

第 12条事務局は以下の各号に掲げる場合、加盟国体を本会より除名することができる。

①活動監察の結果、監察項目を満たしていないことが判明した場合

②会計監査の結果、不適切な会計処理が判明した場合
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③本規程及びその他の規則に定める加盟国体の韓務を怠った場合
④執行部会で自治会役員の過半数が.当該加盟国体の除名に同意した場合

⑤加盟から二年聞を経過してもなお.準加盟への昇格が認められない場合
⑥提出された書頬の配載に虚偽があった場合
(除名処分に対する異磯申立)

第 13条前条の規定によって除名処分を受けた団体は、協鴎会に対して処分取消を求めることが

できる.

2 協議会は、除名処分が不適切であると判断した場合に、自治会会長と事務局に対して、処分取
消を勧告する己とができる.己の場合、自治会会長は執行部会で勧告について横討しなければな

らない.
(加盟国体の脱退)

第 14条加盟国体は自らの意思において、連合会を脱退することができる.

2 脱退を希望する加盟国体は、脱退眉を事務局に提出しなければならない。
3 準加盟団体b<ii!分金を受け取っている場合、受け取った毘分金の全額を脱退と同時に事務局へ

返還しなければならない.

(準加盟への昇格)

箪 15条仮加盟国体は、加盟国から起算して二年以内に、執行部によって準加盟が毘められなく

てはならない.
2 準加盟昇格審査は、第 11条第 2項の定めに基づいて提出された書類を元に事務局が行い、審

査の後、執行部会で当該仮加盟国体の準加盟への昇格について発議する。

3 執行部会で仮加盟団体の昇格が認められた場合、当該仮加盟国体は4月より準加盟団体に昇格

する.
(準加盟国体の所属)

第 16条準加盟国体は、連合会に加えて、体育会、又は音楽文化団体連合会(以下、総称して外

局とする)に所属する.
Z 所属する外局は、自治会会長、外局の長たる者、及ぴ当該加盟国体の代表者が協議の上、準加

盟国体に移行するまでに決定する。
3 準加盟団体は、所属する外局の意思決定に関わるζ とができない.
(準加盟国体のE分金)

第 17条事務局は準加盟国体に対して、学生自治会執行部補助予算よりサーヲル配分金壷分配す
る。

(単加盟国体の会計監査)
第 18条準加盟国体は、自治会会計と所属外局の会計による会計監査を受ける.

2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(本加盟への昇格)

第 19条準加盟国体I立、準加盟国体昇格目から起算して二年以内lこ、執行部によって本訓盟が毘

められなくてはならない。
2 本加盟昇格審査は、以下に掲げる資料を元に事務局と件局の畢たる者が行い、審査の後、執行

部会で当該準加盟団体の本加盟への昇格について，暗譜する.

①第11条第2項の定めに基づいて提出された書類

②算17条の定めに基づいてなされた会計監査の結果

3 執行部会で仮加盟団体の昇格が認められた場合、当該準加盟国体は4月より本加盟団体に昇格
する。

(本加盟昇格後の取り扱い)
第 20!条本加盟への昇格が寵められた団体は、連合会を除籍される。

2 本加盟への昇格が昆められた団体l主、所属する外局が定める規制に従わなければならない。

3 外局が定める規約によって降格、又は除名された団体が本制度によって外局に再加盟するζ と

はできない。
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聞則
{本規程の改正)

第 1条本規程の覗正は、執行部会において役員の四分の三以上の賛成によってこれを行う.
(関連規則の制定)

第E条 自治会会長は.*規程の運営に闘し必要な規目'1を定めることができる。但し、本視程に反

する条文は効力を有しない.
{本規程の解釈)

第3条本規程の適用・解釈に疑義がある場合は、個別の事案に関して、執行部の議決によりこれ
を決する。

2 前項の規程による韓決に異揮がある場合I弘韓決後十四日以内に全会員の五十分の一以上の署

名によって、協融会に当該事案の規約への適杏の判断を付託することができる。
(関連規則の廃止)

第4条体育会規約第 10条及び第 18条第5号はこれを廃止する.
2 運動団体の新規加入に闘する細則はこれを廃止する。

3 音楽・文化連合会規約第7条はこれを廃止する。

(本規程の施行)

第5条 この規程は、平成 25年6月1日から施行する.

5.8 小樽商科大学昼間部学生自治会 学生団体の飲酒に関する規約

前文

平成 26年3月1日施行

平成27年6月1日改正

平成 24年5月7目に発生したアメリカシフットポール郁の飲酒事故は、合計 9名の部員が救

急車で搬送され、肉 1名の新入生が搬送先の病院で死亡するという重大な結果を引き起こした.
搬送された学生のうち 7名が未成年者であったことからも分かる通り、未成年者飲酒は法律で禁

止されているだけでなく、詐常に危険な行急であると言える度と悲惨な事故を発生させない

ために、また未成年者の飲酒を防止するために、学生自治会はここに部・サーウルでの飲酒に関

する自主規約を制定する.

(趣旨)
第1条 ζの規制は、学生団体による飲酒事故を防止するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)
算2条 この規制で「学生団体』とは、本会に団体登録を行った部、サーヲル、及びその他国体を

いう.
(注意喚起穂務).3条学生団体は、未成年者が出席する唱に酒績を持ち込む、若し〈は酒煩を注文する前に、ア

ルコ-Jレハラスメント、及び未成年者の飲酒が禁止されていることを示すパ〉フレット巷同席者
に提示して注意を促さな〈てはならない.

E 前項に定めるパンフレットは、昼間部学生自治会事務局が指定するものとする.
(未成年者飲酒の防止義務).4象学生団体が集会を催すとき、本学の学生は次に掲げる行為をしてはならない.
(1) 同席する未成年者に飲酒を勧めること
(2) 同席する未成年者の飲酒を制止しないこと
(新入生歓迎時期の例外規定)

第6" 前E条の規定にかかわらず、新入生歓迎時期に学生団体が集会を催す場合において、未成
年者が同席すると昔、本学の学生Iま次に掲げる行過をしてはならない.
(1)会場に酒頬を持ち込むこと
(2)会場で酒類を注文すること
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(3)会場で酒績を飲用すること
Z 前項に規定する場合において、本学の学生でない者が当該集会に参加するときは、本学の学生
でない者に対して文書にて協力を求めなければならない.

s 前項に定める文書は、昼間部学生自治会事務局が指定するものとする.
第6条新入生歓迎時期の開始目と終了目は、学生自治会事務局が定めるところによる.
Z 自治会執行部は、前項に定める期聞が始まる少なくとも三+目前までに、新入生歓迎時期の開
始固と終了日を公示しなければならない.
(罰則)

算7条次のいずれかに該当する者が所属する学生団体は、昼間部学生自治会執行部が定める年度
の新入生勧曹に関わる一切の活動禁止、若し<1ま自治会サーヲル配分金を無期限停止とし、又は
これを併科する.但し、昼間部学生自治会執行部又は文学当局に発覚する前に申告したときは、
その聞を滅軽することができる.
(1)算4条の規定に違反した者
(2)第5条第1項の規定に違反した者

E 自治会会長は、執行部会の識を経て、当譲学生団体の処分を決定する.
第自条次のいずれかに該当する者が所属する学生団体は、厳重注注意処分とする。

(1)算3条第1項の規定に反してパンフレットを提示しなかった者
(2)第5条第2項の規定に反Lて協力を求めなかった者

附 則
第1条 この規約は、平成27年6月1日から施行する.
1112条本規約の改廃手続きは、自治会会則の改廃手続きに準ずる.
2 この規約の改廃について、前項の承毘を得たときは、執行部が直ちにこれを公布する。

5.9 小樽商科大学昼間部学生自治会 自治会会計基本規約

第一章 総則

(目的)

平成27年6月1日施行

第1条 小樽商科大学昼間部学生自治会の予算、決算及びその他会計の基本に闘しては、この規約

の定めるところによる.

(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当骸各号に定めるところによる.

(1)歳入一会計年度における一切の収入

(2)歳出 一会計年度における一切の支出
2 この規約において、各機関の会計責任者とは、下記に定めるところによる。

(1)事務局 自治会会計
(2)体育会体育会会計

(3)音楽文化団体連合会音楽文化団体連合会規約第 16条に定めのある会計

(4)緑丘祭実行委員会 緑丘祭実行委員会より互還によって遅出された財務担当者
(5)ゼミナール協櫨会 自治会会則第 15条に定めのある会計

3 外局の長たる者は前項第Z号から第4号に定める会計責任者を変更した際は、速やかに外局役
員変更眉を自治会会長に提出しなければならない。

(歳出財源)

算3条本会の運営に関わる経費は、自治会費、前期繰越金及びその他の収入で支#する.

(財産の保護)
算4条本会の財産は、規則や文舎の決定に基づ〈場合巷除曹、これを交換しその他支払手段とし

て使用l...又はこれを譲渡し若し〈は貸し付けてはならない。

2 本会の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も勅畢的
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に、これを運営しなければならない。

第二章 会計区分

第一節総則

(会計年度)

第5条本会の会計年度は、毎年四月一目に始まり、翌年三月末日に償わるものとする.

Z 各会計年度における経費は、その年度肉の収入をもって、これを支弁しなければならない.

(会計区分)

第百条本会の会計I立一般会計及び補助会計とする.

第二節一般会計

(一般会計の性質1
第7条一般会計は、執行部及び協議会の活動に当てる。

信E分金の性質)

第8条執行部及び協誠会の活動に当てるために、一般会計からE布する予算をE分金という.

2 配分金在、以下のように区分する.

(1)事務局運営費配分金

(2)共益費相当圏分金

(3)互助費相当圏分金

(4)裁量企画費相当配分金

(5)特殊配分金

(6)予備費

(I!分金曜D金額)

第9条執行樟各機関に対して、一会計年度肉に配布する配分金の限度額は、下衰のとおりとする。

l 機関名称 | 限度額

事務局

体育会

音楽文化団体連合会

緑E祭実行委員会

820，0口口円

148，000円

73，000円

2，500，000円

第 10条協議会に対して、一会計年度肉IこE布するE分金の限度額I主、 170，000円とする.

(予備費)

第 11条予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を一般会計予算に設ける.

2 予備費は、 200，000円とする。

(予備費の管理及び使用)

第 12条予備費l志、自治会会計が管理する.

Z 各機関の会計責任者は、予備費の使用を必要と認めるときは、予備費使用申請書に理由、金額

及び積算の基礎を明らかにした資料を添えて、これを自治会会計に送付しなければならない。

3 自治会会計は、前項の要求巷間査し、これが妥当なものと隠めるときは、予算委員会の決定を

求めなければならない。

4 予備費使用申請書が決定したときは、当該申請書に掲げる経費については、第25条の規定に

より、予算の田布があったものとみなす。

(予備費使用報告書)

第 13条 予備費を以て支弁した金額については、各樋聞の会計責任者は、予備費使用報告書に使

用実績を明らかにした資料を添えて、決算報告書とともにこれを自治会会計に送付しなければな

らない.

2 自治会会計は、予備費使用報告書に基づ昔、予備費を以て支弁した金額について取りまとめた

文書を作成し、大会に提出して、その承障を求めなければならない.
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第三節補助金計
(補助会計の性質)

第 14条補助会計は下記に掲げる補助予算制度を通して、学生団体且ぴ自治会各様聞の活動補助

にあてるものとし、その規定は別に定める。
(1)学外活動補助制度
(2)備品整備補助制度
(3)遠征費補助制度

(的特定事業補助制度
(補助予算制度の最低金額)

算 16条 前条に定める各制度に対して、一会計年度肉に補助金計から毘布する金額は、下褒の下
隈慣を下回ってはならない.

「一一一一一而度名称 | 下限額

学宮本活動補助制度 4，600，000円

借品整備等補助制度 600，000円

道件遺征費補助制度 600，000円

特定事業補助制度 160，000円

第四節財産維持基金
(財産維持基金の管理)

第 16条会計の健全を確保するため、財産維持基金壷設置する。
2 基金として積み立てる金額は、予算上措置された頓及び決算上生じた剰余金の必要閣とする。
3 基金の運用から生ずる収益は、一般会計決算に計上するものとする.
4 基金は、大会で認められた場合に隈仏基金の全部又は一部について、一般会計又は補助会計
の財源に充てることができる。

5 本会則に定めるほか、財産維持基金の管理運営について必要な事項は、自治会会計がこれを定
める.

第三章予算

第一節予算の編成

(歳入歳出予算)
第 17条旗入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない.

(歳入歳出の見積もり)
算 18条 各機関の会計責任者は、毎会計年度、その責任下にある機関にかかわる収入、支出の見
積もりに関する書類豊作成し、これを予算の統合間整に供するため、予算要員会に提出しなけれ
ばならない。

2 前項に定める書類の様式は、自治会会計が定める.
3 各機聞の会計責任者は、予算委員会に出席し、前ニ項に定める書頬の内容について説明しなけ
ればならない.
(歳入蔵出等の概算)

第 19条 自治会会計は、前条の見積もりを検討して必要な聞整を行い、本会の収入、支出の概算

を記載した予算案を作成し、予算聾員会の決定を経なければならない。
(歳入予算の肉容)

算20条旗入予算l立、下肥より構成する.
(1)前期繰越金
(2)前年度3月末固までに納入された新入生自治会費

2 前項第 1号及び第Z号の合算額が、第9条に規定する執行部各様聞及び第 10条に規定する協
議会に対するIo分金の限度碩の合算額、第 11条に規定する予備費並びに第 16条に規定する補
助予算制度の下限額の合算額に満たない場合、財産維持基金よりその不足分を取り崩したうえで、
歳入予算に繰り入れることとする。
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(歳出予算の内容と区分)
第21条鳳出予算は、下肥より構成する.

(1)一般会計
(2)補助金計
(3)財産維持基金組出金

E 一般会計の歳出予算にあっては、その支出に関係のある機関などの別に区分し、補助金計の歳
出予算にあってI志、制度の別に区分しなければならない.
(予算の夫会への提出)

第22条 自治会会計は、毎会計年度の予算を、予算要員会の審議を経たうえで、当議会計年度の
大会に提出しなければならない.
(予算添付書類)

第23条文会に提出する予算には、昏考のための書類を添付しなければならない.
2 前項の書類は、別に定める.

(暫定予算)
算24条各機関の会計責任者は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を
作成して、予算委員会に提出することができる.

2 暫定予算に基づいて支出できる碩I立、第9条の嚢中及び第 10条に定める各機関に対する配分
金の限度額の3割を超えない範囲とする。

3 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づく支出又
はこれに基づ〈債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたものとみなす.

第二節予算の執行
(予算の払い出し)

第25条 予算が成立したときは、自治会会計は、大会の譜決したところに従い、各機関の会計責
任者に対し、その執行の責に任ずべきE分金を払い出す.
(予算の目的外使用の禁止)

第26条 各機聞の会計責任者は、 E分金及び補助金を規約及び大会の韓決の定める目的の外に使
用することができない。
(領収書の管理)

第27条各櫨闘の会計責任者は、E分金より支出したと曹、適当に記載された領収書を受け取り、
ζれを適切に保管しなければならない.
(帳簿の管理)

第28条各樋聞の会計責任者は、配分金より支出したと曹、支払った金額と残高に闘して帳簿に
記載して、これを適切に保管しなければならない.
(領収書及び帳簿の公開)

算29条 各機関の会計責任者は、自治会会計の要求があると昔、保管した領収書及び会計帳簿を
公開しなければならない.

2 自治会会計は各梅聞における領収書の保管状況や帳簿の管理状混を定期的に監査し、必要に応
じて各梅閣の会計責任者に対し、適切な指導と助言を行わなければならない.

第四章決算

(決算の作成)
第30条各機関の会計責任者は、毎会計年度、自治会会計の定めるところにより、その責任下に

ある機関にかかわる歳入及び鳳出の決算報告書巷作成し、これを自治会会計に送付しなければな
らない.

2 自治会会計は、前項の決算報告書に基づいて、予算藁と同ーの区分により、歳入歳出の決算
を作成しなければならない。
(決算の監査)

第31条 自治会会計は決算に関連書類を添付して、協障会より選出されたる会計監査人の監査を
受けなければならない。
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(決算上の剰余の翌年度繰入れ)
第32条 毎会計年度において、歳入歳出の訣算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳
入に繰り入れるものとする.

第五章雑.'J
(会計書麺の公開)

第33条 自治会会計は会員からの要求があった場合には、会計書類を公開しなければならない。
(本規約の改廃)

第34条本規約の改廊手続曹は、自治会会則の改廊手続曹に単ずる。
(本規約の施行に必要な事項)

第35条本規約の施行に闘し必要な事項は、自治会会計がこれを定める.

附則

箪1条本規約は、平成30年e月1日から改正施行する.
第2条 (平成-=+八年度削除)
第s条 (平成二十八年度削除)
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はじめに

近年、学生が巻き込まれる事件・事故等が増加しています。これらに対

応するには、学生自身が事件・事故を認知・回避し、万が一遭遇した場合に

おいても、迅速かっ適切に対処する必要があります。

学生の皆さんが事件・事故についての正しい知識をもち、安全な学生生

活をおくる一助とすべく「学生生活安全マニュアノレ」を作成しましたので

活用してください。

また、大学では、防災閉|練、疾病予防のための講演会等、予防のための

各種研修等を準備していますので、学生の皆さんはこれらに積極的に参加

してください。

目次
I. 関連緊急連絡先一覧

II. 飲酒

III ドラッグ

IV. 事件

v. 事故

VI. 学外での活動

VII 災 害等

VIII感染症、食中毒

IX. ノ、ラスメント

z 悪徳商法

XI. ブラックパイト

XII. カノレト集団

XIII. インターネット利用マナー

2 

8 
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14 

15 

16 

18 

19 

21 

21 

22 
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1. 関連緊急連絡先一覧
学内で事件、事故、損害等に遭った場合又は努見した場合には、必要に応じて警察や消防署に連絡をすると同

時に大学の下記師暑に連絶してください.

なお、土・日・視日等大学職員が不在の場合は、大学正門入口左横田著書員室に適格してください.

普署員から大学の関悟師暑に適格が行きます.

区分 官ー・4 竃悟ー・， 連錫向".. 

消防署 消防署 119 調防車、韓亀車を呼ぶ場合

警察 警察署 110 事件・事故.

曽由時間

病院 小樟市在聞揖宿センタ 0134-22-4618 午睡e晴-!I!日午前7暗まで.

(聖日が日・祝日目朝l孟午前9時まで)

調費者 小樟・北し')ベし
0134ト23ド7851 相霞時間(平日 9時-17時}

センター 消費者センター

学生支援霞 0134-27-6245 草生聞蝿事件・事融、火災等賞曹

韓事課 0134-27-5206 学生闘悟以外由事件・事故

国際空流量 0134ト，27-5260 海外臓行中田事故

末学

惇恒曹理センター 0134-27-62田 個書・宣申書等寵掴に闘する己k

0134-27-6226 .:t.日・視日等文学職員が不在由埴合

警務員室

090-2699-7939 曹璃員室に曹事員が不在国場合(携帯)

ハラスメント相鼠宣
0134ト27~詞87 ハラスメントに関すること.
(専用ずイヤル) e-mail: ha田sumento@res.o旭町 UC.8C.JP

文学の 摘み事なんでも.
各種相蔵量 (休量期間、祝日を陣〈甚週月曜日由

学生冊でも相蹟童
0134ト27-6241 14:30-17:30、水曜自由 13:30-17:30、

(3号館4階}
金曜自由 13:00-17凹}

e-mail 田udan@offi哩 0旭町田町IP
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11.飲酒
平成踊年6月 1日にアルコール憧庫障害対置基本桂が施行されました.この法律により、アルコール瞳康障

害の発生、進行および再発の防止のために、固や地方公共団体の責務、販売業者や国民等の努力義曹が明文化さ

れました.本学では、平成 24年 5月 7aに起きたアメリカンフットポール部における敢酒事故を畳け、大学構

内を全面的に散酒禁止としています。学外で敢掴する場合であっても、過庄の敢酒・イッキ散みを「しない」、

「させない」、未成年者散酒を『しない』、 「させない」ことを徹底してください.また、以下町事項を鼎読L、

よく理解しておいてください.

1.アルコーノレの代謝について

① 日本人の約半数は飲めない体質

お酒に「強いJ r弱いIは体質によって決まります.日本人の約半数近〈は、遺伝的にお酒に弱い体質だと

いわれています.その内量パーセントにアルコールをまったく受けつけない人がいます.その場合、飲酒はで

きません.哩りの前半数は、アルロールを分解する酵素の噛きが十分ありますが、自分の代酎能力を超える量

のアルコールを急激に揖取するなら、急性アルコール中毒は起きます.また、飲めるからk言って長期にわた

って適量を超えるアルコールを掻取し続けると、アルコール依存症や内臓高血にかかる可能性があります.

②アルコールパッチテスト

アルコールパッチテストで自分の体質を知ることができます.また、アルコールの代謝が置い、あるいはま

ったく酒が飲めない体質町人がいるということも知っておかなければなりません.本学の悔瞳管理センターで

は、毎年6月頃にアルコールパッチテストを実施していますので、必ず垂けてください. (実施予定について

は掲示を確輯してください). 

③飲酒による体の変化

アルコールは、接取すると精神的畢張を解き放し、気分をリラックスさせ、食戒を増進させる等の作用を持

ちますが、 方、飲み方や量を間違えると急性アルコール中毒を起こし、酷町してE常な判断や行動が取れな

くなり、事故の原固となります切アルコールの害を十分輯寵して、節度ある飲酒を心がけることが大切です.

〈酔いのメカニズム4段階〉

①ほろ酔い気持ちがほぐれる E 
アルコールの作用で大脳新庄慣がマヒし理性四抑制がはず恥る.一方で、気分がほぐれ、 Hラックス

している.酔っていなー、と且い部ち世がこ田段階でも運転は犯罪.脳のマヒは既に蛤まっている状乱

②酪町 足元がふらつく 1 
大脳辺縁系にマヒが且世、 「酔っぱらい」状歯.岡巴話を繰り返す.隣白人にからむ.ロレツが回らない.

足元がふらつく.こんな兆候が出たら、飲むのはストップ.周りの人世飲ませないように.ιごと川崎信アノルコーノル情鵬勝止措繍f 吋

-11多いのぽ皇tsJf!.
③明酔 酔いつぶれる E 

マヒ位大脳全体に広がり、脳幹や脊髄にも及び抽める酔いつSれ」状瞳.吐いたものをつまらせて

量且する危険部ある.絶対に一人にしない.憶か部付き添って荊院に連れて行く.

④昏睡→死何をしても起きない E 
マヒ怯脳幹、脊値から、呼暖中枢のある延値に至る.ここがやられてしまうと、あと陸軍のみ.

たたいてもつねっても反応1情なかったら、生死に闘わる覆刻な状富島、すぐに救晶車を呼Sこと.

出典イッキ飲み防止連絡協融舎のホームページより

1アルコーノレで命や健康を脅かさないために
・アルハラをしなL、.させない.

・未成年者飲酒をしなし、.させない.

・イツキ敢み、無茶飲井をしない.させない.
・一口でも飲んだら運転はしなし、.運転するなら一口も飲まなし、

・体調がすぐれない時、スポーツや丸帯時には飲酒しなし、.

・適量を守る. (通常のアルコール分解能力がある人の適度な飲酒は純アルコールで 1a 20g以下)
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① アノレハラとは

アルハラとは、アルコール・ハラスメント由時で、世酒にまつわる入植侵害。場合によっては命を奪うこと

もあります固具体的には、イッキ飲み、早飲み競争・嗣グーム等により、上下関係で飲酒を強要する、飲めと

はやしたてる、大量に飲ませて酔いつぶす、酔ってからむ等の入植侵害です.これにより被害者は、命を央う

ケースもあり、面害などの犯罪に措展する可能性のあるきわめて悪質かつ危院な行為です。

アルハラの定義5項目

飲み会主催者・参加者の rsつの責任」
・アルハラをなくすこと.飲酒にまつわる曜がらせ・人措置害をしない.飲めない人への配慮どして、ノ

ンアルコー配飲料を用意すること・吐く人を出さないこと. r吐けば太丈夫」という考え方は非常に危院であると認曲する。限界以上に飲

ませないよう心がけること.・酔いつぶれた人が出たら、介抱し、保護すること.決して放ったらかしにしてはいけない.救急医暗に

軍持するなどの対処をとること.・未成年者に敢酒させないこと。未成年者敵酒は、桂樟で禁止されていることはもちろん、身体が未発達

であることから、聞の委縮、アルコール位存症、臓器陣容などの危険性が高まる白・車を運転する予定町人に故酒させないこと.飲酒した人はもちろん、勧めた人も法的に罰せられる.飲

酒運転が惨劇を生み出すことを理解すること.

イッキ飲みをさせることは犯罪行為
短時間に大量のアルコールを摂取すると、アルコール壇度の高い血揮が胞に涜れ、大脳全体が麻聾し、
「急性アルコール中毒j になります固

『急性アルコ}ル中毒j による事故の多〈は、コンパなど多入量で帽を飲む場合、特に「イッキ飲み」

をしたときに起こっています。サークル等のロンパで、半強制的に「イッキ飲みIをやらされへ売に至っ

たケースも多くあります。

「イッ今飲み」位、血液中町アルコール温度が念撮I上鼻するため、酔っているという自置なしに酉聾
.昏睡状.に陣り買に至ることもある大変危険な行為です.

絶対悼しないことはもちろん、周囲で「イッキ歓み」を目撃した揖舎は、必ず止めて〈ださも、.

イッ寺飲みなE、飲酒を強要した場合、強耳鼻、書官鼻、館建責任者遺嚢致死鼻、悔害現揖助勢，匹、過

失'害輝、過失致死鼻等の刑事柄に問われるだけでなく民事上の損害賠償として莫大な金書置を附求される

こkもあります.

自分が被害者にならない、また、加害者にならないように十分注意してください.
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②未成年者飲酒は厳禁

20歳未満の未成年者は軍司酉できません.

『未成年者散酒禁止法j という法律で禁止されていますが、それは発遣段階にある身体に、アルコールが危

院なものだからです固

未成年者飲酒麓止法

来成年者の親権者や監督代行者は、宋成年者の飲酒を制止する義事がある. (揮 1条 2項)
これに違反した場合は科料(粛8条 2項}

酒販売庖は、未成年者が飲酒することを知りながら酒類を販売してはいけない. (第 1条 3項)

これに違反したら 50万円以下町罰金(第3条 1項)

この場合、違反者だけでなく責任者も処罰される(第 4条)

酒販売屈は、未成年者の飲酒防止の為年齢確認等を行うこと(第 1条 4項)

未成年者が飲用のために持っている酒類等を行政処骨として没収・廃棄できる(揮 2条)

③もしも酔いつぶれるような人がでたら

1.絶対に一人にしない.

2 衣服をゆるめて楽にする。

3.体温低下を防ぐために毛布なEを掛けて暖かくする.

4 吐物による壷且を防ぐために、横向きに寝かせる.

5.吐きそうになったら無理に起こさずに揖向きのまま吐かせる.

6 自分で吐けない場合は無理に吐かせない.

7 皇金主盤主主主主ι水やスポーツドリンクなEで水分を補給する.

こんな症状はすぐに救急車を 1

-大いびきをかいて痛覚刺激に反応しない.

・ゆすっても、呼びかけても反応がない.

-全身が冷え切っている.

・倒れて口から抱を吐いている.

-呼吸がゆっくりで造切れたり、横〈て早い.
.意酷がな〈失禁している.
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III.ドラッグ

1.薬物乱用
薬物乱用とは、遊びやおもしろ半分で薬物等を不正に使用したり、悪用したりすることをいいます。また、

医誕品を本来町目的から逸脱した用法や用量で使用することも乱用になります.

薬物を乱用すると、精神障害を費症するなど脳に樺剖なダメージを与える陪治、内臓にも麗軍曹を与え樺々な

健康問題を引き起こします.また依存性も強く、薬物を手に入れるために窃輩、強亜日売春、さらには殺人なE
の犯罪を誘発し、車庭崩壊一社会秩序の破櫨などの要因にもなっていますa

2.主な薬物

①覚せい剤(スピード、エス、アイス、クリスタノレ、やせ薬)

宜せい剤は、主に麻黄という植物から抽出されたエフェドリン等を原料と Lて、化学的に合成して製造され

たもので「覚せい剤取締法」で規制されています.
依存性が強〈、乱用を続けると「覚せい剤楠神病」となり、壁の染みが人の繭に見える、みんなが自分を見

て悪口を言っている、警串に追われている、離かが自分を離しに来るなEといった幻覚や妄想が現れるほか、

時には錯乱状態になって発作的に他人に暴行を加えたり、殺害したりすることがあります.

乱用を止めても睡源不足や過労、ストレス、飲酒をきっかけに、突然、幻置や妄想などの精神障害が現恥る

フラッシュパック(再構現象)が起こることがあります.この現象は、半永久的に腕きます.

ま士、大量の置せい剤を摂取すると急性中毒により、全身けいれんを起こし意嘩を央い最桂には脳出血で死

亡することもあります.

②大麻(グラス、チョコ、ハッパ、マリファナ、クサ、ジョイント)

大麻とはアサ科の一年草である大輝草とその製品をいい、 『大麻取締法」で規制されています.

乱用すると、一般的には気分が世話、陽気になり、よくしゃべるようになると言われていますが、その一方

で視量、聴賞、味賞、触置などの感置が過敏になり、亜調を来したり、且考が分裂し、届情が不安定になった

りします.このため、興奮状魅に陥って轟力や挑発的な行為を行うことがあります.また、幻覚や葺想などに

襲われるようになります固

過去に大麻事犯で逮捕された大学生の多くはいわゆる軽いノ Fで車輸に手を出したととがきっかけです.

車輸には、強い依存性があるので度手を染めると止められなくなり、必然的に世用量も増え依存症、中毒

になります.

③危険ドラッグ

平成田年 12月 17日に法律 f議
員立法)が改Eされ、 (図1参照)

危険ドラックの取り蹄まりが強化

されました叩

危険ドラックは心身への車響が

強く、幻覚・幻聴、吐いたり、宜融

を央ったり、暴れたりなど様々な症

状が出現し、最雇の場合は夢Eに至っ

てしまうこともあります.

また、自分の意志では止められな

くなる"依存"や、値用量訴猶えてい

く"耐性"という層調環が生じます.
そのような事態になれぽ、家族や友

人を失ったり、将来が閉ざされ、抜
け出すには憂い期間にわたって抽曹

が必要になります.
危憤ドラックは、ハープ、アロマ

オイル、パスソルトなどと称して売

られていることが多く、一見、無害

に且われがちですが、大変危瞳で有

図 1
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容です。友人に曹われてー固くらいならといった軽い気持ちから手をだすことがないよう十分に注意してくだ

さい.

④ MDMA等錠剤型合成麻薬

MDMA、MDA等は、置せい剤と似た化学構造を有する合成麻薬町一種で「麻畢及び向精神薬取締語jで規制l
されています.MD恥且は別名 Iエクスタシー」、 「パツ」、 『ラプドラッグ」、 『タマ」と呼ばれています.

乱用により不安や不眠、さらに錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝障害や記憶障害の症状が現品ることもあ

ります.

⑤ コカイン(コー夕、タラッ夕、スノー)

コカインは、南米原産のコカの薫を原料どした車軸で「麻轟及び向精神薬取締桂」で規制されています.

乱用により、幻貴等の精神障害が現れ、大量に摂取すると呼唖困費量により死亡することがあります.

⑥ マジックマッシュルーム

いわゆる「マジックマッシュルーム」は、麻llI!成分であるサイロシン、サイロシピンを含有するキノコ類の借

称です。乱用により、幻覚作用が現れることがあります.平成，.年 6月に「麻裏及び向精神薬取締怯」の麻薬

原料植鞠として指定され、その栽培、輸入、瞳量、瞳畳、所持、植用等が禁止されまLた.

⑦ シンナー(アンパン)

シンナーとは、塗料を塗るために檀用される有機溶剤のことをいい、トルヱン、接着剤、充てん剤とともに「毒

物及び劇物取締法jにより、その乱用が規制されています.

乱用により、集中力、判断力が低下し、何事も無気力になるほカ¥幻覚や妄想なEの精神障害が現れます.特

に恐ろしいのは、乱用によって大脳が蕃摘し、一度暗躍された脳の働きは決して元には戻らないことです。

③ 向精神薬

向精神薬は、中枢神経に作用して輔神棚能に蕗曹を及ぼす物質で、その藁理作用によって値静系k興奮系に大

別されます.

また、ほとんi!.'医轟品として流通していますが、医師の指示によらず乱用すると感情が不安定になる、判断
力が蝿くなる、歩行先帽になるなE、心身に陣容をもたらすため、その不正な取り引きは「麻薬及び向精神藁取

締法」により規制されています。

IV.事件
大学噛内は様々な人が出入り L、壷難事件が多発しているため、構内だからといって訣して抽断せず、自分の

身の回りの鞠に闘しては細心の注意を払うことが大切です.

また、学生出窃藍等の事件を起した場合には、刑事罰を畳けて杜会的制裁を畳けると同時に大学からも懲戒品

分を畳けることになります.事件を起さないことは無輸のこと、事件に巻き込まれないように註宜して充実した

学生生措を量ってください白

安晶なアルバイトが犯罪になることが!

「振り込め詐欺j に加担した大学生が逮捕される事件が全国で桂を絶ちません.

桂害者から直接現金を受け取る『畳け子」や、口座から現金を引き出す「出し子」だけでなく、そ

れと知らずに加担してしまうこともあります.

例えぽ「預金口座を作ってくれたらO万円で買うよ」とか「君町名義で携帯電話を契潤してくれた

らO万円払うよJ，いった輯いをアルパイト感宜で安易に畳けてしまうケースです.それはあなたの

知らないところで詐取に悪用されるのです.またそれが自分の弱みとなり寧革まで巻き込まれます.
そのような話を持ちかけられても、絶対に引き受けないでください。

授業料を使い込むなEにより普しくなり、振り込め詐欺に加担する倒もあるようです.
生活の乱れは学業不振につながります.その感循環から描け出せずに、自ら犯罪に近寄っていく恐

れがあります.最低限のモラルを身に付け、大学生措を全うしてください.
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1.盗難

①予防策

講義室、体育薗等にパッグを置いたまま、トイレ等に行かない.ロッカーは必ず施錠する、貴重品(現金

・クレジットカード等)は机上に置かない等、盗難桂寄に遭わないよう十分注置すること.

課外活動施設等町利用に当たっては、室内町整理整頓に努めるとともに、出入り口の施薩の徹底を園るこ

と.また、.の菅理については、雌格に行うこと.

②事件発生時の対応

盗難にあった場合は、直ちに被害状況を学生支援謀学生支痩係(職員が不在の場合は普草署員室)に報告す

るこ t.
必要に応じて、普串署に通報すること。(普串への被害届提出は本人が行うこと。)

普事の現場検証が行われる場合は、必ず学生支撞輯学生支撞樟(普覇員室)に連絡し、職員を立ち会わせ

るとともに、被害状況報告を明確に行うこと.

2.傷害事件等

①予防策

学内での農序維持に努めると kもに、大学人』としての自覚を持ち、事件を未捕に防ぐよう配慮するこt.

②事件発生時の対応

事件が発生した場合i立、発見者は直ちに学生五彊罷学生支援係(普事員室)、必要に応じて保健管理セン

ターに連絡すること.状況によっては、 E揖消防署{救急車)又は普揖暑に連轄すること.

3.学生の懲戒
大学では、学割の規律ないしは秩序を維持し、その教育目揮を達成するため、本学の規則に違反し、又は学

生の本分に反する行為があった学生に対して懲戒担分を特います.

学生前学外で起こした悪質な空理事故、刑事事件等についても、社会的な法的処分とは別に教育的指導の観

点から、大学の懲戒処占を行いますので、くれぐれも事神・事故等を起さないよう十分注意してください. (詳
しくは、小樽商科大学学則第43条、小樽商科大学学生懲戒揖程等を参照.) 

①懲戒処分の具体的対象行為

{ア)定期世世等における不宣行為

{イ}悪質な交通事故・吏通違反

{ワ)刑事准上町処嗣の対象となる行為

{エ}アルコール・ハラスメントの対象となる行為

{オ)その他、本学の親則に違反し、又は学生町本分に著しくEする行為

②懲戒処分の種類と内容

{ア)退学学生としての身分を奪い、放学すること.

{イ)停学無期又は有期とし、この閣の登学を禁止すること.

{ワ}訓告注意を与え、持来を戒めること.

V. 事 故

1.正課活動中における事故

インターンシップ、教育実習等正曹活動中は本学学生として責任ある行動をするとともに、事故防止につい

て十分注意し、対外的に迷嘩をかけ由ょう万全を期してくださ".

もし、事故が起きてしまった場合には、大学、また先方への連轄を車らぬよう注意し事後処理に輯宜を持

って当たることが必要です固
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①インターンシップ・教育実習・介護体験

一般的留意事項

「学生融育研究見書傷害樺院(学研提)J及び「学研見付帯賠慣責任品世(付帯賠責)J等の保肢に加

入すること.
守租轟務を守ること.期間中に得た情報をみだりに杜外に揖漉してはならなし、.勝手に置料をコピーし

たり、許可無く貴料を持ち出してはならなν、.

事故等の防止
-週勘違上での事故等の防止

研修・実習先までの通勤通上における事故防止に努めること.特に自車用車を使用する場合は、道路吏適

法等の法規を遵守し、安全運転に心がけること.
・期間中町事故等の防止

受入企轟・呈入枝の就業規則・校則・安全規則等を十分理解し、細心の注意を払い、業務道行に努めるこ

と.上司の命令に従い、職輯・実習に専念すること.

事故等が起きた時の対応
事故等部発生した場合は、まず安全を確晶することを第一に考え、しかるべき措置を取るとともに、研

修先企業・畳入校の担当者及び本学に事故の状況を報告するこじ

②ゼミナール合宿旅行・現地調査

一般的留意事項
「学生教育研究提害髄害保障(学研提)J及び「学研虫付帯賠償責任樺険(付帯賠責)J等の保障に加

入すること.※群Lくは、学生生措安全マ=ュアル官の8を参照してくrさL、.

事故等の防止
-目的地までの事故等町防止

目的地までの移動に当たっては、公共吏通構闘を利用し、自家用車での移動は避けること.やむを帯ずに

自家用車を使用する場合は、道路吏適法等の怯置を遵守L、安全運転に心がけること.
・期間中町事故等の防止

指導教員、相手先企業の担当者等の指示に従い、細心の注意を払うこと.

事故等が起きた時の対応
事故等が発生した場合は、まず安全を確梶するこkを第一に考え、しかるA き措置を取ると kもに、学

生支撞聾(珊t員が不在の場合は普麗員室)に事故白状況を報告すること.

2課外活動中における事故
課外活動は、サークル等の自主的な運営と構成する学生の自覚k責任において行われるものです.

各サークル等が各種の行事を企画する場合には、日頃の韓習活動を踏まえたうえで、次の留意事項を遵守し、

事故防止について十分曲討を加え、万全を期してくださu、.

①一般的留意事項

-サークル等が宥事を実施したり、あるいは大会等へ参加する場合は、必ず事前に課外活動届又は集会届を

学生支握課に提出すること。

・体力の消耗回世しいスポーツ等の大会に参加する場合は 事前に瞳康静断を畳け保障に加入すること。

特にサークル等のFーダーは、参加者の憧康器断結果を確寵すると kもに、少しでも身体に異常のある者

は大会等には参加させないこと。

・サークル等が主管して大会等を行う場合は、救急指定病院を事前に碓寵しておくこL

②登山を行う際の留意事項

・壷山を行う場合は、事前に韓外活動届(畳山計画書}に地図等を離村して、圃問教員の了承を畳けて、学

生主橿現に提出すること.
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-山行町Pーダーは、最寄りの嘗串暑に豊山計画書(入山届)を提出すること.
・装備、携帯器具、服装などは事前にチェック L、非常食を携行すること。
-畢急時の聖路手段として、携帯電話、無離揖等を携行すること.
・入山前、入山中は気象状況を常時把握し、行動中に気象状況が急変した場合は、臨機に対応L、危肢の回

避に最善を尽くすこと.
・山岳梶院に加入すること.
・下山した時は、直ちに無事下山した旨、学生支援限(職員辞不在的場合は警務員室)に届出ること.

③水上競技を行う場合の留意事項

-ヨット及vポートを水面に出す場合は、事前に証(救助艇を含む.)全体にわたりチェックし、諸設備の
安全性を確認すること.ヨットについては、艇のエアパッグの点検及びライフジャケツトの着用を雌守す

ること.
・瞳技等の実施前には、気象状況を的確に把握し、輯技等中に気象状況が晶壷・轟化した場合には、直ちに

競技等を中止し、安全な場所に避難すること.
. II! (救助艇を含む.)の設備、装備に損留などがあることを発見した時は、直ちに学生支撞幌に報管する
こと.

④ 事故が発生した場合の対応

.人命町安全を最恒先に対応すること.
-事故等の状況や状盤を確認し、学生支援限(職員が不在の場合は普輯員室)、保障管理センター、圃問教

員等に理輯すること.
-畢晶を聾する場合は、消防署{救急車 119番)に通報すること.
・救急車には、被害者の事情をよく知っている部員等が同乗し、経過を学生支援限に報管すること.

・事笹には、事故報告書を学生支援楳へ提出すること.

飲酒に関する注意

学外で飲酒を伴う行事等を開催する場合、サークル等のリーダーは未成年が飲酒す

ることがないよう十分注意してください。また、成年であっても過度の飲酒や強制的

な飲酒が行われることがないようしっかり監督して下さい。

3.海外旅行中における事故

本学は国際交滑が盛んで、長期、短期にかかわらず、毎年多くの学生が海外に留学します.
しかし、昨今町ニュースにも見られるように、日本人留学生が事件、事故江巻き込まれるケースは後を絶ち

ません.留学に限らず、海外に渡航する場合には、必ず現地の情報を収集L、風習慣習等を学び、且主主i主盆
担が車うこ~を強〈宜酷し、細心の註置を払って行動して〈だきし、.

①旅行前の留意事 項

-十分な情報収集を行い、危院地帯への揖行は世けること.
参照外務省樺外安全HP(ht帽す岬ww.阻 zen.mofa.go.jp)

電話(官事サービスセンター(梅外安全担当 03-5501-81回)
・在外公館リストは外務省 HPから fht.tn:II_.mn白，"，.，n/mn俗、lintlPT.html】

IたびレジJ(1車排旅行登揖システム)に豊島すること.白悦，Do:/lwww四回押U.mnfB四;n!回.bi開 .n
.ピザの要吾、パスポートの有効期聞の確龍を千Tうこと.

・パスポートを紛失した時のために、パスポートのカラーコピーを用意し、持ってい〈こと.
・万ーの時に備えて、樺外旅行保憤I加入すること.
-旅行スケジ旦ールを日本の家族に渡しておくこと.

-万ーの時怯備えて、現地で助けを求めることができるん駒等の連軒先を陣保しておくこと.

②旅行中の留意事 項

-パスポート、航空券、クレジットカード、現金、トラペラーズチェック等の貴重品は各自が責任をもって
管理すること.
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-手荷物は、床、机、椅子等に置かないようにし、特に観光客が集まる場所では手から離さないこと.

・遣を歩く際には、なるべく車道を避け、また荷鞠は車道制の手に持たないこと.

・ホテルの室内では必ず瞳を掛けること.

-その他、止の事項に心がけること.

O危院地帯には絶対立ち入らない.

O多額の現金は持ち歩かず、宝石等は必要以上に身につけない.

O目立つ服装、振る舞いをしない.

O夜間町一人歩きは絶対にしない.

O見知らぬ人に自分の写真を撮らせない.

O見知らぬ人に勧められた飲食物を口にしない.

O惜安のよくない場所では、地図を聞かない.

O大麻等日本で禁止されているドラッグには挫して手を出さない。

-生水、生物の飲貴は控えて、膏生面に十分注意するこ<.具合が悪ければ、まず体聾を取り、場合によっ

ては、現地の摘院、医師に相談し、加入している海外旅行信害保障のアシスタンス・サービスを利用する

な1'1.-て憧康の回檀に努めるこ<.

・その国の法令や規則、その土地の人々の風格習慣や国民性を理解すること.

③事故等が発生した場合

-万一藍難にあったり、トラプルに巻き込まれたりした場合は、速やかに現地の普事等に通報し、桂害届を

提出して、在明書(ポリスレポート)をもらい、近くの日本大佳館・恒事館に連絡桂、車旗、大学に報告す

ること。

文学窓口
国際交流室(電話)+81-叩4-27-52胆 (メールアドレス)inljimu@σ惰回ota叩-uc.ac.jp

職員不在の場合

普審員室(電話)+81-惜 4-27-6226 携帯)+81-90-2699-7939 

4交通事故
大学在学中に、自動車・パイクの免許を取得し実酷に運転する人も多いと思いますが、運転の酷には安全運

転に十分弾めてくださu、.そして、品ず在宜畢障に加入して〈世きも、.

なお、大学への自家用車での通学祉、学生入捕許可証を持っている学生しか輯められていません.もし、違

反して自寧用車で大学へ来た場合には、車に違反カードが貼られ、違反が黒積した場合は、懲戒処分を畳ける

こともあります.

また、悪質な究通違反、究通事故(無免許運転、酒気帯び運転等)を起こした場合には、学生の懲戒処分自

対象kなります. (学生の懲戒処分については、学則 43条、学生懲戒規程を参照。)

①予防策

-お酒を飲んだ時は、絶対に運転しなu、
・自動車運転の際はシートベルトを必ず装着する。

.パイク運転の際はへルメットを必ず装着する.

・スピードダウンを心掛ける.

②事故発生時の対応

・加害者を摘輯する. (運転者の氏名、住所、電話番号、免許証番号、車の持ち主及び車の壷揖番号等)

・自動車損害賠慣費担保険番号を確認する。(制険会社名、在明書番号、加入年月日等)

・小さな事故でも必ず警察署に屈け、事故証明をkる. (事故証明位、控目、示離や揖害賠慣を請求するk
きに必要)

・軽い怪載でも医師の診断を畳ける.病院の領収書は保管しておく. (事故笹、桂遺症が発生するこkがあ

るため)
・示談は専門の槽聞や保険金社等の担当者kよく相談をしてから行う.

5_救急処置

学内で事故が起きたり急病人が出た時は、あわてずに状況を的曜に判断し、柚揮が必要と判断される場合に

は応急処置を行った上で、できるだけ速やかに学内の保瞳管理センターへ急行してください.なお、時間外の
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場合は、小樽市在間急病センターσEL0134-22-4618)を利用して〈ださい.土-a・祝Hは当番病院が指定さ
れていますので、確輯の上、受診してください. (.検索先小樽市医師会 http://w¥剛otmed.or.jp)

緊急車・重症車が高い場合は救急車を呼んで、保睡管理センター又は学生支援眼(職員が不在の場合は警務

員室)へ連絡して〈ださい.

①一般的な応急処置

-患者を寝かせる(ショックで倒れるのを防ぐ)。薗が紅潮している時は頭を少L上げ、唖吐の可能性があ

る時は、閣を横に向ける.
・出血、熱4匹、骨折なEのクガや寧盤町程庄を調べる.

・被服類を除去する必要があるときは、無理に脱がせることなく、被服を切り取る.
・本人、特に重症者には負悔箇所を昆せないようにし、血者をいたわり、やさL<元気づける.また、見物

人を遣ざける.
-血者の担いは安静第一にして、むやみに動かさない.また、毛痛などをかけて血者の幌温に努める.

・意融不明の者の口に水などを世入しない(気管に入り危院です). 

②ケガの応急処置

切り傷・擁り侮
〈比較的和、樺り歯や回り薗の場合〉

・基本的に、応急処置の段階で消毒はせず、何か持れたもので切ってしまった場合は、水道水でよく洗い摘

してください.

・盛口は乾燥させないように保ちます.ガーゼの付いていない、乾燥を防ぐための酔倉I膏が市販されていま

すが、なければラップで被って外れないようにテープ留めします.ラップに白色ワセリンを塗って覆うこ

とも有効です.

く漂い切り盤町場合>

血部をきれいなハンカチやガーゼ等で圧迫止血しながら病院に行きます.

鵬傷(やけど)
カップラーメンのお湯やへアアイロンを使用して受留するケ}スが時々見られます.日頃から安全に留意

し、万がーの時の適切な処置を心得ておきまLょう白

くやけどの分類〉

・熱髄の重構度は、その深さによって I度からE度に分けられます.

I度は庇膚表面(表皮)のみが損留を垂けた状睡で、赤みを帯vチロチリと痛みます.

・表庄の下町真直にまで損曲がlit.s:と rrll!になり、水ぶくれができて激しく痛みます巴化麗しやすくなるの

で、清潔に保つことが大切です。

-m度になると、損画は直下組1融や苗肉にまでEび、壕死を起こし、痛みその他の知章を央います.この段

階では植皮拍時が必要となります.rr度以上のやけどを広範囲に負うと危険な状態となり、命にも関わる

重駕な事簡を招くこともあります。

〈応急手当について〉

・まず、畳面部位を冷やすことが大切です。衣服の上から受信した場合は無理に脱がせず、まず流水で冷や

します。冷やすこkで痛みがやわら宮、やけEが樺〈進行するのが抑えられます.

• 1庄のやけEで小範囲の紅斑だけの場合は、冷やすだ吋で拍ります.水植ができた場合は、できるだけ破

ったり取り除かないようにします.きれいな水植膜は量日間もとの皮膚の替わりに圃き、水分の保持、痛

みの軽融、感染予防などに世立ちます.
.rr度以上町やけEの措離の基本は抗生物質外用剤の塗布です.ただし、揮さ、部位、汚染度なEによって

使う外用剤の種類、置が遣いますから、皮膚科なEを畳診LまLょう.

E度のやけどの場合、とくに広範囲熱晦や重症熱悔の場合は、韓合病院ですぐに救命惜控を開始する必要
があります.速やかに救急車を呼び、その際は、落ち着いて「韓が、いつ、 Eこで、 Eのような鞠で、 E
の部位をやけどした」のかを伝えましょう.

骨折・脱臼.It控
通常はアイシングを行います.一般的には氷嚢で血部を冷却します.その笹必要に応じて、弾性包帯で圧迫

を行い、シーネなどで固定をして (RICE処置)応急担置とします.骨折や脱臼を疑われる場合は、その桂速

やかに医暗構関を受診して〈ださい.

-RICE処置について四
ケガ町田置は適切な応急処置を行えるかがカギです.

官ICE処置事応急処置として大きな効呆を発揖しますE
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RF.ST 安静
ケガをした場合、血郁を動かすとさらに症状を酔包させてしまう強れがありますので、極力安静にして〈ださ

も、.

h 冷却

庖郁を冷却するととによ'組織の代輔が下がり、庖鶴の腫れや摘みを抑えて、ダメージを最，j阪に食い止める

ことができます.
CompresllI.血圧迫
適度に圧迫するこkで、息初への血械やPンパ被なrの涜入を防ぎ、腫れを抑えるこkができます.

皿ω岨血挙上

ケガによる胆身、を防いだり、腫れを早〈号lかせるためにできるだ砂庖郁を心峨よりも高b吋立置に上げて〈だ
さも、.

園部外傷
〈脳の損傷〉

頭部外衝で重要なことは、脳の損傷同有舗です.まず、ケガ人の意.を確かめます.大声で呼んでも限を聞け
ず会夜河「るこ止ができなげれば、憲司自がない>鞠断して脳の損傷を疑います.この際大き〈休を婦さぶって

はいけません.このほか何圃も吐いたり、けいれん努作(字是をがくが〈動かす、あるいは字是をピ}ンと突

勺畿り との聞は呼びかけても反応がない〉が起とったと舎も脳の銀備を疑います..闘の損傷が疑われた揚舎

はすぐに殺急車を呼びます.

〈頭.. から出血している括合〉

現"は血管に富んでいるため、手足の‘に施ペると出血が多い傾向にあります.
あわてずに糟潔なハンカチやタオルを当て、圧迫止血を行います.

侮の深さ、程度によっては錘合怖の処置が必要になりますので、止血しながら外科なPを受診します.

〈頭部打慢の場合〉

..がはっきりしていて出血もなければ、額四階に損傷が無いこkを確認します.

.岡手足にカがAるか.
両手足にしびれがないか.

曽の痛みがない泊、

以上のsっ>も問題がなければ打渡部位の冷却噂の処置をしながら安静にして縫子を観察しますただし

つでも美術があれば動かさないようにして救急車を呼びます.

③ AED  (自動体外式陪細動器)について

AED (自動体外式治相動場〉とは電気シ亘ツタが必要

な心臓の状櫨を判断できる心... 気シ""タの器舗です.

AEDは除却姻動が必要かを判断し 敬命の手順を音声に

て指示します".AEDは除細動金含めた救命行為が簡単

に出来るように作られています.

もし、倒れている人を発見し、意織がなも場合比すぐ

に119脅迫慨をし、 AEDを箪備して、数急車が到着

する乏での聞に除細動及品む肺驚生を行ってください.

大学構内のAED設置箇所は右聞のとおりです.この他

に孝生センター(学生支a隈学生支援係}にてAEDの

貸出金行っています. 23空入
面ヨべ



��

V工学外での活動

1.ボランティアその他の社会・経済活動に際して
近年、学生諸君が、大学を出て、ボランティア、歯おこし、商庖荷活性化のためのイベント企画、会社世立な

Eの社会的・経済的活動を行うケースが増えています.

この場合、本学の学生同士で、あるいは他大学の学生と一緒にサークルなどを立ち上げたり、すでにある組織

や団体に参加するなど樺々ですが、いずれも、正課の授業や大学金認の団体としてではなく、自主的に行うもの

です.
本学は、このような活動は、本学司教育理念である「実学」の精神に合量L、課題に取り組.tr意書kや積極性を

育て、コミュニケーション能力を高める抽果があると考えています.

(自己責任の原則)
しかしながら、このような活動は、学生諸君が個人町立場で自主的に行うものですから、そこには当然に自己

責任がともないます.活動の過程では、自分自身が身体的・経済的な揖害を畳け、あるいは他人を悔つけたり、

経済的な損害を与えてしまうという事簡が起とりえます.

その場合、原則的には、諸君自身が責任を負うことになります.しtがって、活動に障しては、このことを十

分認揖したうえで行動してください.

(注意すること}
事故や事件に巻き込まれないように特に以下のことに注意してください.

(j)j芭暁(安全牲に問題がある、犯罪につながりやすいなど)な活動には参加しないこと.

喧珊苦動において調査などを行う時は、事前に十分準価をし、封応に気をつけること固

③企業部外部に知られたくない輯密や個人情報に接した場合は、取り撞いに注意すること.

宜人であっても外部に輔らすべきではない場合があることに注意すること.

1ボランティア活動保険
ボランティア活動中に、なんらかの事故を起こしたり、巻き込まれたりする可能姓が考えられます.
基本的に、ボランティア活動は、個人の任意かっ自主的な活動ですので、その責任も個人が負うことになりま

す。

ボランティア活動中町事故で、過失があれば損害賠償を求められたり、訴訟の対象となる場合もあります。

そういう事態を想定し、万が一事故が起きたときのためにもボランティア活動保障へ加入するなE、ボランテ

イアの依頼主若しくは、主植者へ事前に確輯をしておくことが重要です.

また、サークル等により学外のボランティア活動に参加する場合は、 3目前までにボランティア活動屈を学生

支援理学生主橿慌に提出してくださし、. 附伽s:/lwww.o也山-uc.ac.j凶通旬denUcircl叱声明也m

3.保険への加入
これから、活動をしようとする諸君は、万が一の事故に備えて各自が必ず保障に入っておくようにしてくださ

ー、.
本学では、万ーのケガや病気他人への陪慣事故なEに備え、以下町楠慣制度目加入を強〈推奨しています.

その保院には次のようなものがあります。

保険制度の概要について

①学研災(学生教育研究災害傷害保険)

国内外における本学の教育研究梧動中町畠掛かつ偶棋な外来の事故により身体に薗害を被った場合の補慣
・正眼中 時輯・実融・実習など

大学行事中:大学の主催する入学式、オロエンテーションなど

・キャンパス内休み時間中など

理外活動中:大学施設内外で行われる大学が承寵した郁活動やサークル活動

・通学中:住居と学桂施設との往檀中

・学校施設等相互間の移動教育研究活動中の施設問移動
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②付帯賠責(学研災付帯賠償責任保険)

国内外において正謀、学校行事又は課外活動インタ}ンシップ、ボランティア及びその往祖で他人にケガを

させたり、他人の財物を破損したことによる法律上回賠慣責任を補償

③付帯学総(学研災付帯学生生活総合保険)

学桂活動中、活動外にかかわらず、 24時閣事故によるケガや病気の惜時費、賠償事故への有者慣

※これらの保障については、学生支援楳学生支援揮でパンフレットの阻布を行っています.

VII.災害等

1.火災
講轟室や研究室及vゼミ室等で起きる虫害で、最も被害が大きいのは火提です.普段から 人ひとりが火提防

止に努めることはもちろんですが、もし、火提が発生した場合に位、適切、的確な行動がとれるよう、週間E濯
路、消火器の位置を確寵しておく等、万全の準備をしておくことが大切です.消火器の設置場所、避難経路につ

いては、各教室、ゼミ室等に掲示されている『避難経路園』を確認してください.

①防火対策

-熱源の近〈に引火性、可揖性の物置を置かない.

・火気使用器具は、不燃台の上に置く.

・電気コード等は、規格品を用いる.また、庇に垂れ下がる配植やたこ足配線をしない.
.ゼミ室等の整理・清掃を日頃から心がける.

・ゼミ室等では、全員が避難できるよう物品等の配置に考慮し、常に安全な出口を確保する固

なお、ゼミ室等の韓議室では、火気{器)を檀用しないこと。

・防火扉、梢火栓の周辺、廊下、非常階段等には障害物を置かない.

②火災発生に直面した時の対応

-火誕を発見した場合は、 『火事だ!Jと叫び」近くの人に知らせる.火誕の規模によっては、感知器が醐き、

火員報知器のベルが鳴る.

・出火の状況を見て、初期梢火が可能かどうか判断し、学生、教職i員と協力して近くに惜え付けの梢火器によ

り、消火措動をrr5. 
・初期消火が不可能な場合は、廊下等に設置されている屋内消火栓の非常ボタンを押して非常ペルを鳴らす.

119番通報するとともに学内の関保部暑に連轄する個また、負曲者がいる場合は、救急車を依頼するととも

に保蝿管理センターにも連絡すること。

-余轄がある場合は、電源を切ったり、ガスを止めたり、危院輸を火元から遣ざけるなどの処置をする.

・衣服に火が付いたときは、あわてずに人を呼んで消してもらう均九転がって梢す.

0連絡先

学生支援課学生支撞日系 0134-27-5245 
保瞳曹理センター 0134ト27-5甜 6

O土・日・視H等大学職員が不在町場合の連絡先

嘗審員室， 0134ト27-5226

嘗務員室に曹司書員が不在の場合は、普覇員携帯 090-2699-7939 

③避難に当たっての心得

-提が天井に遣する大きさになったり、煙の発生なEで手に負えないと判断したら直ちに避難する.

・服装や持ち物にこだわらず、できるだけ早〈避難する.
・部屋から避難する際には、ガスS夏、電気、危暁物等の処理を行った桂、内部に人のいないことを確認し、退

出時には出入り口町扉や窓は閉める.
・エレベーターは使用しない.

・廊下における避難経路の選択は、煙の流れと反対方向に逃げる.

・聾勢はできるだけ低くして、欄らしたタオルやハンカチなどで口や鼻を覆う.

・廊下町防火扉は、内側に人のいないことを確認してから閉める.
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1地震
地震准突然起こり、地贋司揺れによる寧具申転倒、物品の落下転倒、瞳聾輸の部分的曜掛から倒壊など物的

な被害とそれに基づく人的な被害を生じます固また地震が原因となって費生する火提、危院物の流出、拡散、爆

発などの二次提害が地震毘害を大きくします.

これら地震による提害を最I隈Jとするためには 事前町地震に対する備えが必要であることはいうまでもあり

ませんが、同時に不意の地震に封する「心の準情」も大切です.

①地震対策

-室内町棚や簡立類の転倒防止、内容物の落下防止策を講ずる.重い輸は高いところに置かない.

・室内の整理整頓に努めるE 机の下は一時避難場所となるので、物を置かず十分なスベ}スを空けておく.

・非常口、防火扉付近には輸を置かない白

②地震発生時の対応

-火元町始末をすること.
-扉を聞けるな1'1.-て脱出経路を確保する. (扉や車が聞かなくなる可能性あり)

.揺れが収まるまで机の下等に避難する白

-揺れが血まったら、頭部を保護(本などでも効呆あり)し、転倒物、落下輔、ガラス窓などに注意しなが

ら安全な場所に避難するE 余震の可能性があるので十分に注意図

-避難する際はエレベーターを使用しない.

| 詳し〈は巻末の、咽対応棚マエユアル)を参照してください。 I

VIII. 感染症、食中毒
今や性感染症(8en岨且y1T回.Dllも担d1m田tiono:STI)は特別な病気ではありません.性行為には必ずつきま

とうロスクと考えて良いでしょう。他、結槙やインフルエンザ等、集団生活で特に注意すべき病気について取り

上げましたので普段からこれらの病気について知植を曹えて予防してください。

1.性感染症 (STI)とエイズ

①性感染症 (STI) とは

クラミジア感染症、性器hルベス、琳菌暗染症、梅毒、トリコモナス腫提などセックスで感染する病気の輯琳

です白

原因はウイルスや細薗など樺々で、たった一回のセックスでも暗染してしまう可能性があります.

決して他人事ではありません.中でもクラミジア感染症の橿且が多く、愚者量の年齢群別割合は 20歳-24歳
が最も多くなっています.

② STIとエイズの深い関係

エイズウイルスに感染した f1宜V感染症」も S恒のひとつです.しかもクラミジアなど、他の STIに植って

いるとエイズワイルスに感染する危暁率が高くなってしまいます.ですから、 STIの予防はそのまま HIV感染

症の予防につながります.

③予防策

STIについて正しい知"を持つ
学内各所に、感染症 HANDBOOK(国立大学相健管理施設協融会エイズ感染症特別委員会発行)などが設

置されています。また蝿蝿管理センターにも様々なパンフレット等を用意していますので、目を通して理解を揮

めてください.

コンドームを使う
ピルではエイズを含む樺々な性感染症を防ぐことはできません。コンドームを正しく使うことでかなりの性感

染症を予防できます.
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薬物lま絶対に手を出さない
薬物依存症の問題だ付でなく、性犯罪に巻き込まれるケースも構えています.薬物は性描染症やエイズと無闘

係ではありません.

2.インフルエンザ

①インフルエンザとは?

インフルエンザには、数十年間隔で発生する「新型j と毎年施行を操り返す「季罰性Iの2つの種類がありま

す.季酷性インフルエンザでは圏内で多い年には前 1000万人が瞳臨し、うち 万人の方が関連して亡くなって

いると言われています.新型、季節性、 rちらも、個人でできる岨聾予防置は共通です。正しい知障を身に付け、
適切な予防と対策で流行の拡大を抑えてください.

②予防策

1) 施行前回ヲタチン接種
インフルエンザのワクチンは、描染後に発病する可能性を世輔させる効呆と、インフルエンザにかかった場

合の重症化防止に有抽とされています.
2) 鴫エチタクト

咳が出たら他の人にうっさないためにマスクを着用しましょう.マスクは『不融布製」が効呆的です.
3) 外出笹田手洗いの励行

手にはインフルエンザウイルスが付着している可能性が高〈、その手で目や鼻、 目

口を触ることで酬しまれ I Iもしもイン7日ンザ|

せっけんと流水による手証いで手に付着したワイルスを続い流すことが出来ます. I L!ヨ竺竺主皇 | 
また、アルコールによる梢毒も抽果があります. 目白ム日~2 伐笠宮え、早期に受診し療養して

ください。その際『感染症盤技許可
証明書』に医療機関でliE明を貰い、
盤技が可能になってから保健管理
センターに提出して〈ださい周紙
は履修四手引きにあります.保健管
理センターの HPからもダウンロ
ードできます.

4)適度な量産の保持
空気が乾撮すると、気道粘膜の防岬が低下しインフルエンザにカ哨諮りやす

くなります.窒内は適切な橿度 (50-曲%)を保つことも効果的です.

5)十分な岬喰とバランス田とれた弟義摂取

体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日

ごろから心掛けましょう.
6)人混みを遭狩る

病原体であるウイルスを寄せ付けないようにしましょう.特に大事な行事を

控えている時には混雑している場所を避けるなどの対策が望まれます固

3結核

①結核とは?

注意欠席届が紙面にセットされて
いますが、複数枚必要でも、受診先
で配入していただくのは孟孟で結
構です.

輯槙は、排薗している患者の唖、くしゃみ、会話なrによって空気中に標う輯槙薗の飛抹を肺内に盟い込

むこkにより暗染します.主な病巣は肺です。暗染者の 10.......15%の人が発病しますが定期瞳康診断を畳けて

いれば初期の段階での発見が可憶です.指摘すると初めは無症状ですが、やがて咳や寵、微熱が出現します固

その他、体重の酔」沖全身の情宜感(だるさ)、寝汗、胸痛などの症状があります.
日本は欧米先進国に比べまだまだ櫨る人が多く、『中まん延固Iとされています.予防の第一歩は結槙を知る

ことです.そして早期発見・早期拍揮は本人の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族や大学での暗染の拡大を

防ぐためにも重要です.

②予防策

Eしい知践をもっ
正しい知融が結檀予防の第一歩です.瞳染すなわち発摘ではありません.また、発病したからといってすべ

ての発摘者が他人に感染させる危暁性を持っているわけでもありません。もし、咳や疲が2週間以上続いたり、

良〈なったり悪くなったりを掛り返すような時にはきちんと匪控槽闘を畳診しましょう.そうすれば、早期発
見で病気も惜りやすく、周りの人にうっす恐れも低〈なります.
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定期健康診断を受診する
初めは無症状のことも多く、健瞥診断を垂ける事で初期の段階で発見できます.

免疫力を低下させない
規則正しい生活を心がけてください.栄聾バランスのとれた食事や十分な睡眠、適庫な運動などが大切です.

4.食中毒

①食中毒とはワ

食中奪回原因kなる細菌やウイルスが付着した食品や有害・有毒な物質が含まれた食品を貴ペるこkによ

って起こる瞳康撞害をいいます。多くの場合、幅吐、腹痛、下痢などの急性の胃腸陣容を起こします.食中

毒は原因物質によって、微生物(細菌、ウイルスな1')によるもの、化学物質によるもの、自然毒によるも

の及びその他に大別されます.

②予防策

食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、殺す」です.次のポイントを守って食中毒

を予防して下さい.

・トイレの桂や、食事の前、調理の前や調理中もこまめに手をしっかり洗いましょう.

・生鮮食品は購入桂、常温放置はせずに、すぐに冷蔵保存しましょう.

・包丁やまな板、ボウル、ザル、なEの調理器具はしっかり洗時L、定期的にアルコール梢毒や加熱殺菌L

て下さい.
-調理した食べ鞠は原則として早〈貴べるようにし、冷蔵庫を過信しないようにしまLょう。

・生で貴A る野栗なEは水道水で十分に艶浄し、加熱調理師必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょ

う.
・ちょっとでも怪しいk思ったら、食べずに捨てましょう。口に入れるのは、やめまLょう.

・手に化臆している怪我があるときには、その手で直接食品に悟tもるのは、やめまLょう.

・合宿所等、学内における自故、太学器等での食品加工に際しては、調理を担当する者の健康菅理や智生菅

理を徹底してください.
その他、詳細な情報を知りたい場合は厚生労骨省 HPを参照して下さい.

https:flwww.mhlw.go.jplwwwllhoud。凶'0903lh0331-l.html

5.新型コロナウィノレス感染症
新型コロナウィルス暗染症の情報は日々更新されています.厚生労働省 HPを参考に正しい情報を入手し

適切な届染予防府動をとってください.

https:llwww.mhlw.go.jp/s世田恒aIO阻i阻u抗elbunya/O凹0164708_1凹001.h阻u

IX.ノ、ラスメント

ハラスメント』とは、相手町意に反した言動により、相手の毒事雌を晦つける人権畳害行為です.ハラスメント

に植当するか否かは、基本的に言動の受け手がそれを不怯に瞳じたかどうかによって決まります固
大学内で起こりがちなハラスメントには、主に下記のようなハラスメントがあります.

①ハラスメントの種類

セクシュアル・ハラスメント
歓泊されない性的言動または行為により、 (相手に)屈層や精神的苦痛を感じさせたり、不快な且いを

させtりすること、また、性的な言動または行為によって相手方の望まない行為を要求し、これを拒んだ者

に対し、職業、教育の場で人事上の不利益を与えるなEの蝿がらせに及ぶととを言います。

ある言動泊三セクシュアル・ハラスメントにあたるかrうかは、あくまでも相手の受けkめ方(r不快」ど感

じるかどうか)によるのであって、その言動を行う者の感覚で判断されるものではないこkに注置してくだ

さい.

アカデ呈ヲク・ハラスメント
教職員又は学生等による、その職務上町地位又比権限を不当に利用して他町教職員又は学生等に対して行

う研究若しくは教育上又は修学上の不適切な言動であり、本学町並学上又は職事上町関樟において行われる

ものです。
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②ハラスメントの具体例

聞くに耐えない卑狼な冗較を言う.

授業・ゼミで
単位輯定や率輸指導を取引条件にして、不適切な要求をする固
正当な理由なく単位を与えない個

正当な理由なく本人の希望に反する学習・研究テーマを押しつける。

ヌ ドポスタ が貼られている個

卑狸な雑誌をわざと見せる.

教員研究室や事葺室で PCのディスプレイに卑狼な画龍を表示する.

文献・図書・機器類を使わせない.

指導教員が、論文等に加筆修正しただけで第一著者となる。(研究成果の搾取)

栴衣への着替えを強要する.

コンパ・宴会の席で カラオタでのデュエットを強要する.

イッキ飲みを強要する.

自宅で 性五的な内容等のいたずら電話をかけたり、手紙やeメ ルを送る.

③ハラスメントの対応策

あなたがハラスメントを受けたと慮じたら・
・加害者にその言動部不怯であること、すぐにやめてもらいたいことをはっきりと伝えてください固

また、受けたハラスメントについて、いつ、どこで、何があったのかを記蝿しておくことも大切です.

・ひとりで抱え込まずに、信頼できる友人に相談したり、ハラスメント相談室に相談するなどの方法により、必

要な救済あるいは解決の方法を見いだすことが大切です.

あなたがハラスメントを見たら・.. 
・不快な場面を目撃したら、すぐ加害者に注意して〈ださい.
・必要であれば、ハラスメントが生じたことについて証人になってあげてください。

・被害者の相談に応じ、内容によっては輔神的な支えになってあげてください.

・ハラスメント相談室に相離するように勘めたり、一緒に相般に行ってあげてください.

もちろん、あなたが置接ハラスメント相醗室に相談・通報することもできます.

X. 悪徳商法

本学ハラスメント相続室・mail:ha問 sumonto@市 9.0'也ru-uc.ac.jp

ここ量年、マルチ商法をはじめ学生を狙った悪植商法による被害が全国で多発しています.

悪質な手口に引っかからないためには、まず、悪質商法的手口を知ることが大切です.

若年層が障りやすい消費者トラブル事例(経済産農省HPより}

1.アポイントメントセールス、キャッチセーノレス
電話で「あなたが特別に遍ばれました。 00を取りに来てください」などと言って販売目的を告げずに事事所

などに誘い出し、商品やサーピス等の購入の現前をさせるアポイントメントセールス。駅前や路上で呼び止めて

官業所なEに連れていき、商品やサービス等を販売するキャッチセールス.

ここがポイント 1
・どちらの商桂も事業者の営業所なEに連れて行かれ、長時間にわたり勧誘し契約を追ってきます.

Iタグ」に動られて、簡単について行かないことが肝心です.

・不甚な商品の販売には、轟然と断りましょう.

2. ..， /レチ商法
個人を商品等の販売買として勧誘し、止の販売買を軸携すれば収入になると、組離を連鎖的に拡コにする商桂.

ここがポイント 1
・悪質なマルチ商法は、 部の成功例を強調し、あたかも全員が成功するかのように勧誘してくることがありま

す. r必ず儲かるj ウマイ話はありません.

-多量の商品を購入しても思ったように売れず、売れ掛りの商品や借金を抱えてしまうリスクもあります.

• SNS日正NE、インスタグラム等)で友人やアルバイト先の同慣を勧欝するこkが多いため、信頼を先ったり
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人間関係を壊すこkになりかねません。

なお、商品が介在しない、いわゆる「ねずみ講」は「無限連鎖輯の防止に関する法律」で禁止されています.

3.デート(恋人)商法
言葉巧みな話軒で異性に好置を抱かせ、それにつけ込んでアクセサローなE高額な商品を版克する商法。

ここがポイント 1
・恋量暗情を巧みに和J用L、契動へ欝導するのが目的です.

-一度買ってしまうと、また購入してもらえると且われ、'"々に商品をせがまれることがあります.
・出会いのきっかけが携帯電話の「メル宜」や出会い系サイトの場合は要注意です.

4迷惑メーノレがきっかけの不当請求
パソコンや携帯電話へ届いた「出会い系サイト」や「アダルト系サイト」の広告メ-/1-'1こうっかり接続してし

まったら、利用料金の謂求がきてしまった。

ここがポイント 1
・サービスを利用(担拘)しようとして接離したわけでなければ支払いの轟暑はありません。

-事業者に返信し、自分の名前や電話番号などを教えると、次の被害につながることがあるので、個人情報は絶

対に教えないこと。

-身に輩えのないメールのURLには興味本位で接離しないことが第 です。

・迷惑メールを受信しないために、文字教が多く檀雑なメールアドレスにしたり、各種サーピス(フィルタリン

グ槽能)を活用しましょう.

・脅迫され士ら普事へ。

5.資格商法
自宅や職場に電話をかけてきて、資格取得のために講座の聖講や教対の陣入費舶をさせる商法，

ここがポイント l
「結構ですJ rはいはい」といった暖昧な返事はトラブルのもと。目前東でも契約は成立します.契耐の意志

がなければはっきり断りましょう.

-過去に類似の賢格講座を受講していた人に、ま世帯座の型前は続いていると嘘を言い、更新費用の支払いを求

める手口も横行しています巴過去の講座が既に終了している場合は、取りあわずきっぽり断りましょう.

6.オンラインショッピング
インターネット上で聖舶の申込み等を行うインターネット通情販売(ネット通販)が普及L、自宅で手睡に買

い物ができるようになりましたが・・.

ここがポイント 1
・出品者と書札者京方が個人の場合、取引は自己責任となります.ネット通販を含め、通信販売はクーロング・

オフできません.申込はじっくり考えてから.

・支払う前に、阪亮者の連絡先、申込画面などプ日ントアウトしておきましょう.

・出品者k落札者を仲介する(有料)サービスを利用する手段もあります.

7.クーロング・オフ制度
特定商取引法では、一定期間内であれば無条件で翼舶の解除ができることを輯めています。

ク-9ング・オフの期聞は、担前書面を畳け取った日から、その日を含めて

8日間・・・電話劃瞬匝売、特定継続的世曹提供~肪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールスを含む)

20日間・・・連鎖販売取引(マルチ商法)、聾輯握供輯引販亮取引(内職商桂)

上記の期間内に、書面(ハガキ等)で販売会社に通知します。通知は簡易書留接いで出しましょう。

原則と Lて、支払った代金は全掴返金されますが、通信販売は、クーリング・オフできません.

8.相談窓口

4嶋・北しりベし消費者セン事ー
開設日平日

開設時間 9時-17時
場 所小樽市花園 2丁目 12.1 小樽市役所別箇 5階
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電話 0134-23-78日

参考にしてください! r梢費生活安心ガイド(経済産業省)J 
法樟の解車、摘費者トラブル事倒、クーロングオフの手親方法、各地の摘費者相談窓口町連結先等をわか

りやすく紹介しています。

http://www.no-trouble.go.jpl嗣op

XI.ブラックバイト
近年、労働基壇閲樺語令に反した環境で働かされる、いわゆる「プラックパイト」が問題となっています.具体

的な倒としては、労冊条件の明示が適切になされなかった、費量代が支払われなかった、採用時に合意した以上

町シフトを入れられた、試融期間中にシフトを入れられた、なEさまざまですが、学業との両立が蝿われるもの

もあります.
文部科学省と厚生労骨省は連揖Lて、学生アルバイトの多い業界団体に向けて自主的な点検の実施(労骨基車関

樟法令の遵守、シフト設定}を要輔しました.5哲骨基準桂においては、正杜員、型的社員、アルバイトといった区

別はなく、これらはすべて『労曲者」にあたります.大学生になって、アルバイトを抽める人も多いと思いますが、

その際には、労働条件を正確に把握するため、雇用主から、適切な説明を畳けてください.また、労働基準法に

反した対応がなされた場合は、ひとりで悩まずに、ハローワークや労骨基準監督署、弁護士の無料相輯サーピス

等を利用し、すぐに相談するようにしてくださいB

XII.カルト集団
近年、全国町大学で宗教団体の勧誘にまつわるトラプルが発生しています.そのなかには、カルト集団と目さ

れる団体もあります.盤らは正体を隠して、ボランティアサークル等のダミーサークルを名乗り、純真な学生に

巧みに近づいてきます白本人は気がつかないうちにマインドコントロールされ、団体の措動に生活の中心が移り、

学生生活がIX曹に確躍していきます.

怪しいと且われる団体の勧誘を畳けたときは、はっきりと断ること、トラブルを防ぐには絶対に個人情報を

教えないことが大切です.そして、 『おかしいJ r怪しいj と且ったら大学{学生何でも相談室、学生支援課)

に早めに相離・問合せをしてください。

1.カノレトとは
特定の教祖や教義を熱狂的に信じる小集団.

その中でも、代表者又は特定の主轟主張に絶対的に服従するよう、メンパーやメンパー候補者の且考能力を

停止や揖退させて、目的のためには違法行為も操り返して行う集団を「融緩的カルトj と称している{日本

脱カルト協会 JSCPR)巴

2カルトのタイプ

① 宗教型

主に宗教的強迫(巣り・悪運・彊依・呪い・来世・・・)の恐怖をもって迫る.

→「これがあれば幸せこれがなければ不幸せI

② 商業型

常醐的には「あり骨ない」儲け話(一揖千金・未知の商法・無限連鎖)

→『このチャンスを逃すな考えずに行動しろ』

③ 心理・教育型

離もが持つ『向上心」につけ込み、架空の「槽在能力」を誤認させる.
→「今以上町能力を指揮できる今のままではダメj

④政治型

「社会的問題」に対する憂慮を煽り立て、融壊活動を正当化する.

→「世田中は問遭っている唖々のみが正しいj
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3 勧誘の手口・特に入学時や新学期、新しい環境に慣れないkき、その不安を利用する・バーチャルな生活、樺々な体験が少ない、パランス感置が弱い学生が狙われやすい・駅前や書庖等でもアンクート等と芦かけLたり、実際の名称を隠しヨーガや勉強会、サークルを装う・自分さがし、一層成長したいとの掴いを利用Lセミナ一、アンケート、占い等を使う・「友だちになろう」、 「ー輔にパーティーに行こう」等から瞳階的に揮い集会へ誘う・メール、 SNSでの吏流を巧みに利用する・食事や相談にのる閥揺から親密になり、電話番号、住所等の個人情報を聞き出す.また、断りにくい状

況をつくる

4.おかしいと思ったら
勧輯者を人間的に魅力的であると感じることも少なくありません。

しかし、以下のようなことをされた場合、破損的カルト団体である可能性が高いといえます.

おかしいと暗じたらはっきり断りまLょう.また、すぐに大学に相談してください.・宗教的な簡をされた・ピデオ教育をされた
.他の人民話してはいけない」など情報規制をされた
.新聞、テレピの情報は嘘で、自分たちの言うことが正しい」などの話をされた

XIII. インターネット利用マナー
近年、インターネットを介したトラプルや犯罪が非常に増えています.それを未然に防ぐため、またインター

ネットを聾しく安全に利用するために、以下のマナーやルールを守りましょう.

① 自分・他人のプライパシーや個人情報を流さない

SNS (フェイスプッ夕、ツイッタ一、インスタグラムな1')、プログなどインターネット上で個人情報を安

易に書き込ん世りしないように注意しましょう.また、自分だけでなく、家族や宜人の個人情報も書き込ん

世りしないようにしまLょう.

②インターネットを使って、他人を中傷・非難してはいけない

プログや掲示桓やSNSなど、インターネットを使って絶対に他人を中幅・非難してはいけません.

相手を葡付けないように、思いやりの気持ちを持って利用しまLょう.

③著作権や肖像権に注意する

著作権kは、著作物を作った人だけが利用できる権利です。

肖量権とは、自分が写った写真なEをむやみに公開されないようにする権利です.
他人が書いた文章やWebサイト上での画憧などの著作鞠を無断で掲載することはやめまLょう。

④電子メールの使用の仕方について気をつける

メールを送る前には、必ず宛先や内容を確輯してから送って〈ださい.また、信頼できる人以外には、住所や

晶絡先なEの個人情報を教えないよう、十分注意してください.

⑤インターネット上に出した情報は取り消せない

自分の書き込みを見ているのは、仲間内だけではありません.世界中の人が見ています.

書き込みをする前に、書き込みの内容が社会的な規範を逸脱していないか、また、仲間以外の誰かに読まれ

たら困らないかよく考え、十分注置した上でインターネットを利用しましょう。

小樽商明大学学生生活安全マエュアル

編集・発行小樽商科大学学生支援楳学生支撞樟

2021年 4月発行



地震対応
(初動マニュアル)

【安否確盟システムm量保】
安否確毘システムのサイト
h仕n，dIwww.A:wl.me-a.nni曲作曲iRlAuth歯切'C=1294雪

に接続する.ログインBは学生番号，パスワードはキヤシパススヲエアの
初期パスワードでロゲインし，個人情報メンテナシスにより，緊急時由連絡先
仰 A同を登録する。
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地震発生時の初動対応について

1 まず，自分の身壷守る!

-教室，建物肉にいる場合I乱慌てて外へ飛び出さない.

・揺れが収まるまで机白下などに潜る，パッゲ・衣煩などで頭垂直うなどして，落下物から頭を保護する.

窓や棚，ガラスなI!.割れたり中のものが飛び出しそうなも白から離れる.

-広場やグランドなど，落下物がない場所にいる場合l立，その椙で座り込み，揺れが収まるのを待つ.

2.素早〈火元幸雄臨する 1

・ガスの元栓を締めるなどにより，火災由発生を防<:0

3.脱出口在確保 1

・余裕が晶れば非常口や~7を開けるなどI 脱出口を確保する。

崎弘援業序怠ι近王!主教職員坦~量輸l重~割強君主賃動l..-c<t:'弘、a

-・1:'1.L，l'寄';}It; ..  

1火災が発生した場合 1

・2にきな声で「火事だー』と叫ぴ，付近白人に知らせ，屋向消火栓の非常ポ事シを押して非常ペルを鳴らす.

自分自身が安全な範囲で，周囲の協力を得ながら初期消火に協力する.

2.負傷者の救助 1

・負傷者がいる場合は，速やかに教職員へ連絡し，かつ，安全な範囲で，周囲の協力量得ながら

応急手当を行う.

-Eτ芳'胃"型-

1.周囲が安全なら待撮する!

2 周囲が危険なら指定された遭健場所へ移動する I

・余震の可能性に留意しながら，倒れやすい備品や窟ガラスから腫れ，地面白亀裂や陥没に注意して

移動する.移動にエレベ一事ーを使わない(地震時にはエレベ一事ー1;1:緊急停止します)0

s家族との安否確毘を行う 1

書誌なお，日本圏内で震度5以上田地震が発生した場合.r安否確認システム」により，自動的に安否確認

メ-)レが送信されますので，受信したらI 必ず返信してください.

(酔l..(は00ページを事照してください)

4.帰宅又I孟避雄所等で待梅 1

・帰宅:RI主待機回判断I主，教聴員目指示に従ってください.

(構内緊急放送によりアナウシスを行う場合があります)
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眠急時連絡先

1.早生白場合 2 その他国連絡先

oa積回教書企園保 0普窃且車

t.1 : 0134-27-5236 f.x : 0134-27-5243 r.1 : 0134-27-5226 

eィnaiI k-kikaku@office.otaru-uc.ac.jp 
または， 4 提書用伝冒ずイヤル 171 

O苧生支援標苧生支援係 NTT由災害用伝言ゲイヤルは災害時に使

t・1: 0134-27-5245 f.x : 0134-27-5243 用できます.

e-mai I : g-shien@office.otaru-uc.ac.jp 剰用に畠在つては，予め章旗と確認しておき

2 冒苧生咽場合 まLょう.

0学生支橿標園際虫涜宣 立お，撹帯電話各社でも災害発生時に「災害

t.1 : 0134-27-5262 f.x : 0134-27-5264 伝言極』噂由利用ができます由で，確認して

ー-maiI inljimu@office.otaru-uc.ac.jp おいて〈ださい.

-~TFED.!t '"，1・
器提 本学の緊亀時選縫所〈霊鍵建物】陪.第1体育館及び箪2体育館です.

¥ 
¥ 

¥ 、

山札
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安否確認/

一斉通報システム
本学でlま，地震等の太規模災害リスヲに対広するため，株式会社NTTコミュニケーシ

ヨンズが提供している「安否確認/一斉通報システム』を導入しています。

学生の皆さんは，災害発生時における安否確留の重要性を認識して，災害時もし〈は防

災訓練実施時に本システムから安否確包メールが来た場合には，必ず返信をして〈ださい.

メ-1レの返信ができない場合は，直接，以下の連絡先に自分の安否を伝えてください.

なお，安否確認メールに対して返信がない場合には，繰り返し，本システムから安否確認

メーI~:b'送信されます.

|附連絡先】
。学生支援限再再生支援係 Tol: 0134-27-5245 

また，連絡先を変更した際に本システムの登録情報を更新していない場合，安否確認メ

-I~:bt，届きませんので，連絡先を変更した場合には下配の手続きにより登録情報ゆ更新を

お願いします。

1.安否確毘/一斉通報システムの概要について

(1)学生の皆さんは，入学時に登録したメールアドレスが本システムに登録されてい

ます.

(2)日本圏内で量星塁強単主の地震が発生した場合，自動的に安否確認システムから，

安否確認メールが送信されます。

(3)メールを受信した方は，システムの指示に従い，自分自身の安否情報を送惜しま

す。

(4)システム管理者は，学生，教職員の安否状況を確認し，必要に応じて，一斉通報

システムによる今後の指示等を行います。

2.本システムの登録情報の変更方法について

(1)サイトにログインします。

パソコンからは h，uDS:/川棚 svs.mc-anoi. G叩 /ais/Auth，dD?C=12945のサイト

に横線します.
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横帯電暗・スマートフォンからは， QRヨ一戸で!サイトに接輔します.

来遺11メール等拒杏置定をされている方!志、本システムからのメール
(anpit!腿b唱。n田 ct.'"澗}を受信できるように設定を喪Eして〈ださい.

F 一一豆0-='，'，'， 目

凶ョ.

1醐. 
似フド

出イJ

ーと叫祖"

問ト.~.肺，

時"開

( 2)ログイン 1DIま 隼喧書骨になります.パスワー何本キャンパススクエアの初

掴パスワードになっています.

( 3) ログイン園面で，ログイン ID~パスワ ドを入力してI ログインすると個人メ
ヱュ-t暗示されます.

~二一五11'.' ， k....固
..メ二，- 山 回開。』

~.，甲

'抱一一..一一・ I_~"" 阻

個人メ二三一

'一…一“一.咽J拠市 川

目。4叫，. 勿

^"-"7.~町一一一一叩，

四..回開園
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(4)個人メニニLーの「個人情報メンテナンス』を還択して〈ださい.

1 ~--~ 
.........=ュ 関.，向・・

〈個人箱栂メンテナンス

"師 、 叩 岨 J lliUn'，.で

-一相叫向島製……岡山嶋 田市霊 m

""Ilfo ~.?夕刊問

.. ..肝
四 h旦盟

k噌働・

3-'町 :>>-1" 間同

.&st.U ‘・ー・ 開剛 小刷

.培 、rンヨ"ン也 O>T圃号・"司
白， ・~.... ‘a・=・

酬い .. 通. 時剛 帽司陥

ー.守>>ョンー 咽.，T・-""司
日 ー日開.田

一 町 一，
.国

-皿

一一一叩町.'1""

脚

-"喰b

叫山

間 ートH・

酎 同司5<: .>..1l ..r.~，，-山拘置，，-唱しH

梅田制

同守沖 ・H

問時山町駅昨ト't>olYL:刷 n.

t剛一ヲド

四

包]

回円ト

ー. 
ー

(5)この画面上で，各項目の登録情報を編集します。「連絡先制AIL)Jの項目に登録

されているメールアドレスが緊急時に連絡が取れる最新の連絡先であるかを確認

し，変更がある場合には随時更新をしてください. メールアドレス等の登録情報

の他にパスワードの変更も可能です。

(白)入力が完了したら，畳録ポ聖ンを押して〈ださい。
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3 安否情報の垂録について

(1)目本圃肉で量置5強以ょの地・tJ'発生した場合I 安否確毘/ー費量級システムよ
以安否確昆メールIi租借されます.

(2)自身の安苦情報を畳録し. )l-}a.を量偏します.

1"'"一三..'.'"
釦晶一

《安調肺線

一一一叫富詔32REE，EZZEじ主主目刷嗣冊吋

一一一一一一戸田中一'"'…郎、
“ _u 

一-問 。

一"" 
明

一 "同
珊

自 白岡

"刊
欄

ヨル

.・"

団
(3)システム管理者1;:，量倍された安否情憶を集計します.

。グ時

(4)システム管理者lま状況に応じて安否確匝/斉通報システムにより 学生・
教職員I二対して， )l-Jレにより今後の指示等を行います.

4 ・.事項怖について

システムの段宜上I 日本国向で昆宜5強以ょの地虫が先生した場合にはI 自動的に安

否確匝メール掛送信されます.直接，北湯遁に関係直い場合もあります畝旅特先・で
地置に遭遇することも想定されます.日常からの翻l練の zーとして，安否確寵メールを
受信したら，軍情するようI ご悔力〈ださL、.
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小樽商科大学の学章

「ヘルメスの翼に一星」の由来

小樽商科大学の学章「へJレメスの翼に一星」は、

商業神へJレメスの翼の上にある一星が、北の大地から英知の光を

放っ様子をあらわしたものです.

下のリボンには1910年の創立と

Dtaru Unive四 ityof Commerceの

頭文字が示されています.

へルメス(Hermes)は、ギリシャ神話の神の一人で

伝令の神、また商業、学術などの神とされています.

ローマではマーキュリー(Mercury).

へルメスは2匹の蛇がからみついた

翼のついた杖をもち、

伝令の神として世界を飛掬しています.

一塁は、本学の前身である小樽高等商業学校以来、

本学のシンボルとして用いられてきました.

r ~~Iこ一星あり.小なれどその輝光つよい Jと

彊われた本学の伝統を象徴します.

国立大学法人小樽商科大学

干047-8501 北海道小樽市緑3丁目5番21号


